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2 002_充当通知書明細（充当金額の明細）
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4 004_配当計算書（謄本）※滞納者用
5 005_配当計算書※権利者用
6 008_差押書（不動産）※滞納者用
7 009_差押通知書（不動産）※権利者用
8 012_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用
9 013_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用（返送用）

10 016_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用
11 017_差押調書（債権）※権利者用
12 018_債権差押通知書（債権）※第三債務者用
13 019_債権差押通知書（債権）※第三債務者（返送）用
14 020_債権差押通知書（債権）※交付要求36条執行機関用
15 024_差押調書（電話加入権）※滞納者用
16 025_差押調書（電話加入権）※権利者用
17 026_差押調書（電話加入権）※NTT用
18 027_差押調書（電話加入権）※NTT用返送用
19 035_差押調書（動産）※滞納者用
20 036_差押調書（動産）※権利者用
21 037_差押調書（動産）※立会人用１
22 042_差押書（自動車）※滞納者用
23 043_差押通知書（自動車）※権利者用
24 044_差押通知書（謄本）※陸運局用
25 046_参加差押通知書（不動産）※滞納者用　
26 047_参加差押通知書（不動産）※権利者用
27 049_参加差押調書（不動産）※執行機関用
28 050_参加差押通知書（不動産）※執行機関（返送）用　
29 052_参加差押通知書（電話加入権）※滞納者用
30 053_参加差押通知書（電話加入権）※権利者用　
31 054_参加差押通知書（電話加入権）※NTT用
32 055_参加差押通知書（電話加入権）※NTT（返送）用
33 056_参加差押通知書（電話加入権）※執行機関用
34 057_参加差押通知書（電話加入権）※執行機関返送用
35 060_参加差押通知書（動産）※滞納者用
36 061_参加差押通知書（動産）※権利者用
37 062_参加差押書（動産）※執行機関用



38 063_参加差押書（動産）※執行機関（返送）用
39 066_参加差押通知書（自動車）※滞納者用
40 067_参加差押通知書（自動車）※権利者用
41 068_参加差押通知書（自動車）※陸運局用
42 070_参加差押通知書（自動車）※執行機関用
43 071_参加差押通知書（自動車）※執行機関（返送）用
44 073_差押解除通知書（不動産）※滞納者用
45 074_差押解除通知書（不動産）※権利者用
46 076_差押解除通知書（不動産）※交付要求29条執行機関用
47 079_差押解除通知書（債権）※滞納者用
48 080_差押解除通知書（債権）※権利者用
49 081_差押解除通知書（債権）※第三債務者用
50 083_差押解除通知書（債権）※交付要求36条執行機関用
51 086_差押解除通知書（電話加入権）※滞納者用
52 087_差押解除通知書（電話加入権）※権利者用
53 088_差押解除通知書（電話加入権）※NTT用
54 096_差押解除通知書（動産）※滞納者用
55 097_差押解除通知書（動産）※権利者用
56 102_差押解除通知書（自動車）※滞納者用
57 103_差押解除通知書（自動車）※権利者用
58 104_差押解除通知書（自動車）※陸運局用
59 106_参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用
60 107_参加差押解除通知書（不動産）※権利者用
61 109_参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用
62 112_参加差押解除通知書(電話加入産)※滞納者用
63 113_参加差押解除通知書(電話加入産)※権利者用
64 114_参加差押解除通知書(電話加入産)※NTT用
65 116_参加差押解除通知書(電話加入産)※執行機関用
66 119_参加差押解除通知書（動産）※滞納者用
67 120_参加差押解除通知書（動産）※権利者用
68 121_参加差押解除通知書（動産）※執行機関用
69 125_参加差押解除通知書（自動車）※滞納者用
70 126_参加差押解除通知書（自動車）※権利者用
71 127_参加差押解除通知書（自動車）※陸運局用
72 129_参加差押解除通知書（自動車）※執行機関用
73 131_(82)交付要求通知書※滞納者用
74 132_(82)交付要求通知書※権利者用
75 133_(82)交付要求通知書（不動産）※執行機関用
76 134_(82)交付要求通知書※執行機関（返送）用



77 143_(10)交付要求通知書※滞納者用
78 144_(10)交付要求通知書※権利者用
79 145_(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関用
80 146_(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関（返送）用
81 167_交付要求通知書(財団債権)※滞納者用
82 168_交付要求通知書(財団債権)※破産管財人用
83 169_交付要求通知書(財団債権)※破産管財人（返送）用
84 170_交付要求通知書(破産債権)※滞納者用
85 171_交付要求通知書(破産債権)※裁判所用
86 172_交付要求通知書(破産債権)※裁判所（返送）用
87 175_未納明細（優先的破産債権）
88 176_未納明細（劣後的破産債権）
89 177_未納明細（財団債権）
90 178_交付要求解除通知書※滞納者用
91 179_交付要求解除通知書※権利者用
92 180_交付要求解除通知書※執行機関用
93 188_交付要求解除通知書（財団債権）※滞納者用
94 189_交付要求解除通知書（財団債権）※破産管財人用
95 191_交付要求解除通知書（破産債権）※滞納者用
96 192_交付要求解除通知書（破産債権）※裁判所用
97 194_債権現在額申立書
98 199_捜索調書※滞納者用
99 242_公売公告兼見積価額公告

100 244_公売通知書※滞納者用
101 246_公売通知書兼債権現在額申立催告書※権利者用
102 247_最高価申込者の決定※公告用
103 248_最高価申込者の決定※滞納者用
104 249_最高価申込者の決定※権利者用
105 250_最高価申込者の決定※最高価申込者用
106 251_次順位買受申込者の決定※公告用
107 252_次順位買受申込者の決定※滞納者用
108 253_次順位買受申込者の決定※権利者用
109 254_次順位買受申込者の決定※次順位申込者用
110 255_売却決定通知書※最高価申込者用
111 256_売却決定通知書※次順位申込者用
112 259_売却決定通知書※第三債務者等用
113 261_売却決定取消通知書※買受人
114 264_最高価申込者決定の取消通知書※滞納者用
115 265_最高価申込者決定の取消通知書※権利者用



116 266_最高価申込者決定の取消通知書※最高価申込者用
117 282_延滞金減免決定通知書
118 283_徴収猶予申請書
119 284_徴収猶予期間延長申請書
120 289_徴収猶予の許可通知書
121 290_徴収猶予取消通知書
122 291_徴収猶予の不許可通知書
123 300_職権による換価猶予許可通知書
124 301_職権による換価猶予取消通知書
125 307_申請による換価猶予申請書
126 308_申請による換価猶予期間延長申請書
127 309_未納明細（申請による換価猶予対象分）
128 313_申請による換価猶予の許可通知書
129 314_申請による換価猶予取消通知書
130 315_申請による換価猶予の不許可通知書
131 330_滞納処分の停止通知書
132 331_滞納処分の停止解除通知書
133 334_競売続行決定通知書※政令12条
134 335_競売続行決定通知書※政令9条
135 336_求意見等に対する回答書
136 355_相続による納付義務承継通知書
137 374_金融機関の預貯金等の調査証
138 381_対象者名簿
139 394_担保債権額について(照会）
140 396_電話加入権・質権原簿について(照会)
141 399_実態調査について(照会)
142 410_売掛債権等調査票(照会、回答)
143 411_診療報酬の支払いに関する調査(照会)
144 412_年金債権等について(照会)
145 417_相続放棄・限定承認の申述の有無
146 419_家賃の賃貸借契約内容について(照会)
147 421_携帯電話契約について(照会)
148 426_実態調査回答書(個別回答)
149 430_電気料金支払い状況の調査について（照会、回答）
150 433_水道料金支払い状況の調査について（照会、回答）
151 442_ガス会社への調査について（照会、回答）
152 449_住民票の交付について※他自治体宛て
153 453_戸籍等の交付について※他自治体宛て
154 456_登記事項証明書交付申請書(会社法人用)(個別調査)



155 457_登記事項証明書交付申請書(不動産)(個別調査）
156 459_（差押）登記嘱託書（不動産）
157 461_(差押)登記原因証明情報（不動産）
158 462_（参加差押）登記嘱託書（不動産）
159 464_(参加差押)登記原因証明情報（不動産）
160 465_（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)
161 468_（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)
162 471_（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)
163 473_（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)
164 475_（差押）登記嘱託書(所有権移転)(相続)
165 484_（差押解除）登記嘱託書（不動産）
166 487_（参加差押解除）登記嘱託書（不動産）
167 486_(差押解除)登記原因証明情報 （不動産）
168 489_(参加差押解除)登記原因証明情報（不動産）
169 498_登記嘱託書（猶予抵当権設定）
170 501_登記嘱託書（抵当権設定）（登記抹消）
171 505_登記嘱託書（公売）(売却決定)
172 507_登記原因証明情報(不動産売買 担保権解除)
173 519_延滞金減免申請書
174 521_納付誓約書
175 522_納付計画書
176 523_納付計画明細書
177 533_不在者連絡票
178 535_催告書（差押え言及有）
179 536_分納不履行通知書
180 538_差押予告書
181 539_差押不動産の公売について（予告）
182 548_債権現在額申立書(返送用)
183 559_未納明細（単独出力）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

001 001 充当通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】宛先に修正する。他の外部帳票も同様。

2 カスタマ―バーコード ・1社具備ですが、郵送においてカスタマーバーコー
ドは必須と考えられるため、必須として定義する想
定です。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 1 0 必須 ・印字有無は、市町村によって異なると考えます。（A市）
【提案】印字する市町村もあるため必須とする。

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0 必須 ・本文部分についてはマスタ管理等として修正できること。（E市）
【事務局】E、F、G列に「テキスト」と記載のあるものは、職員がフリーテキストで自由に編集できることを想定し
ています。
・了解しました。（E市）

8 滞納者 住（居）所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

9 氏名又は住所 必須 1 0 0 0 0

10 受入 受入日 ・差押財産の換価代金の公金日を指していると想
定されます。公金日に充当するのが正規の対応と
思われるため、記載の必要があると考えます。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在記載はない。（J市）
【提案】必須とする構成員が6/7団体あるため、必須とする。

11 種目 ・源泉所得税還付金等を記載すると想定していま
す。どの差押財産に対する充当かが一目でわかる
ため、必要性は高いと考えられます。

必須 5 0 1 1 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・フリー入力で記述している（債権差押にかかる取立金、交付要求にかかる配当金、等）（F市）
・項目は必須だが、当市では「区分」として、債権差押配当金や交付要求に係る配当金といった項目を表示して
います。（I市）
・現在記載はない。（J市）
【提案】必須とする構成員が5/7団体あるため、必須とする。

12 金額 必須 1 0 0 0 0

13 充当金額 金額

※明細は、別紙　充当金額の内訳書の
とおり

U社では内訳も同紙内に記載されている 必須 2 0 0 0 0 ・小分類「金額」も必須（F市）
【事務局】小分類に「金額」を追加

14 充当金額 滞納処分費 ・内訳は、No.2_充当通知書明細（充当金額の
明細）で対応可能ですが、別紙での対応とする
か、本帳票でも一部記載するか、についてはベンダ
の判断によることとし、オプションと想定しています。

オプション 4 0 1 1 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおりで良いと思われる。＃13か＃14どちらかで良い（F市）
・振込手数料など記載の頻度は高いため、別紙対応とするか否かはベンダの判断によることで問題はないが、項
目は必須です。（I市）
・現在記載はない。（J市）
【確認】必須としている構成員において、No.2「充当通知書明細」ではなく、本帳票においても本項目が必須
ということか。
・無論別紙でもよいが、充当税目・期別が１つだけ（１行で済む）の場合には、別紙を作る必要がなく、トッ
プの本帳票に記載されている必要があるのでは。（I市）
【提案】別紙での内訳だけでなく、本帳票上でも滞納処分費項目が必要であるため、本項目を必須とする。
【提案】充当金額の合計を示す項目がないため、新規に追加する。
・了解しました。（E市）
・項目を全体の充当金額と勘違いしていたため、不要に訂正します。配当時に滞納処分費に配当するため、
充当通知書に滞納処分費を乗せることは無い。（F市）
【提案】必要との意見もあることからオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名充当通知書

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考

構成員意見集約結果

方針案 ②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案



15 充当後の金額 滞納処分費 同上 オプション 2 0 1 3 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在記載はない。（J市）
【提案】オプションでの対応とする

16 充当金額の内訳 小計 同上 オプション 4 0 2 0 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・002_充当通知明細（充当金額の明細）があれば必要なし（F市）
・件数が多いときは別紙。（J市）
【確認】#14と同様
【提案】別紙での内訳だけでなく、本帳票上でも充当金額小計が必要であるため、本項目を必須とする。ま
た、大分類を「充当金額」に修正する。
・充当件数が少なければ別紙ではなく用紙の節約となるので、必須。（J市）
・了解しました。（E市）

【事務局】#13に統合する。

17 充当後の滞納金額 小計 同上 オプション 2 0 2 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状充当後の未納明細を出力していないため必要
※現状破産事件や複雑な案件の充当通知対して正確な充当後の未納明細ができないため添付していない。
（E市）
・002_充当通知明細（充当後の未納明細）の出力を機能として持っているが使用していない（F市）
・件数が多いときは別紙。（J市）
【提案】オプションでの対応とする
・了解しました。（E市）

18 合計 必須 1 0 0 0 0 オプション 【提案】充当後の滞納金額については使用しない団体もあるため（＃１７意見）本項目もオプションとする。

19 残余金 ・差押財産の換価代金と、充当額の差額と想定し
ておりますが、配当計算書に記載されれば充足す
ると考えます。

不要 2 0 4 1 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局見解のとおり（B市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/7団体のため、不要とする。

・配当時の債権現在額と充当時の債権現在額に差が生じることもあるが、その場合は配当時の債権に一時充
当して過誤納として対応するのか？（H市）
【確認】具体的に、どのような場合に差が生じるか。（H市）
【確認】他の構成員において、H市指摘の場合、どのように対応しているか。ベンダの実装を見る限り、充当通
知書に残余金の項目がない構成員もあると考えられる（充当通知書明細にも残余金の項目は見受けられな
い）

・上述の件がどのような場合に発生するかわからない。債権現在額申立時＜充当通知作成時のケースが発
生したら、余剰分を還付（市役所の支払いを管理するシステムで支出処理）を行う、充当通知書上は差分
の金額はでない。（E市）
・「過誤納として対応」の定義が市によって違いそうなのでどの言葉を使えばいいか分からないが、差額は本人
へ返金する手続きをする。なお、ここ数年は債権現在額に差が生じたことはない。（F市）
・充当通知は他機関による配当に対して作成することもあり、差押機関が配当計算書発送してから当該自治
体が充当するまでの間に自主納付等により滞納額が減少し、残余金が発生する場合も当然ある。この場合
は配当計算書自体がなくそのように扱うかということである。（H市）
・配当時と充当時に差が生じない。（J市）
【提案】E市意見の通り、過誤納額として還付する運用が想定されるため、配当時と充当時の差額の項目は
不要とする。

20 備考 必須 1 0 0 0 0

21 充当後の金額 充当後の金額は、別紙　充当後の滞納
明細書のとおり

・No.2_充当通知書明細（充当後の未納明
細）で対応可能ですが、別紙での対応とするか、
本帳票でも一部記載するか、についてはベンダの判
断によることとし、オプションと想定しています。

オプション 2 0 2 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状充当後の未納明細を出力していないため必要
※現状破産事件や複雑な案件の充当通知対して正確な充当後の未納明細ができないため添付していない。
（E市）
・002_充当通知明細（充当後の未納明細）の出力を機能として持っているが使用していない（F市）
・件数が多いときは別紙。（J市）
【提案】オプションでの対応とする。
・了解しました（E市）

22 合計 同上 オプション 2 0 2 2 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・002_充当通知明細（充当後の未納明細）の出力を機能として持っているが使用していない（F市）
【事務局】＃１８と同内容と思われるため、統合

23 公印 ・電子公印への対応は必須と考えます。 必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状電子公印はしていないが、対応が望ましいと考える（F市）
・基本的に調査もの（数が多い）以外は、納税課専用の市長印を手で押印している。（I市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

24 連絡先 ・機能2.1.19.にて、担当者名の出力を仕様化す
る想定ですが、連絡先も併記される必要性が高い
と考え、必須と想定しています。

必須 5 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状は印字していない。封筒に問い合わせ先が印字されている。要否はどちらでも良い。以降の帳票ＮＯにつ
いても同じ（F市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

【事務局】共通要件として方針を整理する。

25 担当者 ・機能2.1.19.にて、担当者名の出力を仕様化す
る想定であり、必須と想定しています。

必須 4 0 1 2 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状は印字していない。封筒に問い合わせ先が印字されている。要否はどちらでも良い。以降の帳票ＮＯにつ
いても同じ（F市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

【事務局】共通要件として方針を整理する。

26 電話 ・機能2.1.19.にて、担当者名の出力を仕様化す
る想定ですが、電話も併記される必要性が高いと
考え、必須と想定しています。

必須 5 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状は印字していない。封筒に問い合わせ先が印字されている。要否はどちらでも良い。以降の帳票ＮＯにつ
いても同じ（F市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

【事務局】共通要件として方針を整理する。

27 教示文 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 1 3 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・配当計算書にあれば良い（F市）
・現在のシステムでは出力ないが、記載が必要との認識です。（J市）
【提案】全帳票の教示文について、以下の整理とする。
①処分性ありー申立て権利あり：必須
②　　　　　　　　申立て権利なし：原則不要(必要の意見あればオプション)
③処分性なし―申立て権利あり：原則不要(必要の意見あればオプション)
④　　　　　　　　申立て権利なし：原則不要(必要の意見あればオプション)
必要の意見があるため、オプションとする。

28 換価代金等の配当等の内訳 債権者 ・配当計算書に記載される事項であるため、不要と
考えます。

不要 0 0 2 5 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。



29 滞納処分費 同上 不要 1 0 2 4 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・受入れた金額―滞納処分費＝充当金額となるため必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

30 充当金額 同上 不要 1 0 2 4 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・受入れた金額―滞納処分費＝充当金額となるため必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・記載なし。＃13の充当金額とは別。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

31 滞納者への交付額 同上 不要 0 0 2 5 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

32 注意事項 ・＃２０備考　で充足すると思われます。 不要 0 0 6 1 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

33 用紙区分 ・宛名が一目でわかるよう、帳票のどこかに記載さ
れるよう、機能に追加することを検討する。帳票上
はオプションとする。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・宛名自体は必要ないが、宛名番号等の滞納者を特定でき、滞納者情報照会に利用できる番号は必要。業
務効率に影響が大きい。なお、以降の帳票ＮＯは同じ理由により必須とした。（F市）
・見解の意味が分かりません。（H市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】用紙区分は、（滞納者用）（権利者用）など、余白部分に記載される区分を指しますが、使用し
ていないケースが多いように見受けられる。そのため、一律不要とする。
・（滞納者用）（権利者用）等の記載は必須。特に（第三債務者用）と（第三債務者返送用）の記載
は無いと第三債務者返送誤等が頻発するのではないか。
ただし、帳票タイトルに含まれる等の代替ができるのであれば問題はない。（F市）
・上記のことであれば現在のシステムでもあり他の使用していることも多いと認識してるためオプションが適当と
考えます。（H市）
【提案】必要とする意見もあることからオプションとする。

34 宛名番号 1 0 0 0 0 必須 ・追加
問い合わせがあった際に、速やかに個人を特定するために対外的な通知については宛名番号を印字してほしい。
外国人からの問い合わせの際などで頻繁に使用します。また、「宛名番号」という表記に嫌悪感を感じる市民もい
るため、標記は「お問い合わせ番号」としてほしい。
対外的な帳票について、以降同様。（C市）
【確認】他の構成員においても、外部帳票への「宛名番号」の項目は必須か。また、「お問い合わせ番号」として
も問題ないか。
・帳票に宛名番号の印字は必須、「お問い合わせ番号」としても問題ないし、番号の名称は無くても問題ない
が番号は必須。（他の帳票についても同様）（B市）
・その他の帳票にも「宛名番号」があるが、来庁時に持参した書類等で簡単に確認ができ、連絡時の確認の
際に便利であるが、無ければ氏名、住所、生年月日等で確認するのみ（E市）
・必須。「お問い合わせ番号」としても問題ない。（F市）
・外部帳票への「宛名番号」は問い合わせ時に使用することも多く必須。名称は「お問い合わせ番号」としても
問題ない。（J市）
【提案】必須とする構成員が4/5団体のため、必須とする。
項目名称は他税目と共通で宛名番号とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

002 002 充当通知書明細（充当金額の明細） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル ・他の滞納者との区別のため、必須と思われます。 必須 7 0 0 0 0 必須 ・必須で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

2 住所 同上 必須 7 0 0 0 0 必須 ・必須で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 氏名 同上 必須 7 0 0 0 0 必須 ・必須で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 科目 必須 1 0 0 0 0

5 賦課年度 必須 1 0 0 0 0

6 総当相当年度 必須 1 0 0 0 0 必須 ・×総当→〇相当（E市）
【回答】相当年度に修正します。

7 期別（月） 必須 1 0 0 0 0

8 通知書番号 必須 2 0 0 0 0 必須 ・通知書番号の代わりに、車両番号を出力するでも差し支えない（A市）
【事務局】#18で確認。

9 金額 必須 1 0 0 0 0

10 督促手数料 必須 1 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

11 延滞金 必須 1 0 0 0 0

12 合計金額
（金額＋督促手数料＋延滞金）

必須 1 0 0 0 0

13 納期限 必須 1 0 0 0 0 確認中 ・WT用比較表でも記載しましたが明細を全て共有にするなら「法定納期限等」の項目も必要と考えます。（以
下別帳票も同じなので省略）（H市）
【確認】WT用比較表No14と同様

14 合計 金額 必須 1 0 0 0 0

15 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名充当通知書明細（充当金額の明細）

構成員意見集約結果



16 延滞金 必須 1 0 0 0 0

17 合計金額 必須 1 0 0 0 0

18 備考
（期別ごとの備考）
車両番号

軽自動車の場合に出力 ・軽自動車の№を記載する等を想定しており、必
要性は高いと考えます。

必須 5 0 2 0 0 オプション ・通知書番号の代わりに、車両番号を出力するでも差し支えない（A市）
・税目名と通知書番号の記載で判別できるため、軽自動車の№記載は、不要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・軽自動車の№を記載。（J市）
【確認】#8通知書番号と備考（車両番号）はそれぞれ必要か。
・両方必要です。（市は通知書番号で検索するし、納税者は車両番号で納付管理を行っているため）（B
市）
・本市では備考欄はあるが、通知書番号や車両番号は記載されない。ただし、車両番号が記載されれば、説
明時に役に立つ。（C市）
・それぞれ必要。（J市）
【提案】#8通知書番号は必須、本項目は車両番号としオプションとして残す。
※共通の方針として表示項目は具体化し、出力する条件等はH列備考欄で定義することとする。

19 備考
（帳票全体の備考）

・職員がテキスト入力可能な備考欄は、利便性の
向上につながると考えます。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・案内文書のため不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・明細書の備考欄は必要（E市）
・001_充当通知書にあれば良い（F市）
・現在は欄なし。（J市）
【提案】明細書にも備考欄が必要という意見があるため、オプションとする。

20 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 0 0 1 4 0 オプション ・案内文書のため不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状使用していないが、機能があるなら使用する（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】No.559「未納明細」で科目凡例をオプションとする想定であり、本項目もオプションとする。

21 （督促日）法廷納期限等 ・R社は、繰上日の納期限と、督促日の納期限を
記載していますが、納期限のみ記載されていれば
足りることから、不要と考えます。

不要 1 0 1 5 0 不要 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・×法廷→〇法定（E市）
・なお、充当通知書の明細では不要だが、差押調書などでは必須（I市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

22 滞納処分費 ・充当通知書に、滞納処分費が記載されるのは一
般的でしょうか。

不要 2 0 1 4 0 必須 ・案内文書のため不要と考えます。（A市）
・受入れた金額―滞納処分費＝充当金額となるため必要（B市）
・本市では記載なし（C市）
・滞納処分費がある場合は必ず滞納処分費から充当することが法律の規定であるため必須です。現状は発生が
稀であること、対応できているシステムがないため行っていないとの認識です。（H市）
・シート001のとおり振込手数料を記載することが多い（I市）
・欄はあるが不要と思われる。（J市）
【確認】B,H市の意見のとおり、必要性が高いと思われるため、必須として定義する。

23 通知日 ・明細に記載する必要はないと考え、不要と想定し
ています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・シート001に記載があればよい（I市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

24 宛名番号 ・宛名番号は、個人の帳票であれば、全て印字さ
れていてもよいと考えます。よって、機能として追加
を検討致します。帳票としては、不要と想定してい
ます。

不要 3 0 1 3 0 確認中 ・不要と考えます。（A市）
・機能として追加を検討するが帳票としては不要とはどのような意味でしょうか。対外的な帳票については、個人の
特定を迅速に行うために全庁表に宛名番号を「お問い合わせ番号」という名称で追加していただきたいと思います
（「宛名番号」という名称に不快感を示す市民もいるため。）。特に外国人からの問い合わせの際に個人を特定
するためにお問い合わせ番号は重要だと考えます。（C市）
・充当通知書や他出力帳票と氏名以外で同一確認をするため必要。（E市）
・001_充当通知書の33用紙区分に該当するものが必要（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【事務局】No1#34と同様

25 世帯番号 ・明細に記載する必要はないと考え、不要と想定し
ています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

26 延滞金計算日 1 0 0 0 0 必須 ・＜追加＞
破産事件における優先的破産債権の充当通知は破産開始日前日で計算する。チェックする際延滞金計算日
の項目が必要と考える。（E市）
【確認】他の構成員においても必須か。
・延滞金計算日は必要です。（B市）
・本市では充当配当時に延滞金計算日の入力はするもの、帳票への記載はない。ただし、記載の必須かは他
市の状況次第。（C市）
・他の構成員さんに合わせます。無ければ決裁時にシステムで延滞金計算日を確認します。（E市）
・必須でお願いします。（I市）
・延滞金計算日に誤りがないことを確認する為に必須。（J市）
【提案】E市に加え、必須とする構成員が3/4団体のため、必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

002 002 充当通知書明細（充当後の未納明細） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 住所 必須 1 0 0 0 0

3 氏名 必須 1 0 0 0 0

4 科目 必須 1 0 0 0 0

5 賦課年度 必須 1 0 0 0 0

6 相当年度 必須 1 0 0 0 0

7 期別（月） 必須 1 0 0 0 0

8 通知書番号 必須 1 0 0 0 0

9 金額 必須 1 0 0 0 0

10 督促手数料 必須 1 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

11 延滞金 必須 1 0 0 0 0

12 合計金額
（金額＋督促手数料＋延滞金）

必須 1 0 0 0 0

13 納期限 必須 1 0 0 0 0

14 備考
（期別ごとの備考）

必須 1 0 0 0 0

15 備考
（帳票全体の備考）

・職員がテキスト入力可能な備考欄は、利便性の
向上につながると考えます。しかし、具備するベンダ
が1社のみであるため、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・明細書の備考欄は必要（E市）
・帳票自体を使用していない
001_充当通知書の備考欄があれば良い（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【確認】002_充当通知書明細（充当金額の明細）＃１９と同様、オプションとする

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名充当通知書明細（充当後の未納明細）

構成員意見集約結果



16 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 0 0 0 5 0 オプション ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票自体を使用していない（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】No.559「未納明細」で科目凡例をオプションとする想定であり、本項目もオプションとする。

17 合計 金額 必須 1 0 0 0 0

18 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

19 延滞金 必須 1 0 0 0 0

20 合計金額 必須 1 0 0 0 0

21 調査日 ・消込が確認できている日付と想定しております。
必須の項目ではないと思えるため、オプションと想定
しています。

オプション 0 0 0 6 0 オプション ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・正確には、調査日を掲載する意図が不明なので、必要性の判別がつきかねます。当市の帳票にはございませ
ん。（I市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】No.559「未納明細」で調査日をオプションとする想定であり、本項目もオプションとする。

22 延滞金計算日 ・充当日＝公金日＝延滞金計算日と想定してお
ります。明細書の数値の根拠となるため、必須と考
えます。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・充当日＝公金日＝延滞金計算日とは限らない（E市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・なお、取立日＝収入日＝公金日＝延滞金計算日であり、充当日は取立日よりも後日であると理解していま
す。（I市）
・延滞金計算の根拠。（J市）
【提案】必須とする構成員が６/7団体のため、必須とする。

23 滞納処分費 ・充当通知書に、滞納処分費が記載されるのは一
般的でしょうか。

不要 3 0 1 3 0 必須 ・必須ではないと考えます。（A市）
・受入れた金額―滞納処分費＝充当金額となるため必要（B市）
・本市では記載なし（C市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・前述の通り（I市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】B,H市の意見のとおり、必要性が高いと思われるため、必須として定義する。

24 通知日 ・明細に記載する必要はないと考え、不要と想定し
ています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・シート001に記載があればよい（I市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

25 宛名番号 ・No.2_充当通知書明細（充当金額の明細）
＃21「宛名番号」に伴い、不要と致します。

不要 2 0 2 3 0 確認中 ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票が別になるため必要。充当通知書や他出力帳票と氏名以外で同一確認をするため必要。（E市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・現在は氏名の横に記載。（J市）
【事務局】No1#34と同様

26 世帯番号 ・明細に記載する必要はないと考え、不要と想定し
ています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

27 （督促日）法定納期限等 ・R社は、繰上日の納期限と、督促日の納期限を
記載していますが、納期限のみ記載されていれば
足りることから、不要と考えます。

不要 1 0 1 5 0 不要 ・必須ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票自体を使用していない
単独出力の明細と同じ仕様で良い（F市）
・現在は記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

004 004 配当計算書（謄本）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0 必須 ・本文部分についてはマスタ管理等として修正できること。（E市）
【事務局】E、F、G列に「テキスト」と記載のあるものは、職員がフリーテキストで自由に編集できることを想定し
ている。

8 納税者・納税代理人 ・滞納者名、送付先の記載で充足すると考えま
す。

不要 0 0 3 2 1 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・現在記載はない。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。
・送付先の記載で充足するという考えは「送付先＝滞納者（他帳票では第三債務者等いろいろある）」とい
うことが確定できることを前提としてください。他帳票すべてにおいても同様です。（F市）
【事務局】送付先が納税代理人の場合もあるため、納税者は必須とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

11 受け入れ 換価財産等 必須 1 0 0 0 0 必須 ・差押の登録から①第三債務者、②財産内容の２つの項目を印刷するようにしていただきたいです。（H市）
【回答】②財産内容については、本項目での出力を想定している。
【確認】他の構成員においても、①第三債務者の項目が必要か。
・「財産登録」で登録・編集した文言が出力（印字）されれば良い。（B市）
・本市では第三債務者の記載がないため、必須と考えられるなら構わない。（C市）
・財産内容に第三債務者を記載している。
例：滞納者が債務者（㈱●●銀行▲支店）に対して…。（E市）
・あった方が分かりやすいが、必須ではないと考える（F市）
・例えば、同じ預金でも同日付でAバンク、Bバンクの預金を差押えしていることがあり、特定のためには①第
三債務者の項目が必要となる。（I市）
・第三債務者の記載は不要。（J市）
【事務局】同じ財産内容で異なる第三債務者の場合が想定されるため、#12第三債務者を追加する。

12 第三債務者 必須

13 金額 必須 1 0 0 0 0

14 支払 順位 別紙配当表に記載（同時出力） 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名配当計算書（謄本）※滞納者用

構成員意見集約結果



15 債権者の住（居）所又は所在地及び
氏名又は名称

必須 1 0 0 0 0

16 首長が確認した債権額 必須 1 0 0 0 0

17 配当金額 必須 1 0 0 0 0

18 備考 ・軽自動車の№を記載する等を想定しており、必
要性は高いと考えます。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
・配当明細の備考は交付期日の日付等を記載するもので軽自動車NOを記載はしません。（H市）
・現在は欄なし。（J市）
【提案】交付期日を記載するため必須とする。

19 残余金 R社では残預金枠内に送金先を記入する箇所あ
り

必須 1 0 0 0 0 必須 ・残余金の交付先の項目も必要です。滞調法上で法務局への供託の場合があります。（H市）
【提案】必須とする。

20 換価代金等の交付 期日 必須 1 0 0 0 0

21 場所 必須 1 0 0 0 0

22 ただし書き
別紙配当表の説明

別紙配当表に関する説明について、事前に登録し
たテキストを出力

・文章の内容に限らず、テキスト入力でのメモ入力
欄は、必要性が高いと考えます。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は欄なし。（J市）
【事務局】ただし書きと備考欄については、以下の整理を想定。
　ただし書き…欄外。枠なし。事前に規定した文章を印字
　備考　　　…欄内。枠あり。都度フリーテキストで文章を作成する

本項目は、一度規定した文章を自動印字する項目としたいため、必須とする。
→文書照会の際は上記方針としたが、共通の方針を踏まえて下記とする。
・全て備考とし、事前に規定した文章/フリーテキスト等はH列備考で定義する
・項目名は可能な限り具体化する（備考という項目名は避ける）

・備考と同じ意味でしょうか？交付期日の短縮をした場合にその旨を記載する必要がありますが、この項目でよい
のでしょうか。（H市）
【回答】交付期日短縮は個別に記載する内容と思われるため、備考欄での記載を想定している。

23 残余金がある際の対応説明 残余金がある際の対応について、事前に登録した
テキストを出力

24 教示文 必須 1 0 0 0 0 必須 ・本文部分についてはマスタ管理等として修正できること。（E市）
・教示分は謄本のみ欄外に記載することが前提です。（配当計算書本体には当然不要）（H市）
【提案】全帳票の教示文について、以下の整理とする。
①処分性ありー申立て権利あり：必須
②　　　　　　　　申立て権利なし：原則不要（必要の意見あればオプション）
③処分性なし―申立て権利あり：原則不要(必要の意見あればオプション)
④　　　　　　　　申立て権利なし：原則不要（必要の意見あればオプション）
本項目は、①に該当するため、必須とする。
・配当計算書に関しても異議申し立てができることから、教示文は必須と考えます。（B市）

25 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様

26 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 2 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様

27 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様

28 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状電子公印はしていないが、対応が望ましいと考える（F市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

29 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・001_充当通知書＃33のとおり（F市）
・充当通知はオプションになっています。見解は不要で、方針案は必須となっているため整理してください。（以
下、他の帳票も同じのため省略）（H市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書#33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

005 005 配当計算書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・配当計算書は滞納者用も権利者用も同じ謄本を交付するので滞納者用と同じでよい（H市）
【事務局】004_配当計算書（謄本）※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0 ・本文部分についてはマスタ管理等として修正できること。（E市）

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 4 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先の仕様が分からないが、送付先と権利者が違うことはないのか（F市）
・送付先に権利者名まで記載されれば、不要。（J市）

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0 ・事務局と同意見（C市）

11 受け入れ 換価財産等 必須 1 0 0 0 0

12 金額 必須 1 0 0 0 0

13 支払 順位 必須 1 0 0 0 0

14 債権者の住（居）所又は所在地及び
氏名又は名称

必須 1 0 0 0 0

15 首長が確認した債権額 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名配当計算書※権利者用

構成員意見集約結果



16 配当金額 必須 1 0 0 0 0

17 備考 ・記載内容が不明ですが、必要性は高いでしょう
か。

オプション 2 0 0 3 0 ・必要ないと考えます。（A市）
・本市では記載有も、オプションで可。（C市）
・帳票004の項目17と合わせるべき（E市）
・オプションで良いかと思います。（I市）
・現在は欄なし。（J市）

18 残余金 R社では残預金枠内に送金先を記入する箇所あ
り

必須 1 0 0 0 0

19 換価代金等の交付 期日 必須 1 0 0 0 0

20 場所 必須 1 0 0 0 0

21 教示文 ・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 2 0 1 2 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・本人用にあれば良い（F市）
・権利者にも配当意義を申し立てる権利があるため必要です。（H市）
・オプションで良いかと思います。（I市）
・滞納者以外も対象と思われます。（J市）
【提案】No.4#22のとおり、権利者も申立ての権利があるため、必須とする。

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・シート001のとおり（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に扱う

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に扱う。

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に扱う

25 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状電子公印はしていないが、対応が望ましいと考える（F市）
・同（I市）
・現在は押印。（J市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・001_充当通知書＃33のとおり（F市）
・同（I市）
・項目の意味不明。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

008 008 差押書（不動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先の仕様が分からないため、送付先と権利者が違うことはないのか不明。そのため必須とする。なお、帳票
ＮＯ129まで同じ理由で類似項目は必須とした。（F市）
・送付先に氏名まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。
送付先はNo1充当通知書#1「送付先」の通り、宛先に修正する。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計
（税額・督促手数料・延滞金の合計）

・別紙（未納明細）にて記載でも、本帳票に記
載でも、どちらかに記載されていればよいとおもわれ
るため、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・よろしいかと思います。（I市）
【提案】不要とする構成員が3/4団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票の分かりやすさの観点かこの帳票と明細のどちらにも明記するべき
一般市民である滞納者向けには特に必須（F市）
・同上（I市）
【提案】必須とする構成員が3/4団体のため、必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 R社では別紙にある旨が記載されている。 必須 1 0 0 0 0

税目

帳票N
帳票名

①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点大分類 小分類

差押書（不動産）※滞納者用

方針案
方針案

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解備考

構成員意見集約結果



16 備考
（帳票全体の備考）
処分理由

必須 1 0 0 0 0 必須 ・処分理由書を別紙で添付している自治体も多いとの認識ですが、備考欄に記載する運用を想定しているので
しょうか？（以降、他の差押等関連帳票について同様のため省略）（H市）
【確認】他の構成員において、処分理由書の添付は一般的か。添付の場合新規帳票作成するか、新規項目
作成で充足するかまで意見をいただきたい。
・処分の理由については、備考や別紙ではなく差押書の本文に記載しています。（B市）
・本市では処分理由書の添付は具備してない。差押財産が書き入れない場合に、別紙としている。（C市）
・表紙に処分理由、裏面に教示文を印字している。（E市）
・処分理由書を別添している。備考に書くような内容ではないため、帳票とするのが望ましいと考える。（F
市）
・当市では例えば備考欄などに掲載することができないため、エクセルファイルにて別紙を打ち出している。これ
を、税目に応じて、繰上徴収している場合にはそれに応じて帳票を作成できるなら非常に便利である。後段の
事項に対しては、帳票全体におけるスペースの問題が関係しているかと思われるが、可能であるならトップの帳
票に掲載できればよい。（I市）
・処分理由書は添付していない。（J市）
【提案】処分理由は、本帳票内に記載できれば問題ないとの意見が多いため、処分理由書を別紙とせず本項
目を処分理由とし必須とする。（他の差押関連帳票も同様）

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 2 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。
・繰上差押時等にその旨を記載する必要があるため必須です。（以下他の差押について同じ）（H市）
【提案】必要との意見もあるためオプションとする。

18 処分理由 必須

19 教示文 必須 1 0 0 0 0 ・欄外に印刷（H市）
【提案】No1#27の通り、必須とする。

20 差押年月日 ・以下の理由から、必須で記載できるものでないた
め、オプションと想定しています。
・不動産の差押の効力は差押書が滞納者に送達
されたときに生じる（ただし、送達前に差押の登記
がなされた場合は登記がなされたとき）
・ただし、登記が先にされても、差押書が送達され
ていない場合には、登記のみで差押の効力は生じ
ない

オプション 1 0 0 3 1 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・登記完了証が届いたのちに、手書きで記載する税務機関もあるかと思います。（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が4/5団体のため、不要とする。

21 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・シート001に同じ（I市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 2 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・シート001と比べより掲載させたくない税務機関もあるかと思います。（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

25 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・同上（I市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

009 009 差押通知書（不動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 必須 ・タイトルは差押通知書です。（H市）
【事務局】帳票名を差押通知書（不動産）※権利者用とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 3 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先の仕様が分からないが、送付先と権利者が違うことはないのか（F市）
・送付先に権利者名まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計 ・別紙（未納明細）にて記載でも、本帳票に記
載でも、どちらかに記載されていればよいとおもわれ
るため、オプションと想定しています。

オプション 1 0 2 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が4/5団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） 同上 オプション 3 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・帳票の分かりやすさの観点かこの帳票と明細のどちらにも明記するべき（F市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。
・既に滞納処分費が発生している者に対し差押する場合は記載の必要があります。（特に債権に場合は滞
納金額分の一部差押があり得るので必要性が高い）（以下他の差押に同じ）（H市）
【提案】本帳票ではオプションとし、No559_未納明細にて#21「滞納処分費」を必須とする。

15 差押財産 R社では別紙にある旨が記載されている。 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押通知書（不動産）※権利者用

構成員意見集約結果



16 差押日 必須 1 1 0 0 0 必須 ・日付自体は手書きでもよいため（H市）
【確認】他の構成員においても、プレプリント可として問題ないか。
・システム出力は必須と考えます。（B市）
・本市ではシステム印字としている。必須としないならオプションを希望。（C市）
・問題なし（E市）
・差押受付日から引用など、システム印字が望ましい（F市）
・三鷹市としては、印字されていると便宜です。（I市）
・プレプリントではなく印字している。（J市）
【提案】システム印字が望ましいとのの意見が多数のため必須（システム印字）とする。

17 備考
（帳票全体の備考）

必須 1 0 0 0 0

18 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

19 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・配当計算書とは扱いが異なり不要です。（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.#27のとおり、不要とする。

20 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

24 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

012 012 差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 所在地、裁判所名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に裁判所名まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 R社では別紙にある旨が記載されている。 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用

構成員意見集約結果



16 事件番号 ・必須情報ではないため、オプションと想定していま
す。

オプション 5 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考に記載すれば足りるから（H市）
・裁判所の競売手続きに乗っかるのだから、事件番号は必須…（I市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

17 執行機関名 同上 オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関に送付するものであるから（H市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

18 差押日 ・以下の理由から、必須で記載できるものでないた
め、オプションと想定しています。
・不動産の差押の効力は差押書が滞納者に送達
されたときに生じる（ただし、送達前に差押の登記
がなされた場合は登記がなされたとき）
・ただし、登記が先にされても、差押書が送達され
ていない場合には、登記のみで差押の効力は生じ
ない

オプション 4 1 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・登記事に必要と考える（E市）
・権利者あて通知同様に必須です。（H市）
・差押えの効力の問題ではない（I市）
・執行機関の差押日ではありませんか。（J市）
【事務局】事務局見解に効力について記載していたが、差押日は必須項目のため必須とする。ただし、具備し
ていないベンダもあることから備考欄での代替も可とする。

19 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0

20 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

24 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・001_充当通知書＃33のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

013 013 差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用（返送用） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 ・実装していないため持ち込みの場合は送達記録、郵送の場合は郵便物受領証で代用している（E市）
・返送用は本体と同じ内容となる（以降、他の帳票も同じのため省略）（H市）
【提案】No12と同様の項目とし、受領日時等を記載する#19~21を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

8 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に裁判所名まで記載されれば、不要。（J市）

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

12 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

14 差押財産 必須 0 0 0 0 0

15 事件番号 ・No.12_差押書（不動産）※交付要求29条
執行機関用＃16「事件番号」の結果に従いま
す。

オプション 3 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用（返送用）

構成員意見集約結果



16 執行機関名 ・No.12_差押書（不動産）※交付要求29条
執行機関用＃17「執行機関名」の結果に従いま
す。

オプション 3 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押日 ・以下の理由から、必須で記載できるものでないた
め、オプションと想定しています。
・不動産の差押の効力は差押書が滞納者に送達
されたときに生じる（ただし、送達前に差押の登記
がなされた場合は登記がなされたとき）
・ただし、登記が先にされても、差押書が送達され
ていない場合には、登記のみで差押の効力は生じ
ない

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関の差押日ではありませんか。（J市）

18 備考 必須 0 0 0 0 0

19 到達事項 受領日 必須 0 0 0 0 0 必須

20 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】No.19等、受領時刻は必須とする意見も多いため、返送用については一律必須とする。

21 受領印 必須 0 0 0 0 0 pending

22 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

23 連絡先 ・返送用には不要であると考えます。 不要 2 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

24 担当 ・返送用には不要であると考えます。 不要 2 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

25 TEL ・返送用には不要であると考えます。 不要 2 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

016 016 差押調書（謄本）（債権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に氏名まで記載されれば、不要。（J市）
【事務局】No8_差押書（不動産）※滞納者用#8「納税者・納税代理人」と同様に取り扱う。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 必須 1 0 0 0 0 必須 ・その後の配当計算の都合上、差押財産は一つの欄に①文章、②第三債務者、③財産内容の３つの項目を
印刷するようにしていただきたいです。（システム上、財産内容と第三債務者は別項目として登録されていること
が多いためです。）（H市）
【事務局】E、F、G列に「テキスト」と記載のあるものは、職員がフリーテキストで自由に編集できることを想定し
ています。
②第三債務者は#25,26で別項目とする。

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（謄本）（債権）※滞納者用

構成員意見集約結果



16 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

18 教示文 必須 1 0 0 0 0 必須 ・調書本体には不要のため、欄外に記載。また、欄外には取り立て禁止等の記述も必要（徴収法62②）（H
市）
【確認】取立禁止等の記述について、具体的に伺いたい（差押対象者による債権の取り立て、その他の処分
の禁止を指すか）（H市）
・そのとおりです。（H市）
【確認】他の構成員においても、上記の記載が必要か。
・審査請求に関する教示文は欄外に記載。取立禁止については、本文に次のとおり記載（なお、この差押え
後は下記財産の取立てその他の処分をすることができません。）（B市）
・本市では差押債権欄に取り立て禁止等記載をしているが、欄外でも支障はない。（C市）
・滞納者用の表紙には処分理由に続き記載がされている。（E市）
・S社、U社のサンプルでは記載されていたので触れなかったが、仰るように必要です。（I市）
・現在は、表題の下に□枠で「この差し押さえ債権の取立その他処分を禁じます」と記載。（J市）
【提案】教示文は、No1#27の通り、必須とする。取立禁止の記述は、#28取立禁止を追加する。

19 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

20 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

21 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

22 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

23 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

24 履行期限 ・定期預金、生命保険の期限と想定されますが、
＃１５で、差押財産をテキスト入力すれば、欄を
作成する必要はないと考えます。

不要 4 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・事務局見解のとおりだが、システム入力でも問題ない。テキスト入力の場合はテンプレートを登録できること。（F
市）
・あたかも具体的な期日、満期日などが記載されてしまっているが、一般的には即時、各支払日などの抽象概念
が記載される。そして、それを滞納者らも知る必要があることから必要。そうでなければ、いつ取立てられるのか予
測できない。（I市）
・差押対象に応じた期限を記載。（J市）
【提案】必須とする構成員が4/7団体のため、#15とは別項目とし、必須とする。
・履行期限のパターンは限られているため、システム印字であれば、プルダウンメニュー等から選べるようにしてお
いてほしい。（F市）

25 債務者 住所 ・第三債務者の情報については、＃１５で、差押
財産をテキスト入力すれば、欄を作成する必要は
ないと考えます。

不要 4 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・事務局見解のとおりだが、システム入力でも問題ない。テキスト入力の場合はテンプレートを登録できること。（F
市）
・業務効率化のため印刷する場所は差押財産の欄でよいが項目としては別にしたほうがよい。（システムによって
は財産内容をテキストで入力できず、財産調査結果の登録（第三債務者と財産内容が別に登録）を引用す
るものもあるため。（H市）
・#15は財産目録だが、サンプルを見ても明らかのように、様々な情報が記載され一目で第三債務者が誰かを判
別しにくい。（I市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【提案】必須とする構成員が4/7団体のため、#15とは別項目とし、必須とする。

26 氏名 同上 不要 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・事務局見解のとおりだが、システム入力でも問題ない。テキスト入力の場合はテンプレートを登録できること。（F
市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】#25と同様。

27 差押日 0 0 0 0 0 不要 ・不動産に差押日を入れるのであれば債権にも入れた方がよいと考えます。（H市）
【回答】No.8#19「差押年月日」は不要とする想定のため、差押日を追加しない。

28 取立禁止 差し押さえ債権の取立その他処分を禁止する旨を
事前にテキストを登録し出力

必須



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

017 017 差押調書（債権）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 住所、氏名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に氏名まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#12「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

13 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

14 差押財産 必須 1 0 0 0 0

15 備考 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（債権）※権利者用

構成員意見集約結果



16 差押年月日 ・以下の理由から、必須で記載できるものでないた
め、オプションと想定しています。
・不動産の差押の効力は差押書が滞納者に送達
されたときに生じる（ただし、送達前に差押の登記
がなされた場合は登記がなされたとき）
・ただし、登記が先にされても、差押書が送達され
ていない場合には、登記のみで差押の効力は生じ
ない

オプション 3 1 0 1 1 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・不動産同様必須（H市）
・本帳票は不動産ではなく、債権である。（I市）
・差押日を印字。（J市）
【事務局】No009_差押書（不動産）※権利者用#16「差押日」と同様に取り扱う。

17 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

18 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

19 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

20 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

21 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

018 018 債権差押通知書（債権）※第三債務者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 住所・所在地、氏名・名称 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 第三債務者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 2 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に氏名・名称まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】本項目と#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 必須 1 0 0 0 0 必須 ・差押調書に対して第三債務者の項目は印刷されなくても構いません。（H市）
【回答】全ベンダ具備しているため、特段の事情がない限り必須項目とする

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名債権差押通知書（債権）※第三債務者用

構成員意見集約結果



16 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。
・繰上差押等した時に記載する必要があるため必須です。（H市）
【事務局】本帳票ではオプションとし、必須の場合は、N559_未納明細（単独出力）に追加する。
【確認】他構成員においても期別ごとの備考は必須か。

18 教示文 差押えに係る財産について抵当権を有する者のよ
うに第三者債務者が該当する場合のみ出力する

・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 1 0 0 5 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・教示分は必要ありません。（H市）
・滞納者以外も対象と思われます。（J市）
【確認】第三債務者宛てには必要ということか（J市）
【提案】No.1#27のとおり、必要という意見がある場合はオプション、そうでなければ不要とする。
・国税通則法基本通達75-2で、法第75条第1項の「処分……に不服がある者」は、処分によって直接自己
の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要し、処分の直接の相手方のみならず、例えば、差押
えに係る財産について抵当権を有する者のように第三者もこれに当たる場合があることに留意する。とあるた
め、必須と考えます。（B市）
・不利益処分ではなく第三債務者には審査請求権はないため不要です。（H市）
第三債務者宛に記載。（法的根拠は未確認ですが国税不服審判所HPにそれらしき記載あり。）（J市）
【提案】B市意見の通り必須とするが、不要の場合も想定されるため、出力条件をH列備考に記載する。

19 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

20 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

21 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

22 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

23 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

24 履行期限 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃24「履行期限」の結果に従います。

不要 4 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・差押対象に応じた期限を記載。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃24「履行期限」と同様に取り扱う。

25 債務者 住所 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃25「債務者-住所」の結果に従います。

不要 4 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃25「債務者-住所」と同様に取り扱う。

26 氏名 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃26「債務者-氏名」の結果に従います。

不要 4 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途（E市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃26「債務者-氏名」と同様に取り扱う。

27 受領日付 ・返送用の帳票を具備するため、本帳票は不要と
考えます。

不要 1 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・副本運用をしていない税務機関もあるかと思います。（I市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

019 019 債権差押通知書（債権）※第三債務者（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先（返送先） 必須 1 0 0 0 0 必須 ・当市では副本運用していないので割愛させてください。（I市）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 第三債務者 不要 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 必須 1 0 0 0 0

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名債権差押通知書（債権）※第三債務者（返送）用

構成員意見集約結果



16 備考
（帳票全体の備考）

#18返送用本文テキストの項目がない場合、本
項目に記載

必須 1 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

18 返送用本文テキスト 「下記事項ご記入の上、この副本をご返送くださ
い。」等の事前に登録したテキストを出力

・第三債務者にとって分かりやすいですが、必須とは
言えないと考え、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は別途送付文に記載（E市）
・記載あり。（J市）
【確認】必須とする構成員が3/5団体あるが、1社しか具備していないため、#16「備考（帳票全体の備
考）」に記載する運用とすることは可能か。
・本市では返送用の帳票がないため不明。（C市）
・確認のとおりで可（E市）
・可能（F市）
・可能（J市）
【提案】#16「備考」に記載する運用でも可能なため、本項目はオプションとする。

19 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

20 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産開始時刻に関係があるため必要（E市）
・差押の優先順位は先着順であるため、時刻を明らかにする必要がある（F市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

21 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending

22 教示文 ・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・返送用に教示文は不要。（J市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

23 履行期限 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃24「履行期限」の結果に従います。

不要 3 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押対象に応じた期限を記載。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃24「履行期限」の結果に従い必須とする。

24 債務者 住所 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃25「債務者-住所」の結果に従います。

不要 3 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃25「債務者-住所」の結果に従い必須とす
る。

25 氏名 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃26「債務者-氏名」の結果に従います。

不要 3 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃26「債務者-氏名」の結果に従い必須とす
る。

26 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

27 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

28 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

29 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

30 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

020 020 債権差押通知書（債権）※交付要求36条執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 所在地、裁判所名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に裁判所名まで記載されれば、不要。（J市）
【提案】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

12 小計 必須 0 0 0 1 0

13 合計（法律による金額） ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】他帳票と同様に「合計」は必須とする、

14 滞納処分費（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 同上 オプション 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押通知書に財産内容は必須です。（H市）
・短ければ、こちらの欄にまとめて印字、長ければ別紙の通り（I市）
【提案】必須とする構成員が6/7団体のため、必須とする。

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名債権差押通知書（債権）※交付要求36条執行機関用

構成員意見集約結果



16 事件番号 ・No.12_差押書（不動産）※交付要求29条
執行機関用＃16「事件番号」の結果に従い、オプ
ションと想定します。

オプション 4 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考に記載すれば足りるから（H市）
【事務局】No.12_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用＃16「事件番号」の結果に従い必須
とする。

17 執行機関名 ・No.12_差押書（不動産）※交付要求29条
執行機関用＃17「執行機関名」の結果に従い、
オプションと想定します。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関に交付するものであるから（H市）
【事務局】No.12_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用＃17「執行機関名」の結果に従い必
須とする。

18 差押日 ・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する
法律で争う場合、差押日は重要と考えるため、必
須と考えます。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押通知書に差押日は通常記載する項目なだけで、債権の差押について、滞調法上差押日では争いませ
ん。（滞納処分の差押が強制執行の差押の前後のどちらでも結果は変わりません。）（H市）
・執行機関の差押日ではありませんか。（J市）
【提案】必須とする構成員が6/7団体のため、必須とする。

19 備考（帳票全体の備考） ・職員が記載可能な備考欄は利便性が高いため、
必須と考えます。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が5/6団体のため、必須とする。

20 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

24 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

25 履行期限 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃24「履行期限」の結果に従います。

不要 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押対象に応じた期限を記載。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃24「履行期限」の結果に従い必須とする。

26 債務者 住所 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃25「債務者-住所」の結果に従います。

不要 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃25「債務者-住所」の結果に従い必須とす
る。

27 氏名 ・No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納
者用＃26「債務者-氏名」の結果に従います。

不要 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押財産のテキスト入力は債権の内容等を入力するため、第三債務者の情報は別途登録データから引用され
る。欄が必要。（J市）
【事務局】No.16_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用＃26「債務者-氏名」の結果に従い必須とす
る。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

024 024 差押調書（電話加入権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 0 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・送付先に氏名まで記載されれば、不要。（J市）
【事務局】No8_差押書（不動産）※滞納者用#8「納税者・納税代理人」と同様に取り扱う。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 滞納金額 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が6/6団体のため、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（電話加入権）※滞納者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

18 教示文 必須 1 0 0 0 0

19 差押財産 区分 ・＃１５で、テキスト入力すれば足りるため、不要と
考えます。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃15（E市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

20 市外局番 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

21 局番 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

22 電話 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

23 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

24 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・テキストの場合はテンプレート登録が必要（F市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

25 取扱営業所 ・差し押さえる電話を管轄するNTTの営業所を記
載していると想定されますが、必要性が低いと考
え、オプションとして定義いたします。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押え自体現在は執行していないので、回答を控えます。（I市）
・不明。（J市）
【提案】不要とする構成員が3/4団体のため、不要とする。

26 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

27 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

28 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

29 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

30 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

025 025 差押調書（電話加入権）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 滞納金額 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No024_差押調書（電話加入権）※滞納者用#15「差押財産」と同様に取り扱う。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（電話加入権）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押日 ・差押年月日は差押の効力が発生する日と想定
します。NTT受領のタイミングであれば、本帳票へ
の記載ができないと考え（NTTの送達確認後、権
利者に送付という運用があればあり得る）、オプ
ションと想定致します。

オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が4/6団体のため、不要とする。

17 備考
（帳票全体の備考）

必須 1 0 0 0 0

18 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

19 差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従い不要とする。

20 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

21 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

22 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

23 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

24 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

25 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」の結果に従う。

26 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

27 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

28 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

29 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

30 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

31 教示文 ・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

026 026 差押調書（電話加入権）※NTT用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】送付先に含まれるため不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#13「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

12 滞納金額 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

13 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#11の通り必須とする。

14 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

15 差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No024_差押調書（電話加入権）※滞納者用#15「差押財産」と同様に取り扱う。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（電話加入権）※NTT用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

18 差押年月日 ・差押年月日は差押の効力が発生する日と想定
します。NTT受領のタイミングであれば、本帳票へ
の記載ができないと考え、不要と想定致します。

不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

19 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

20 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

21 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

22 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

23 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

24 差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従う。

25 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

26 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

27 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

28 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

29 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

30 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」の結果に従う。

31 教示文 0 0 0 1 0 不要 【提案】No.4#22のとおり不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

027 027 差押調書（電話加入権）※NTT用返送用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（電話加入権）※NTT用返送用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」の結果に従う。

18 教示文 ・返送用帳票に教示文は不要と思われます。 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#21「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

20 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 1 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#19の通り必須とする。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

23 差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No024_差押調書（電話加入権）※滞納者用#15「差押財産」と同様に取り扱う。

24 差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従う。

25 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

26 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

27 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

28 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

29 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

30 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】送付先に含まれるため不要とする。

31 差押日 ・No.25_差押調書（電話加入権）※権利者
用＃16「差押日」の結果に従い、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.25_差押調書（電話加入権）※権利者用＃16「差押日」の結果に従う。



32 差押登録受付事項 差押登録受付日時 ・NTTが受領した日時を把握するために返送いた
だくため、必須と考えます。

必須 4 0 0 1 0 確認中 ・備考等で代用可能と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が4/5団体のため、必須とする。
【確認】受領時刻は必要ないか
・同日受付となった場合は必要となるが、稀であると思われる。欄があれば運用の幅が広がるので有った方が
よい。（J市）
・時刻はあってもなくても支障はない。（C市）
・優劣のために必要か（E市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

33 受付番号 同上 必須 4 0 0 1 0 必須 ・備考等で代用可能と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が4/5団体のため、必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

035 035 差押調書（動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） S社では「摘要欄」
R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/6団体のため、不要とする。

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（動産）※滞納者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

17 教示文 必須 1 0 0 0 0 必須 ・欄外に記載（H市）

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#20「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#18の通り必須とする。

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

22 財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

23 捜索日時 必須 1 0 0 0 0

24 滞納処分のために捜索した場所または
物

必須 1 0 0 0 0

25 立会人印 U社では記載枠が2段存在。 必須 1 0 0 0 1 pending ・目的が不明（H市）
【回答】捜索の立会人の署名押印のための項目を想定している。
【提案】＃３２，３３が2段残ればよいので、＃３２，３３を残し、新規に立会人氏名項目を作成して、オ
プションとする。

26 保管命令文 日時 必須 1 0 0 0 1 必須 ・占有が前提で保管命令を出すなら別帳票にするべきと考えます。（H市）
【確認】他の構成員においても、別帳票とするべきと考えるか。
・同一文書で可（B市）
・本市では枠も小さいので帳票内に収めている。別紙で扱うかは他市の状況次第。（C市）
・同帳票に加筆している。（E市）
・別帳票ではなく本帳票に記載。（J市）
【提案】同一帳票で可という意見が多数のため、保管命令書は作成せず本項目は必須とする。

27 氏名 必須 1 0 0 0 1 必須 ・同上（H市）
【確認】同上
【提案】同上

28 印 必須 1 0 0 0 1 pending ・同上（H市）
【確認】同上
【提案】同上

29 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No4#8と同様に取り扱う。

30 立会人 日時 U社では記載枠が2段存在。 日時は、＃４で充足すると考え（通知日と捜索
日を同日にするのが一般的であるため）、不要と
想定しています。

不要 1 0 1 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・まず、本項のように、立会人の欄が必要になるのは捜索に伴う動産差押えの場合です。確かにこれが動産差押
えの一般的な形ではありますが、捜索に伴わない動産差押えもありえます。その場合には、立会人の欄が不要と
なるから、２パターン必要であるはずです。
そのうえで、本項についてですが、かかる記載は、立会人に対する確認の意味もあるので、別の箇所で記載がされ
ているから不要とは言い切れないのではないでしょうか。
なお、立会人を切り替える場合があるので、２段あることは（２名想定していることは）普通です。（I市）
・差押調書（謄本）の送達日を記載。（確かに同日ではある。）（J市）
【提案】使用する団体もあるため、オプションとする



31 住所 立会人の記名押印があればよいため、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 6 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
【提案】使用する団体もあるため、オプションとする

32 氏名 必須 1 0 0 0 1 必須 ・目的が不明（H市）

33 印 必須 1 0 0 0 1 pending ・同上（H市）

34 差押調書謄本受領文 日時 日時は、＃４で充足すると考え（通知日と捜索
日を同日にするのが一般的であるため）、不要と
想定しています。

不要 2 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押調書（謄本）の送達日を記載。（確かに同日ではある。）（J市）
【提案】不要とする構成員が5/7団体のため、不要とする。

35 住所 立会人の記名押印があれば、本情報は必須とは
言えないため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

36 氏名 必須 1 0 0 1 0 確認中 ・謄本は交付するもので受領欄は不要です。（本体には欄外にあってもよいし、別紙でもよい。）（H市）
【提案】現状3社具備しており、不要となる特段の事情がないため、必須として定義する。
・滞納者に渡す書類に立会人の書類受領の項目は必要ありません。自治体の保管用にのみあればよいです。
滞納者あて文書には教示文等記載する内容が多いのでスペースを確保のためにも不必要な項目は削除する
必要があります。（H市）
【確認】他の構成員においても不要として問題ないか。

37 印 必須 1 0 0 1 0 pending ・同上（H市）
【提案】現状3社具備しており、不要となる特段の事情がないため、必須として定義する。

38 備考（帳票全体の備考） 備考欄はあれば便利と思われるため、オプションとす
る。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】他財産の差押調書上は備考を具備する想定であるため、同様に必須とする。

39 0 0 0 0 0 不要 ・不動産に差押日を入れるのであれば債権にも入れた方がよいと考えます。（H市）
【回答】不動産に差押日は不要とする想定のため、入れない。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

036 036 差押調書（動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・同じ謄本であるため、滞納者用と項目は同じ（教示分のみ別）（H市）
【回答】滞納者用と同一項目とする。#17教示文についてのみ、個別対応とする。
（No.37~44まで同様）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 1 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（動産）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

17 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 3 1 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・権利者には記載の必要はない。（H市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 差押日、捜索日時は完全に同一とは言えないた
め、一旦いずれもオプションとして定義する想定で
す。ご意見をお願い致します。

オプション 3 0 0 0 0 ・事務局と同意見（C市）
・よろしいかと思います。（I市）

24 捜索事項 捜索日時 同上 オプション 2 0 0 1 0 ・事務局と同意見（C市）

25 滞納処分のために捜索した場所又は物 同上 オプション 2 0 0 1 0 ・事務局と同意見（C市）

26 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 2 0 ・事務局と同意見（C市）

27 備考（帳票全体の備考） オプション 0 0 0 1 0

28 立会人 日時 U社では記載枠が2段存在。 日時は、＃４で充足すると考え（通知日と捜索
日を同日にするのが一般的であるため）、不要と
想定しています。

不要 0 0 1 3 0 ・事務局と同意見（C市）

29 住所 立会人の記名押印があれば、本情報は必須とは
言えないため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 氏名 必須 2 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

31 印 必須 2 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）



32 差押調書謄本受領文 日時 日時は、＃４で充足すると考え（通知日と捜索
日を同日にするのが一般的であるため）、不要と
想定しています。

不要 0 0 1 3 0 ・事務局と同意見（C市）
・差押調書謄本受領文が何かわからない（F市）

33 住所 立会人の記名押印があれば、本情報は必須とは
言えないため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 3 0 ・事務局と同意見（C市）
・差押調書謄本受領文が何かわからない（F市）

34 氏名 必須 2 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

35 印 必須 2 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

36 保管命令文 日時 ・必須とは言えないと思われるため、オプションと想
定します。

オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・たとえば、対象動産につき賃借権を設定したうえで占有している者がいる場合、国税徴収法第55条に基づいて
本帳票を送付するが、併せて第58条に基づいて保管命令を行う場合はあるかと思います。もちろん、帳票を別々
にしてしまうのも一考でしょうが。（I市）

37 住所 同上 オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

38 氏名 同上 オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

39 印 同上 オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

40 備考（帳票全体の備考） 備考欄はあれば便利と思われるため、オプションとす
る。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

037 037 差押調書（動産）※立会人用１ プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・同じ謄本であるため、滞納者用と項目は同じ（教示分のみ別）（H市）
【回答】滞納者用と同一項目とする。＃１７教示文についてのみ個別対応とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） S社では「摘要欄」
R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 2 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押調書（動産）※立会人用１

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考

構成員意見集約結果

方針案
方針案

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 1 0 1 2 2 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・立会人には記載の必要はない。（H市）
・滞納者以外も対象と思われます。（J市）
【提案】No.1#27のとおり、オプションとする。

18 滞納金額 別紙に記載 必須 2 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

22 財産 必須 1 0 0 0 0

23 捜索日時 必須 1 0 0 0 0

24 滞納処分のために捜索した場所または
物

必須 1 0 0 0 0

25 保管命令文 日時 必須 1 0 0 0 0

26 氏名 必須 1 0 0 0 0

27 印 必須 1 0 0 0 0

28 立会人 日時 ・捜索日時と同じ日時と思われるため、不要と想定
しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押調書（謄本）の送達日を記載。（確かに同日ではある。）（J市）

29 住所 ・No.35_差押調書（動産）※滞納者用＃31
「立会人-住所」の結果に従い、不要と想定しま
す。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 氏名 必須 1 0 0 0 0

31 印 必須 1 0 0 0 0



32 差押調書謄本受領文 日時 ・捜索日時と同じ日時と思われるため、不要と想定
しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押調書（謄本）の送達日を記載。（確かに同日ではある。）（J市）

33 住所 立会人の記名押印があれば、本情報は必須とは
言えないため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

34 氏名 必須 1 0 0 0 0

35 印 必須 1 0 0 0 0

36 備考（帳票全体の備考） 備考欄はあれば便利と思われるため、オプションとす
る。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

042 042 差押書（自動車）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・タイトルは差押書です。内容は不動産に同じです。（H市）
【回答】差押通知書とし、不動産と同一項目とする。
・国税徴収法及び施行規則と一致していれば問題ないと思います。（F市）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

12 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

15 教示文 必須 1 0 0 0 0 ・欄外に記載（H市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押書（自動車）※滞納者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 備考 備考欄はあれば便利と思われるため、オプションとす
る。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

043 043 差押通知書（自動車）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 ・タイトルは差押通知書です。内容は不動産と同様です。（H市）
【回答】差押通知書とし、不動産と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

12 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・タイトルは差押通知書です。内容は不動産と同様です。（H市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

15 差押日 必須 0 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押通知書（自動車）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 0 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 差押財産 必須 0 0 0 0 0

21 備考 必須 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 ・不動産に差押日を入れるのであれば債権にも入れた方がよいと考えます。（H市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

044 044 差押通知書（謄本）※陸運局用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【回答】差押通知書とし、不動産と同一項目とする。
・帳票名は差押調書（謄本）です。（H市）
【回答】比較表の通り、差押調書（謄本）※陸運局用とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

12 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

15 差押財産 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押通知書（謄本）※陸運局用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 陸運局 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 備考 必須 0 0 0 1 0

21 0 0 0 0 0 ・不動産に差押日を入れるのであれば債権にも入れた方がよいと考えます。（H市）
・本帳票については、副本運用しているので、それに対応してほしい。（I市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

046 046 参加差押通知書（不動産）※滞納者用　 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0 必須 ・処分理由について差押に同様です。（H市）

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（不動産）※滞納者用　

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#20「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#18の通り必須とする。

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

21 参加差押財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 必須 1 0 0 0 0

24 教示文 必須 1 0 0 0 0 必須 ・欄外に記載（H市）

25 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】宛名に含まれるため不要とする。

26 参加差押（交付要求）日 0 1 0 0 0 必須 ・参加差押（交付要求）をした日が必須です。（H市）
【回答】参加差押（交付要求）日を追加する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

047 047 参加差押通知書（不動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・滞納者用に同じです。（処分理由、教示文は除く）（H市）
【回答】滞納者用と同一項目とする。#24教示文についてのみ個別対応とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（不動産）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

21 参加差押財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 必須 1 0 0 0 0

24 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 1 0 1 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納者以外も対象と思われます。（J市）
【確認】本帳票の権利者宛てにおいて必要ということか（J市）
・改めて確認したところ、権利者宛には記載なし。（法的根拠は未確認。）（J市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

25 参加差押日 ・以下の理由から、必須で記載できるものでないた
め、オプションと想定しています。
・不動産の差押の効力は差押書が滞納者に送達
されたときに生じる（ただし、送達前に差押の登記
がなされた場合は登記がなされたとき）
・ただし、登記が先にされても、差押書が送達され
ていない場合には、登記のみで差押の効力は生じ
ない

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・登記時に必要（E市）
・シート８のとおり（I市）

26 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

049 049 参加差押調書（不動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・タイトルは参加差押書です。（H市）
【回答】参加差押調書とし、滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押調書（不動産）※執行機関用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

21 参加差押財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 必須 1 0 0 0 0

24 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

050 050 参加差押通知書（不動産）※執行機関（返送）用　 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No049_参加差押通知書（不動産）※執行機関用と同一とし、到達事項の項目を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（不動産）※執行機関（返送）用　

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 3 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

24 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押は先着順着手のため必須（F市）
・よろしいかと思います。（I市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

25 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

052 052 参加差押通知書（電話加入権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0 ・運用していないので回答を控えます。（I市）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様の取り扱いとする。

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様の取り扱いとする。

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様の取り扱いとする。

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様の取り扱いとする。

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」と同様の取り扱いとする。

18 教示文 必須 1 0 0 0 0

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【提案】#21「合計」は必須とし、明細は別紙明細書に記載する。

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#19の通り必須とする。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

23 参加差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が5/5団体のため、必須とする。

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

27 参加差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従う。

28 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

29 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

30 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

31 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上



32 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

053 053 参加差押通知書（電話加入権）※権利者用　 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とするが、＃１８教示文については個別に対応する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※権利者用　

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 参加差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 参加差押日 ・参加差押通知に必ずしも必要ではないため、オプ
ションと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 参加差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



32 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

33 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

054 054 参加差押通知書（電話加入権）※NTT用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とするが、＃１８教示文については個別に対応する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 0 0 0 1 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※NTT用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 2 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 参加差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

26 差押日 必須 1 0 0 0 0

27 参加差押登録事項 参加差押登録受付日時 ・NTTが受領した際に記載する項目ですが、NTT
内部で使用される項目であり、記載の必要はない
と判断し、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 受付番号 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 参加差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



32 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

33 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

34 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

055 055 参加差押通知書（電話加入権）※NTT（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】NTT用と同一項目とするが、＃１８教示文については個別に対応する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※NTT（返送）用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 教示文 ・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 参加差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

26 差押日 必須 1 0 0 0 0

27 参加差押登録事項 参加差押登録受付日時 ・NTTが受領した日時を把握するために返送いた
だくため、必須と考えます。

必須 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 受付番号 同上 必須 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 参加差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



32 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

33 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

34 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

056 056 参加差押通知書（電話加入権）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 2 1 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 2 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 2 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 2 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 2 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

17 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 参加差押財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 参加差押財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

30 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 原簿閲覧日 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

057 057 参加差押通知書（電話加入権）※執行機関返送用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No056_参加差押通知書（電話加入権）※執行機関用と同一項目とする。到達事項の項目に
ついては追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（電話加入権）※執行機関返送用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0 必須

24 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産開始時刻の優劣（E市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

25 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

060 060 参加差押通知書（動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様の取り扱いとする。

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様の取り扱いとする。

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様の取り扱いとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（動産）※滞納者用

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考

構成員意見集約結果

方針案
方針案

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 2 1 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様の取り扱いとする。

17 教示文 0 0 0 0 0 必須

18 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】他帳票と同様に必須とする。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）
【提案】差押書に滞納処分費は不要と想定されるため、不要とする。

23 参加差押財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 滞納処分のために捜索した場所または
物

・捜索調書に記載されればよい事項と思われるた
め、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・参加差押には捜索を必要としない（差押者に参加差押書を交付するだけ）から（H市）
・差押え等をした場合は、捜索調書は作成されない。何も差押え等しない場合に、捜索調書で替えられる。（I
市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7のため不要とする。

27 捜索日時 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

28 立会人 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

29 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

30 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

31 差押調書謄本受領文 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上



32 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

33 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

34 保管命令文 日時 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・参加差押には保管命令を必要としない（差押者に参加差押書を交付するだけ）から（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

35 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

36 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【事務局】同上

37 参加差押（交付要求）日 0 1 0 0 0 必須 ・参加差押（交付要求）をした日が必須です。（H市）
【提案】交付要求書に交付要求日が記載されることからも、参加差押（交付要求）日を追加する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

061 061 参加差押通知書（動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とするが、＃１７教示文については個別対応とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（動産）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 教示文 ・滞納者以外宛ての帳票において、教示文の必要
はあるでしょうか。なお、事務局においては、一旦オ
プションとして想定しております。

オプション 1 0 0 5 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・審査請求の教示文ということであれば不要（I市）
・滞納者以外も対象と思われます。（J市）
【確認】本帳票の権利者宛てに教示文が必要ということか（J市）
・改めて確認したところ、権利者宛には記載なし。（法的根拠は未確認。）（J市）
【提案】No.1#27のとおり、不要とする。

18 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

23 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 参加差押日 ・参加差押通知に必ずしも必要ではないため、オプ
ションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・なお、当市の帳票では項目有。（I市）

27 滞納処分のために捜索した場所または物 ・捜索調書に記載されればよい事項と思われるた
め、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

28 捜索日時 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

29 立会人 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

30 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

31 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）



32 差押調書謄本受領文 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

33 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

34 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

35 保管命令文 日時 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

36 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

37 印 同上 不要 0 0 1 5 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

062 062 参加差押書（動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・タイトルは参加差押書です。（H市）
【事務局】参加差押書（動産）※執行機関用とし、滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考（帳票全体の備考） 必須 1 0 0 0 0

12 備考
（期別ごとの備考）

R社では期別ごとの合計額が記載されている。 ・別紙（未納明細）に記載されればよい事項であ
ること、合計額の記載であれば、合計の項目を作
る必要があるため、不要と想定しています。

不要 2 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄はあるが記載なし。（J市）

13 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押書（動産）※執行機関用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

17 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 2 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

22 参加差押財産 R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

23 執行機関名 必須 1 0 0 1 0 ・そもそも執行機関に送るものだから（H市）

24 差押日 必須 1 0 0 0 0

25 滞納処分のために捜索した場所または物 ・捜索調書に記載されればよい事項と思われるた
め、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納者用帳票に同じ（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

26 捜索日時 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

27 立会人 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

28 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

29 印 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

30 差押調書謄本受領文 住所 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

31 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）



32 印 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

33 保管命令文 日時 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

34 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）

35 印 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（H市）
・事務局見解のとおり。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

063 063 参加差押書（動産）※執行機関（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No062_参加差押通知書（動産）※執行機関用と同一内容とし、到達事項の項目を追加す
る。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押書（動産）※執行機関（返送）用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

24 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産開始時刻（E市）
・副本運用していないので。（I市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）

25 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

066 066 参加差押通知書（自動車）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】046_参加差押通知書（不動産）※滞納者用　と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0 ・処分理由について差押の帳票に同じ（H市）

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（自動車）※滞納者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 教示文 必須 1 0 0 0 0 ・欄外に記載（H市）

17 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

21 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 必須 1 0 0 0 0

24 0 1 0 0 0 ・参加差押（交付要求）をした日が必須です。（H市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

067 067 参加差押通知書（自動車）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】047_参加差押通知書（不動産）※権利者用　と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（自動車）※権利者用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 参加差押日 0 0 0 0 0

24 0 1 0 0 0 ・参加差押（交付要求）をした日が必須です。（H市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

068 068 参加差押通知書（自動車）※陸運局用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】048_参加差押通知書（不動産）※陸運局用　と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（自動車）※陸運局用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 陸運局 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 ・本帳票については、副本運用しているので対応してほしい。（I市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

070 070 参加差押通知書（自動車）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】049_参加差押通知書（不動産）※執行機関用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（自動車）※執行機関用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

071 071 参加差押通知書（自動車）※執行機関（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No070_参加差押通知書（自動車）※執行機関用と同一内容とし、到達事項の項目を追加す
る。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名参加差押通知書（自動車）※執行機関（返送）用

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
備考 方針案

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押時に滞納処分費は不明。（J市）

20 参加差押財産 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押日 必須 1 0 0 0 0

23 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0 必須 ・副本運用していない。（I市）

24 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

25 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

073 073 差押解除通知書（不動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（不動産）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

17 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 受付日 ・登記の日付と思われますが、相違ないでしょうか。
※U社は差押え年月日と受付日が異なるため、使
途が不明です。心当たりがあれば、ご教示ください。
・その場合、差押日と同じと思われますが、記載の
必要はないように思えますが、いかがでしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 6 0 不要 ・特に利用していません。（A市）
・　差押日は、滞納者への差押書の送達日又は登記嘱託日のいずれか早い日となります。登記嘱託の手続きに
不備があった場合等に登記嘱託日が遅くなることがあります。
　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・登記の日付と想定されます。登記嘱託書のみ必要のため解除通知には不要です。（H市）
・差押年月日は、調書を作成し法務局へ送付する（した）日、受付年月日は実際に法務局へ調書（登記嘱
託書）が届き、受付された日。登記完了証や登記簿で確認でき、後日にシステムへ受付番号とともに入力して
いる。抵当権の場合も、抵当権設定日と受付日が異なっていることが多々あるように、相手方の特定に資するの
で残しておいても不都合はないかと思われる。（I市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）
【事務局】ご意見を踏まえると登記日と想定され、登記嘱託書に記載があれば差押解除通知書への記載は
必須ではなく、構成員のうち6/7団体が不要としているため、不要とする。

20 受付番号 ・登記の番号と思われますが、相違ないでしょうか。
・登記所と執行機関以外に公表する必要がない
情報に思えますが、記載は必要でしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 6 0 不要 ・特に利用していません。（A市）
・　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・登記嘱託書のみ必要のため解除通知には不要です。（H市）
・同上（I市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）
【事務局】ご意見を踏まえると登記番号と想定され、登記嘱託所に記載があれば差押解除通知書への記載
は必須ではないため、構成員のうち6/7団体が不要としているため、不要とする。

21 差押解除日 0 0 0 0 0 必須 ・差押解除の日と実際の通知日は異なることがあるため。（H市）
【確認】他の構成員においても必要か
・必要。（B市）
本市では記載ないが、あっても構わない。（C市）
・必要：現在は解除日と通知日が異なる場合には滞納者用だけでなく権利者用、登記嘱託用にも解除日を
追記しています。同日であれば記載しない。
№096＃22、№106＃23と同様か（D市）
・不要（F市）
・厳密にいえば不動産等の滞納者に直接差押の通知を行うものは不要なのだが、債権等と項目を別にすると
分かりにくくなるかと思い記載しました。（H市）
ご意見の通りだが、運用できていない。（I市）
・必要。（J市）
【提案】必要との意見もあるため、差押解除関連の帳票において一律必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

074 074 差押解除通知書（不動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。
・滞納者用に差押解除日を記載しないのであれば、解除日は必要です。（H市）
【事務局】差押解除通知書は一律必須としたため、滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（不動産）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 受付日 ・登記の日付と思われますが、相違ないでしょうか。
※U社は差押え年月日と受付日が異なるため、使
途が不明です。心当たりがあれば、ご教示ください。
・その場合、差押日と同じと思われますが、記載の
必要はないように思えますが、いかがでしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 5 0 ・特に利用していません。（A市）
・　差押日は、滞納者への差押書の送達日又は登記嘱託日のいずれか早い日となります。登記嘱託の手続きに
不備があった場合等に登記嘱託日が遅くなることがあります。
　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・滞納者用に同じ（H市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）

20 受付番号 ・登記の番号と思われますが、相違ないでしょうか。
・登記所と執行機関以外に公表する必要がない
情報に思えますが、記載は必要でしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 5 0 ・特に利用していません。（A市）
・　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・滞納者用に同じ（H市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）

21 0 0 0 0 0 ・差押解除の日と実際の通知日は異なることがあるため。（H市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

076 076 差押解除通知書（不動産）※交付要求29条執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 備考 必須 0 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（不動産）※交付要求29条執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目は滞納者用に全て同じ（H市）

17 差押解除財産 必須 0 0 0 0 0

18 事件番号 ・必須情報ではないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・特定するために必要な情報（B市）
・事務局と同意見（C市）
・不明（J市）

19 執行機関名 同上 オプション 2 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・特定するために必要な情報（B市）
・事務局と同意見（C市）
・不明（J市）

20 差押日 必須 0 0 0 0 0

21 受付日 ・登記の日付と思われますが、相違ないでしょうか。
※U社は差押え年月日と受付日が異なるため、使
途が不明です。心当たりがあれば、ご教示ください。
・その場合、差押日と同じと思われますが、記載の
必要はないように思えますが、いかがでしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 4 0 ・特に利用していません。（A市）
・　差押日は、滞納者への差押書の送達日又は登記嘱託日のいずれか早い日となります。登記嘱託の手続きに
不備があった場合等に登記嘱託日が遅くなることがあります。
　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）

22 受付番号 ・登記の番号と思われますが、相違ないでしょうか。
・登記所と執行機関以外に公表する必要がない
情報に思えますが、記載は必要でしょうか。
・一旦オプションと定義しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 4 0 ・特に利用していません。（A市）
・　登記の受付日と受付番号は、不動産登記簿（甲区）の受付年月日・受付番号に記載される事項ですし、
登記原因として差押日と債権者が記載されます。登記簿を取れば分かることですが、通知書にも記載すべき事項
と考えます。（B市）
・恐らくお見込みのとおりだが、本市では記載なし（C市）
・登記原因証明情報に、差押の登記嘱託の受付日と受付番号を記載しています。差押解除通知書には記載
不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

079 079 差押解除通知書（債権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0 【事務局】不動産と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（債権）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

17 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 債務者 住所 ・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載される
ことでよいと考え、不要と想定しています。

不要 1 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・一目で判別できる必要がある（I市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）
【提案】不要とする構成員が5/6団体のため、不要とする。

20 氏名 同上 不要 1 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（F市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）
【事務局】同上

21 差押解除日 必須 ・債権等は第三債務者など滞納者以外に通知して解除するため、解除日と実際の通知日が異なるので解除
日は必須です。（H市）
【事務局】No73#21のとおり、一律必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

080 080 差押解除通知書（債権）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 【事務局】不動産と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 備考 必須 0 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（債権）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 必須 0 0 0 0 0

18 差押日 必須 0 0 0 0 0

19 債務者 住所 ・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載される
ことでよいと考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）

20 氏名 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

081 081 差押解除通知書（債権）※第三債務者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。
・不動産の滞納者用に同じ（H市）
【事務局】不動産と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（債権）※第三債務者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 第三債務者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 債務者 住所 ・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載される
ことでよいと考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）

20 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

083 083 差押解除通知書（債権）※交付要求36条執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 所在地・裁判所名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（債権）※交付要求36条執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】送付先に含まれるため不要とする。

17 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 事件番号 ・必須情報ではないため、オプションと想定していま
す。

オプション 5 0 1 1 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・物件等の特定のために必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・備考欄に記載で足ります。（H市）
【事務局】No.12_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用＃16「事件番号」の結果に従う。

20 執行機関名 同上 オプション 5 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・そもそも執行機関に送付します。（H市）
【事務局】送付先に含まれるため不要とする。

21 債務者 住所 ・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載される
ことでよいと考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）
【事務局】079_差押解除通知書（債権）※滞納者用#19「債権者・住所」と同様に取り扱う。

22 氏名 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・第三債務者情報は、＃17財産欄に記載。（J市）
【事務局】同上



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

086 086 差押解除通知書（電話加入権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0 ・当市では運用していないので、回答を控えます。すみません。（I市）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 0 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（電話加入権）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 2 3 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」の結果に従う。

17 差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 4 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が4/5団体のため、必須とする。

18 差押通知書受付 受付番号 ・NTTの受付番号と見受けられます。NTTと執行
機関以外利用するケースは少ないと考え、不要と
想定します。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が5/5団体のため、不要とする。

19 差押日・受付日 必須 1 0 0 0 0

20 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 2 0 不要 ・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

21 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従う。

22 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

23 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

24 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

25 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

087 087 差押解除通知書（電話加入権）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（電話加入権）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。

必須 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押日 ※使途不明 0 0 0 3 0 ・利用していません。（A市）
・本市では当該様式の設定がないため、要否不明（C市）

19 差押通知書受付 受付番号 ・NTTの受付番号と見受けられます。NTTと執行
機関以外利用するケースは少ないと考え、不要と
想定します。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 受付日 S社：#17差押解除財産欄でテキスト記載され
ている

必須 1 0 0 0 0

21 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

088 088 差押解除通知書（電話加入権）※NTT用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（電話加入権）※NTT用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 差押通知書受付 受付番号 ・S社は欄がないが、差押財産欄にデフォルトで記
載されている・

必須 1 0 0 0 0

20 受付日 同上 必須 1 0 0 0 0

21 差押登録解除受付事項 差押解除登録受付日 ・NTTが受領した際に記載する項目ですが、NTT
内部で使用される項目であり、記載の必要はない
と判断し、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 受付番号 同上 オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

096 096 差押解除通知書（動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 1 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（動産）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

17 財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 必須 1 0 0 0 0

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

21 権利者の氏名及びその権利の種類 ・権利者を記載する必要はないと考え、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。（J市）
【提案】不要とする構成員が7/7団体のため、不要とする。

22 差押解除日 0 0 0 0 0 確認中 ・差押解除の日と実際の通知日は異なることがあるため。（H市）
【確認】他の構成員においても必要か
・本市では記載ないが、あっても構わない。（C市）
・№073＃21と同様か（E市）
・現状記載なし（F市）
・前述の通り（I市）
・必要。（J市）
【提案】No73#21の通り、一律必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

097 097 差押解除通知書（動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 ・項目は全て滞納者用に同じ（H市）
【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 2 1 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 備考 必須 0 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 2 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（動産）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 財産 必須 0 0 0 0 0

18 差押日 必須 0 0 0 0 0

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 権利者の氏名及びその権利の種類 ・権利者を記載する必要はないと考え、不要と想
定しています。

不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・その権利者に送付しているので。（I市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

102 102 差押解除通知書（自動車）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】No073_差押解除通知書（不動産）※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（自動車）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 必須 1 0 0 0 0

18 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・「登録の目的等を示す書類」には記載する。（I市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

103 103 差押解除通知書（自動車）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 0 0 0 0 0 ・項目は全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】No074_差押解除通知書（不動産）※権利者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 0 0 0 0 0

4 通知日 必須 0 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 0 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 0 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 0 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 0 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 0 0 0 0 0

11 備考 必須 0 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 1 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（自動車）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押解除財産 必須 0 0 0 0 0

17 差押日 必須 0 0 0 0 0

18 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

104 104 差押解除通知書（自動車）※陸運局用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て不動産の帳票に同じ（H市）
【事務局】No075_差押解除通知書（不動産）※陸運局用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名差押解除通知書（自動車）※陸運局用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 必須 1 0 0 0 0

18 陸運局 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）

21 0 0 0 0 0 ・本帳票については副本利用に対応してほしい。（I市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

106 106 参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 3 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・下記、参加差押にかかる年月日があれば十分です。（I市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】必須とする構成員が6/7団体のため、必須とする。

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とする。

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 1 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・不動産だが不要（I市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 1 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）
【提案】不要とする構成員が6/7団体のため、不要とする。

23 参加差押解除日 0 0 0 0 0 確認中 ・参加差押解除の日と実際の通知日は異なることがあるため。（H市）
【確認】他の構成員においても必要か
・通知日で足りる。（B市）
・本市では記載ないが、あっても構わない。（C市）
・№073＃21、№096＃22と同様か（E市）
・現状記載なし（F市）
・必要（J市）
【提案】No73#21のとおり、一律必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

107 107 参加差押解除通知書（不動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て滞納者用の帳票に同じ（H市）
【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（不動産）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

109 109 参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て滞納者用の帳票に同じ（H市）
【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 先行差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

18 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

19 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

20 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不動産登記の受付日と受付番号は必要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）

21 執行機関名 必須 1 0 0 1 0 ・そもそも執行機関に交付するものだから（H市）

22 参加差押日 必須 1 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

112 112 参加差押解除通知書(電話加入産)※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先宛名 必須 1 0 0 0 0 ・利用していないので回答を控えます。（I市）

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃24「連絡先」と同様に取り扱う。

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃25「担当者」と同様に取り扱う。

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃26「電話」と同様に取り扱う。

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】No.1_充当通知書＃33「用紙区分」と同様に取り扱う。

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書(電話加入産)※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃25「取扱営業所」の結果に従う。

17 参加差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が5/5団体のため、必須とする。

18 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が5/7団体のため、必須とする。

19 参加差押通知書受付 受付番号 ・S社は欄がないが、差押財産欄にデフォルトで記
載されているため、具備しているとみなし、必須と想
定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須とする構成員が5/7団体のため、必須とする。

20 受付日 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】宛名に含まれるため不要とします。

23 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者用＃19「区分」ほか、の結果に従う。

24 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

25 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

26 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上

27 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】同上



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

113 113 参加差押解除通知書(電話加入産)※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書(電話加入産)※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 参加差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 参加差押通知書受付 受付番号 ・S社は欄がないが、差押財産欄にデフォルトで記
載されているため、具備しているとみなし、必須と想
定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 受付日 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

114 114 参加差押解除通知書(電話加入産)※NTT用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書(電話加入産)※NTT用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 参加差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 参加差押通知書受付 受付番号 ・S社は欄がないが、差押財産欄にデフォルトで記
載されているため、具備しているとみなし、必須と想
定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 受付日 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 NTT ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 参加差押解除登録受付事項 参加差押解除登録受付日付 ・NTTが受領した際に記載する項目ですが、NTT
内部で使用される項目であり、記載の必要はない
と判断し、オプションと想定しています。

オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 受付番号 同上 オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

116 116 参加差押解除通知書(電話加入産)※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電話加入権の差押実績無く不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書(電話加入産)※執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 取扱営業所 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃25「取扱営業所」の結果に従い、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 差押解除財産 ・テキスト入力が汎用性が高いため、必須と想定し
ています。
・デフォルトで、

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 参加差押通知書受付 受付番号 ・S社は欄がないが、差押財産欄にデフォルトで記
載されているため、具備しているとみなし、必須と想
定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 受付日 必須 1 0 0 0 0

21 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

22 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 差押解除財産 区分 ・No.24_差押調書（電話加入権）※滞納者
用＃19「区分」ほか、の結果に従い、不要と想定
しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 市外局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

25 局番 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 電話 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 電話機の設置場所 同上 不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

119 119 参加差押解除通知書（動産）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No106_参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（動産）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 権利者の氏名及びその権利の種類 ・権利者を記載する必要はないと考え、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

120 120 参加差押解除通知書（動産）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No107_参加差押解除通知書（不動産）※権利者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（動産）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 4 1 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 権利者の氏名及びその権利の種類 ・権利者を記載する必要はないと考え、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

121 121 参加差押解除通知書（動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No107_参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 3 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（動産）※執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 権利者の氏名及びその権利の種類 ・権利者を記載する必要はないと考え、不要と想
定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産の権利者が不明。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

125 125 参加差押解除通知書（自動車）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No106_参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（自動車）※滞納者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

126 126 参加差押解除通知書（自動車）※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No107_参加差押解除通知書（不動産）※権利者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（自動車）※権利者用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

127 127 参加差押解除通知書（自動車）※陸運局用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No106_参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 0 0 1 3 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（自動車）※陸運局用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 陸運局 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
22 ・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

129 129 参加差押解除通知書（自動車）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・不動産の参加差押解除の帳票に同じ（H市）
【事務局】No107_参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

税目

帳票N
帳票名参加差押解除通知書（自動車）※執行機関用

構成員意見集約結果

事務局見解大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

第4回WT論点
方針案備考

方針案
②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）



16 参加差押解除財産 必須 1 0 0 0 0

17 差押日 ・先行差押執行機関の差押日と見受けられます。
必要性が高いと考え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）

18 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

19 参加差押日 必須 1 0 0 0 0

20 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 受付日 ・動産について、受付日は記載する必要はないと考
え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付日は不要。（J市）

22 受付番号 ・動産について、受付番号は記載する必要はないと
考え、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・動産ではないが、受付番号は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

131 131 (82)交付要求通知書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・参加差押（不動産）と項目について全て同じ（交付要求（82）、（10）の他の帳票も全て参加差押
（不動産）に同じ（H市）
【提案】046_参加差押通知書（不動産）※滞納者用と同一項目を具備し、交付要求に別途必要と思わ
れる事件番号を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【提案】R社記載の、小計の合計額については、＃２１合計で対応可能と思われるため、新規の項目化はし
ない。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(82)交付要求通知書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0 必須 ・欄外に記載（H市）
【確認】余白部分（枠外）に記載されているという意味か。（H市）
【回答】レイアウトを決定しない限りは、どの項目も具備さえされていればよく、印字される箇所についてはベンダ
に委ねる想定。

17 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２０で対応予定。

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 3 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 合計 ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１８E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

21 滞納処分費 同上 オプション 4 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

23 事件番号 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 交付要求日 ・交付要求した旨を通知する趣旨の帳票であるた
め、交付要求日も必要と考えられます。必須と想
定しています。

必須 5 0 1 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃４でよいのではないでしょうか。シート133の事務局見解と同意見です。ただし、あっても問題はない。（I
市）
・項目はあるが、出力時に空白で出力されている。（J市）
【提案】執行機関用は不要/その他は必須　として整理する。本項目は必須となる。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

132 132 (82)交付要求通知書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【提案】No131#1と同様、047_参加差押通知書（不動産）※権利者用と同一項目を具備し、交付要
求に別途必要と思われる事件番号を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 0 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(82)交付要求通知書※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 2 3 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・権利者は審査請求できないため（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

17 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２０で対応予定。

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 3 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 1 1 0 必須 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１８E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 1 1 0 必須 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

23 事件番号 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 交付要求日 必須 1 0 1 1 0 必須 ・通知の日が交付要求日であるため不要（B市）
【提案】3社具備であるため、一旦必須とする



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

133 133 (82)交付要求通知書（不動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【提案】No131#1と同様、049_参加差押通知書（不動産）※執行機関用と同一項目を具備し、交付
要求に別途必要と思われる事件番号を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(82)交付要求通知書（不動産）※執行機関用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃20で対応予定。

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１7E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

21 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

22 事件番号 必須 1 0 0 0 0

23 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

24 差押日 必須 1 0 0 0 0

25 交付要求日 ・通知日と同様の趣旨と思われるため、不要と想
定します。（#4で具備済み）

不要 1 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・通知の日が交付要求日であるため不要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

134 134 (82)交付要求通知書※執行機関（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【提案】No131#1と同様、050_参加差押通知書（不動産）※執行機関（返送）用と同一項目を具備
し、交付要求に別途必要と思われる事件番号を追加する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(82)交付要求通知書※執行機関（返送）用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃18で対応予定。

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１7E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

21 事件番号 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 必須 1 0 0 0 0

24 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

25 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・競売の場合交付要求先着手による優先があるため自国の記載は必要（F市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】競売の場合に交付要求線着手による優先があること、構成員の現行システムでも時刻を記載する例
があることから、本項目を必須とする。

26 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

143 143 (10)交付要求通知書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・全ての項目において通常の交付要求の帳票と同じ（事務手続き上通常の交付要求と分けているが、手続き
上は徴収法82条の規定によるため。）（H市）
【回答】No.131と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(10)交付要求通知書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 1 0

17 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

23 事件番号 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 必須 1 0 0 0 0

26 交付要求日 ・交付要求した旨を通知する趣旨であるため、交
付要求日も必要と考えられます。必須と想定して
います。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

144 144 (10)交付要求通知書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・全ての項目において通常の交付要求の帳票と同じ（事務手続き上通常の交付要求と分けているが、手続き
上は徴収法82条の規定によるため。）（H市）
【回答】No.132と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(10)交付要求通知書※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

17 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

19 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

23 事件番号 必須 1 0 0 0 0

24 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

25 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 4 0 0 2 0 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・使用しない場合は空欄を想定しているため（F市）
・滞調法の関係（I市）
・不明。（J市）

26 交付要求日 ・交付要求した旨を通知する趣旨であるため、交
付要求日も必要と考えられます。必須と想定して
います。

必須 6 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

145 145 (10)交付要求通知書（不動産）※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・全ての項目において通常の交付要求の帳票と同じ（事務手続き上通常の交付要求と分けているが、手続き
上は徴収法82条の規定によるため。）（H市）
【回答】No.133と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

22 事件番号 必須 1 0 0 0 0

23 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

24 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 3 0 0 2 0 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・不明。（J市）

25 交付要求日 ・交付要求した旨を通知する趣旨であるため、交
付要求日も必要と考えられます。必須と想定して
います。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

146 146 (10)交付要求通知書（不動産）※執行機関（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【回答】No.134と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関（返送）用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

21 事件番号 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 差押日 ・No.145_(10)交付要求通知書（不動産）※
執行機関用には、差押日が記載されることを鑑み
ると、本帳票にも必要と考え、必須と想定していま
す。

必須 3 0 0 2 0 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・不明。（J市）

24 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

25 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・競売の場合交付要求先着手による優先があるため時刻の記載は必須（F市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）

26 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

167 167 交付要求通知書(財団債権)※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムは備考欄なし。（J市）
・16.ただし書きの項目が実質備考ということであれば３社具備しているということになるのではないでしょうか（F
市）
【回答】No.4#21の整理のとおり、備考とただし書きは別と扱う。
【提案】意見が分かれているため、事務局見解のとおり、オプションとする。
【事務局】対応が異なるが、No.4#21の整理が変更となり、備考として統一する。
【事務局】ただし書きを備考として統一するため、3社具備とし、必須とする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 2 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(財団債権)※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 ただし書き R社では金額の計算についての説明・裏面について
説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しておりますが、3社具備して
おらず、本帳票に必要性が高いと言い切れないの
で、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 3 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・11.備考に同じ（F市）
・記載なし。（J市）
【事務局】＃１１備考に統合するため、不要とする。

17 教示文 必須 1 0 0 0 0

18 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２１で対応予定。

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１９E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 交付要求に係る財産又は事件名
交付要求に係る事件名

必須 1 0 0 0 0 必須 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【確認】分類名を「交付要求に係る財産又は事件名」⇒「交付要求に係る事件名」に修正するということか。
（H市）
・交付要求の様式を１つに絞り記載内容のみデータ出力するのであればこのままでもOKです。（H市）
【提案】本帳票は他の交付要求とは別に具備するため、項目名を「交付要求に係る事件名」に修正する。

24 事件番号 必須 1 0 0 0 0 ・上記の様に統一様式でいくなら＃23の中にこの項目を印字する必要があると考えます。（H市）
【提案】本帳票は他の交付要求とは別に具備するため、本項目はこのまま具備する。

25 管轄裁判所 必須 1 0 0 0 0

26 破産管財人
執行機関名

・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・管財人が誰であるかは周知の事実であるため（H市）
・執行機関名の欄に破産管財人弁護士の名前を記載している（I市）
・執行機関名欄あり。破産管財人氏名を記載している。（J市）
【確認】破産交付要求については、「執行機関名」の項目を作成し、裁判所/破産管財人の何れかが入力され
ることで問題ないか。
・問題ない。（B市）
・問題なし（E市）
・確認部分に記載のとおりで問題ない（F市）
・その通りです。（I市）
・問題ない。（J市）
【提案】本項目の名称を、執行機関名に修正する。

27 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 3 0 0 5 0 不要 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産に関する交付要求なので滞納者の財産の差押の有無は関係なく、この項目は不要です。（H市）
・ただし、空欄が多々（I市）
・差押日欄なし。（J市）
【確認】破産に関する交付要求は差押の有無は関係ないため、不要としてよいか。
・問題ない。（B市）
・不要でよい（C市）
・不要（E市）
・不要で問題ない（F市）
・不要でよい（J市）
【提案】本項目は不要とする。

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、必須とする。
・NO131＃26は滞納者用の通知であり、交付要求先の通知を同様に扱うことは不適切と考えます。（H
市）
【提案】不要とする意見がないため、必須とする。

29 破産手続開始日 必須 1 0 0 0 0



30 区分 財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
を記載
S社は、届け出債権種別として、#23「「交付要求
に係る財産又は事件名」」に記載

・いずれの債権を指すか判別するため、必須と想定
しています。

必須 6 0 1 0 0 必須 ・滞納明細に記載していれば、問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財団債権、破産債権で帳票が出力されるのであれば区分の必要はないと考える（E市）
・交付要求に係る財産又は事件名として、事件名・破産手続開始決定日・届出債権種別を記載。（J市）
【確認】滞納明細上は区分が記載される想定（優先的破産債権など）であることから、オプションでもよい
か。
・帳票のどこかで記載されれば、必須でなくオプションでも問題なし。（C市）
・明細に記載があれば可（E市）
・滞納明細上で確認できるのであればオプションでよいと考えます（F市）
・ミス防止の観点から当該交付要求の区分が通知のどこかに記載されることが望ましいと思われるため、必須
がよい。（J市）
【提案】ミス防止の観点から必要という意見があるため、必須として定義する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

168 168 交付要求通知書(財団債権)※破産管財人用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムは備考欄なし。（J市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。
【提案】R社記載の、小計の合計額については、No131#11のとおり、新規の項目化はしない。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(財団債権)※破産管財人用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 ただし書き R社では延滞金についての説明・裏面について説
明が記載されている

・備考欄と同義と想定しておりますが、3社具備して
おらず、本帳票に必要性が高いと言い切れないの
で、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 2 0 不要 ・タイトル等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

17 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
・管財人に審査請求する権利はないから（H市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

18 破産管財人（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#26記載があれば不要。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２１で対応予定。

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１９E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【事務局】No.167#23と同様

24 事件番号 必須 1 0 0 0 0

25 管轄裁判所 必須 1 0 0 0 0

26 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 5 0 0 2 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・そもそも管財人に送付する帳票のため（H市）
・執行機関名欄あり。破産管財人氏名を記載している。（J市）
【事務局】No.167#26と同様

27 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 2 0 0 4 0 確認中 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産に関する交付要求なので滞納者の財産の差押の有無は関係なく、この項目は不要です。（H市）
・差押日欄なし。（J市）
【事務局】No.167＃27と同様

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産管財人に通知した日が交付要求日であるため。（H市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、必須とする。
・NO131＃26は滞納者用の通知であり、交付要求先の通知を同様に扱うことは不適切と考えます。（H
市）
【提案】不要とする意見がないため、必須とする。

29 破産手続開始日 必須 1 0 0 0 0

30 区分 財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
を記載
S社は、届け出債権種別として、#23「「交付要求
に係る財産又は事件名」」に記載

・いずれの債権を指すか判別するため、必須と想定
しています。

必須 5 0 1 0 0 必須 ・滞納明細に記載していれば、問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財団債権、破産債権で帳票が出力されるのであれば区分の必要はないと考える（E市）
・交付要求に係る財産又は事件名として、事件名・破産手続開始決定日・届出債権種別を記載。（J市）
【事務局】No.167#30と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

169 169 交付要求通知書(財団債権)※破産管財人（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】返送用帳票であるため、No168と項目を同一とする。到達事項については、個別に検討する。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 ・帳票に必要性が高いと言い切れないので、オプ
ションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムは備考欄なし。（J市）

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(財団債権)※破産管財人（返送）用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 破産管財人（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#23記載があれば不要。（J市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

21 事件番号 必須 1 0 0 0 0

22 管轄裁判所 必須 1 0 0 0 0

23 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関名欄あり。破産管財人氏名を記載している。（J市）

24 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 2 0 0 4 0 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押日欄なし。（J市）

25 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0 必須

26 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】返送用帳票における受領時刻は、No.13＃20のとおり一律必須とする。

27 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）

29 破産手続開始日 S社は＃23「交付要求に係る財産又は事件名」
に記載

必須 1 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

170 170 交付要求通知書(破産債権)※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考
（期別ごとの備考）

R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。
【提案】R社記載の、小計の合計額については、No131#11のとおり、新規の項目化はしない。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(破産債権)※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 ただし書き R社では金額の計算についての説明・裏面について
説明が記載されている

・備考欄（帳票全体の備考）と同義と想定してお
りますが、3社具備しておらず、本帳票に必要性が
高いと言い切れないので、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

17 教示文 必須 1 0 0 0 0

18 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２１で対応予定。

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１９E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【事務局】No.167#23と同様

24 事件番号 S社、R社は＃23「交付要求に係る財産又は事
件名」に記載

必須 1 0 0 0 0

25 執行機関名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・管轄裁判所のことでしょうか（H市）
【回答】管轄裁判所を指す想定

26 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産債権に管財人は不要です。（H市）
・破産管財人欄なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

27 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 2 0 0 5 0 不要 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押日欄なし。（J市）
・破産に関する交付要求なので滞納者の財産の差押の有無は関係なく、この項目は不要です。（H市）
【確認】全構成員において、破産に関す交付要求は差押の有無は関係ないため、不要としてよいか。
・問題ない。（B市）
・不要でよい。（C市）
・不要（E市）
・不要で問題ない（F市）
・不要です。（I市）
・不要でよい。（J市）
【提案】本項目は不要とする。

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、必須とする。

29 破産手続開始日 S社、R社は＃23「交付要求に係る財産又は事
件名」に記載

必須 1 0 0 0 0

30 区分 財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
を記載
S社は、届け出債権種別として、#23「「交付要求
に係る財産又は事件名」」に記載

・いずれの債権を指すか判別するため、必須と想定
しています。

必須 5 0 1 0 0 必須 ・滞納明細に記載していれば、問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財団債権、破産債権で帳票が出力されるのであれば区分の必要はないと考える（E市）
・交付要求に係る財産又は事件名として、事件名・破産手続開始決定日・届出債権種別を記載。（J市）
【事務局】No.167#30と同様
・帳票のどこかで記載されれば、必須でなくオプションでも問題なし。（C市）
・了解しました（E市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

171 171 交付要求通知書(破産債権)※裁判所用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目については破産管財人用と全て同じ（優先、劣後の２つの債権額が必要なだけ）（H市）
【提案】債権額が異なるだけのため、No.168_交付要求通知書(財団債権)※破産管財人用と項目は同一
とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 2 0 0 0 0 必須 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(破産債権)※裁判所用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 ただし書き R社では延滞金についての説明・裏面について説
明が記載されている

・備考欄（帳票全体の備考）と同義と想定してお
りますが、3社具備しておらず、本帳票に必要性が
高いと言い切れないので、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考あるため（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

17 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・裁判所は審査請求する権利はないから（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

18 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 2 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関名欄あり。裁判所の支部名記載。（J市）
【確認】＃２５執行機関名で充足できるか（J市）
・＃25執行機関名で充足可。（J市）
【提案】本項目は不要とする。

19 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃２１で対応予定。

20 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１９E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0 確認中 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【事務局】No.167#23と同様

24 事件番号 S社、R社は＃23「交付要求に係る財産又は事
件名」に記載

必須 1 0 0 0 0

25 執行機関名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・管轄裁判所のことでしょうか（H市）
【回答】管轄裁判所を想定

26 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・管財人が誰であるかは周知の事実であるため（H市）
・破産管財人欄なし。（J市）
【提案】必須の構成員から具体的な意見がなく、破産管財人欄がないという意見もあるため、オプションとす
る。
・よろしいかと思います（不要派）（I市）

27 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 2 0 0 5 0 確認中 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・破産に関する交付要求なので滞納者の財産の差押の有無は関係なく、この項目は不要です。（H市）
・差押日欄なし。（J市）
【事務局】No.170#27と同様

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、必須とする。

29 破産手続開始日 S社、R社は＃23「交付要求に係る財産又は事
件名」に記載

必須 1 0 0 0 0

30 区分 財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権
を記載
S社は、届け出債権種別として、#23「「交付要求
に係る財産又は事件名」」に記載

・いずれの債権を指すか判別するため、必須と想定
しています。

必須 5 0 1 0 0 確認中 ・滞納明細に記載していれば、問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財団債権、破産債権で帳票が出力されるのであれば区分の必要はないと考える（E市）
・交付要求に係る財産又は事件名として、事件名・破産手続開始決定日・届出債権種別を記載。（J市）
【事務局】No.167#30と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

172 172 交付要求通知書(破産債権)※裁判所（返送）用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】返送用であるため、項目はNo171と同様とし、到達事項の追記を行う

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求通知書(破産債権)※裁判所（返送）用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 2 0 1 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行機関名欄あり。裁判所の支部名記載。（J市）
【確認】＃２２執行機関名で充足できるか（J市）
・＃22執行機関名で充足可。（J市）

17 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃１８で対応予定。

18 合計（法律による金額） ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１７E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

19 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

21 事件番号 必須 1 0 0 0 0

22 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

23 破産管財人 必須 0 0 0 1 0

24 差押日 ・差押を執行しないケースがあるため、差押日を具
備していない、という認識で良いでしょうか。
・記載されるケースが多く、差押がない場合でも、空
欄で提出すればよいため、必須でもよいと考えま
す。

必須 2 0 0 4 0 確認中 ・差押えを執行していないケースについては、不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差押日欄なし。（J市）
【事務局】No.170#27と同様

25 到達事項 受領日 必須 1 0 0 0 0

26 受領時刻 ・時刻まで記載するケースは少ないと考え、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・受領年月日の欄に「　時　分」と記載あり。（J市）
【提案】競売の場合に交付要求線着手による優先があること、構成員の現行システムでも時刻を記載する例
があることから、本項目を必須とする。

27 受領印 必須 1 0 0 0 0 pending

28 交付要求日 ・交付要求到達日を記載しないと、配当の順序が
決まらないことから、公開したほうが良いと考えます。
本項目は必須と想定します。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは、交付要求年月日欄があり、記載の有無を選択可能。事例がなく法令根拠は不明だが、
最低でもオプションは必要と思われる。（J市）
【提案】No.131#26と同様、必須とする。

29 破産手続開始日 S社は＃23「交付要求に係る財産又は事件名」
に記載

必須 1 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

175 175 未納明細（優先的破産債権） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 滞納者 住所 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

オプション 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・滞納明細の対象の確認のため必須（F市）
・住（居）所欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 氏名 同上 オプション 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・同上（F市）
・氏名・名称欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 宛名番号 同上 オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・同上（F市）
・氏名・名称欄に（）書きで、記載あり。（J市）
【提案】No1#34と同様

5 世帯番号 同上 オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

6 科目 必須 1 0 0 0 0

7 賦課年度 必須 1 0 0 0 0

8 相当年度 必須 1 0 0 0 0

9 通知書番号 必須 1 0 0 0 0

10 期月 必須 1 0 0 0 0

11 未納額 必須 1 0 0 0 0

12 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

13 延滞金 必須 1 0 0 0 0

14 期別ごとの合計金額 ・期別ごとの金額を把握することは重要と思われる
ため、必須と想定します。。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

15 納期限 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名未納明細（優先的破産債権）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 法定納期限等 必須 1 0 0 0 0

17 備考
車両番号

R社：軽自No、優先的破産債権 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考欄あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
【事務局】No.4#21の整理のとおり、可能な限り個別項目として抽出する方針となったため、対応は以下の
とおりとする。
・備考欄は＃２４に必須具備する。
・新規項目として、「車両番号」を追加する。（本項目の大分類を変更）
・優先的破産債権については、帳票名称を確認すればわかるため、記載の必要はないと判断し、新規の項目
追加は行わない想定。

18 各合計 未納額 必須 1 0 0 0 0

19 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

20 延滞金 必須 1 0 0 0 0

21 総合計 必須 1 0 0 0 0

22 消込調査日 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 延滞金計算日 必須 0 0 0 1 0 必須 ・破産開始日で決定するため記載は不要と考える（E市）
【確認】破産開始日で、延滞金計算日が確定するということか（E市）
・優先的破産債権の延滞金は破産法98条にあるように、開始日までの延滞金で確定。　そのため、延滞金
計算日は入れた方がよいのかもしれません。（E市）
・破産開始日で延滞金は確定しないため延滞金計算日は必須（F市）
【提案】延滞金計算日は必要という意見があるため、必須とする。

24 備考 S社：特例基準割合等の説明 必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】S社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名「特例基準割合に関する説明書き」を
追加し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、本項目で必須とする。

25 特例基準割合に関する説明書き オプション 【事務局】＃２４のとおり

26 略称凡例 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

176 176 未納明細（劣後的破産債権） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0 必須 ・タイトルが明細となっていますが、交付要求の通知書のことでしょうか。項目は全て破産債権と同じです。（優先
劣後の明細が２つ必要な点のみ異なる。）
【回答】本帳票は明細を想定

・明細であるなら、項目は通常の明細と同様でよいのですが、金額を１円単位で按分する必要があります。（H
市）
【回答】機能2.8.6.「延滞金端数については、国税徴収法基本通達第82条関係５のとおりとする。」で対応
可能と想定している。

2 滞納者 住所 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

オプション 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・住（居）所欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 氏名 同上 オプション 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・氏名・名称欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 宛名番号 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・氏名・名称欄に（）書きで、記載あり。（J市）
【提案】No1#34と同様

5 世帯番号 同上 オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

6 科目 必須 1 0 0 0 0

7 賦課年度 必須 1 0 0 0 0

8 相当年度 必須 1 0 0 0 0

9 通知書番号 必須 1 0 0 0 0

10 期月 必須 1 0 0 0 0

11 未納額 必須 1 0 0 0 0

12 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

13 延滞金 必須 1 0 0 0 0

14 期別ごとの合計金額 ・期別ごとの金額を把握することは重要と思われる
ため、必須と想定します。。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

15 納期限 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名未納明細（劣後的破産債権）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 法定納期限等 必須 1 0 0 0 0

17 備考
車両番号

R社：軽自No、劣後的破産債権 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考欄あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
【事務局】No175#17と同様の対応とする。

18 各合計 未納額 必須 1 0 0 0 0

19 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

20 延滞金 必須 1 0 0 0 0

21 総合計 必須 1 0 0 0 0

22 消込調査日 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 延滞金計算日 必須 1 0 0 0 0 必須 【確認】No.175#23と同様

24 備考 S社：特例基準割合等の説明 必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】S社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名「特例基準割合に関する説明書き」を
追加し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、本項目で必須とする。

25 特例基準割合に関する説明書き オプション 【事務局】＃２４のとおり

26 略称凡例 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

177 177 未納明細（財団債権） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 滞納者 住所 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

オプション 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・住（居）所欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 氏名 同上 オプション 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・氏名・名称欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 宛名番号 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、他人と混在防止のため、あった方が好ましいか。（C市）
・氏名・名称欄に（）書きで、記載あり。（J市）
【提案】No1#34と同様

5 世帯番号 同上 オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

6 科目 必須 1 0 0 0 0

7 賦課年度 必須 1 0 0 0 0

8 相当年度 必須 1 0 0 0 0

9 通知書番号 必須 1 0 0 0 0

10 期月 必須 1 0 0 0 0

11 未納額 必須 1 0 0 0 0

12 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

13 延滞金 必須 1 0 0 0 0

14 期別ごとの合計金額 ・期別ごとの金額を把握することは重要と思われる
ため、必須と想定します。。
※No.559「未納明細（単独出力）」と足並みを
そろえている。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

15 納期限 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名未納明細（財団債権）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 法定納期限等 必須 1 0 0 0 0

17 備考
車両番号

R社：軽自No、財団債権 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考欄あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
【事務局】No175#17と同様の対応とする。

18 各合計 未納額 必須 1 0 0 0 0

19 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

20 延滞金 必須 1 0 0 0 0

21 総合計 必須 1 0 0 0 0

22 消込調査日 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 延滞金計算日 必須 1 0 0 0 0 確認中 【確認】No.175#23と同様

24 備考 S社：特例基準割合等の説明 必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】S社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名「特例基準割合に関する説明書き」を
追加し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、本項目で必須とする。

25 特例基準割合に関する説明書き オプション 【事務局】＃２４のとおり

26 略称凡例 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

178 178 交付要求解除通知書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

20 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

21 交付要求解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されてもよい項目と考えます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 4 0 0 3 0 オプション ・必要ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

179 179 交付要求解除通知書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No178_交付要求解除通知書※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

20 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されてもよい項目と考えます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 4 0 0 2 0 オプション ・必要ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

21 交付要求日 必須 1 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

180 180 交付要求解除通知書※執行機関用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 項目については参加差押解除と同様です。
【事務局】No178_交付要求解除通知書※滞納者用と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書※執行機関用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#19記載あれば不要。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 1 0 確認中 ・そもそも執行機関に交付するものだから（H市）
【確認】他の構成員においても、H市意見同様に、交付先の項目を具備する必要はないか。
・必要。交付要求書に記載あるものは具備すべきと考えるため。（B市）
・本市では記載有。他市の状況次第。（C市）
・他のものとフォーマットを同じものにした方が楽かもしれません。（E市）
・対象事件等の詳細としての執行機関名は必要と考える（F市）
・送付誤り等を防ぐ目的から記載が望ましいと思われる。（J市）
【提案】必須意見が多いこと、No.179でも必須で定義する想定のため、必須とする。

20 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

21 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
できない項目に思えるため、不要と想定します。

不要 1 0 0 4 0 オプション ・必要ないと考えます。（A市）
・本市では記載有のため、他市の状況次第（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

188 188 交付要求解除通知書（財団債権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書（財団債権）※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0 確認中 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【事務局】No.168#23と同様

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・管轄裁判所のことでしょうか（H市）
【回答】管轄裁判所を想定

20 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 3 0 0 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・管財人が誰であるかは周知の事実であるため（H市）
・#19執行機関名記載があれば不要。（J市）
【事務局】No.167#26と同様

21 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

22 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されてもよい項目と考えます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 4 0 0 2 0 オプション ・必要ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

189 189 交付要求解除通知書（財団債権）※破産管財人用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】No188と同一項目

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書（財団債権）※破産管財人用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 破産管財人（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#19執行機関名の記載があれば不要。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0 確認 ・破産なので必ず事件です。（H市）
【事務局】No.168#23と同様

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・管轄裁判所のことでしょうか（H市）
【回答】管轄裁判所を想定

20 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・管財人が誰であるかは周知の事実であるため（H市）
・#19執行機関名記載があれば不要。（J市）
【事務局】No.167#26と同様

21 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

22 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されてもよい項目と考えます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 3 1 0 2 0 オプション ・必要ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

191 191 交付要求解除通知書（破産債権）※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て財団債権と同じ（H市）
【事務局】No,188と同一項目

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書（破産債権）※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

20 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#19執行機関名記載があれば不要。（J市）

21 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

22 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されてもよい項目と考えます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 4 0 0 2 0 ・必要ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

192 192 交付要求解除通知書（破産債権）※裁判所用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て財団債権（管財人用）と同じ（H市）
【事務局】No,189と同一項目

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 必須 1 0 0 0 0

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名交付要求解除通知書（破産債権）※裁判所用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 破産管財人（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#19執行機関名の記載があれば不要。（J市）

17 交付要求に係る財産又は事件名 必須 1 0 0 0 0

18 事件番号 必須 1 0 0 0 0

19 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

20 破産管財人 ・記載してもされなくてもよいと考えるため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#19執行機関名の記載があれば不要。（J市）

21 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

22 交付解除日 ・交付要求解除日は、裁判所で受理されたのち、
滞納者等に通知されることから、時系列的に記載
されない項目と想定します。

不要 1 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄あり。記載あり。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

194 194 債権現在額申立書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

13 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

14 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

必須 1 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名債権現在額申立書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 差押権者（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 交付要求(参加差押)に係る滞納金額
の現在額

別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃１９で対応予定。
・了解しました（E市）

・特例で差押の場合もあり（H市）
【確認】項目の（参加差押）についての言及か。また、その場合、特例で差押の場合について、具体例を伺い
たい。（H市）
・参加差押機関が差押機関の承諾を得たうえで公売を行うことがあり（国徴法89の２）、差押機関が参
加差押機関に債権現在額を提出することがあるため、差押の登録からも債権現在額の出力ができる機能が
必要であることを明記するべきと考えたものです。（H市）
【提案】機能側で、「差押のみでも、債権現在額申立書の出力が可能であること」の記載を検討する。

18 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 2 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 合計 ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 1 0 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１７E市意見も含め、必須多数のため、必須とする。

20 滞納処分費 同上 オプション 3 0 1 1 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

21 事件番号 ・債権現在額申立については、事件番号や自治
体の受付番号により財産が決定するため、記載の
必要はないと考えられます。ただ、それらの執行機
関から財産を聴取し、同様の財産を記載するとい
う運用も考えられることから、不要とは言えないと考
えます。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 1 0 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・本市では記載有のため、出来ればあった方が好ましい。（C市）
・欄あり。事件の場合は記載あるが、滞納処分の場合は空欄で提出。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・破産も通常の交付も対象とする帳票であるなら、こここそ「交付要求に係る財産又は事件名」ではないでしょ
うか？（H市）
【提案】「交付要求に係る財産又は事件名」を新規に追加する。No１６７と同様、事件番号も必須として残
す

22 執行機関名 同上 オプション 2 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

23 交付要求日 必須 1 0 0 0 0

24 財産の表示 R社では別紙に記載の旨 ・債権現在額申立については、事件番号や自治
体の受付番号により財産が決定するため、記載の
必要はないと考えられます。ただ、それらの執行機
関から財産を聴取し、同様の財産を記載するとい
う運用も考えられることから、不要とは言えないと考
えます。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 2 0 1 1 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないためオプションよいと考えます（F市）
・よろしいかと思います。（I市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

199 199 捜索調書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意

　 不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない
表示項目

#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 2 0 確認中 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・捜索調書は基本的に徴税吏員の名前で作成するものであるため不要と考えます。（H市）
・捜索時は徴税吏員名で行う。（J市）
【確認】首長名で捜索調書を作成する例はあるか
・お見受けした例はございません。（I市）
・無い。（J市）
・担当者名（徴収吏員名）で行っているため、公印不要。（C市）
【事務局】上記の例がない場合、公印を印字することがないと考え、本項目を不要とする。

7 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

8 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

9 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】No131＃１１のとおりとする。

12 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 1 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

13 ただし書き R社では金額の計算についての説明・裏面について
説明が記載されている

・3社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと言
い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・備考あるため（F市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

14 教示文 必須 1 0 0 0 0

15 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名捜索調書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 滞納金額 別紙に記載 必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】合計額については＃１８で対応予定。
・了解しました（E市）

17 小計 ・税目（期別）ごとの小計は、別紙（未納明
細）で記載されれば十分と考え、不要と想定して
います。

不要 1 0 2 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 合計 ・別紙（未納明細）で記載されれば十分と考えま
すが、合計額を一目でわかることは利便性向上に
つながるとも思えるため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１６E市意見も含め、必要多数と思われるため、必須として定義する。

19 滞納処分費 同上 オプション 3 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 捜索日時 必須 1 0 0 0 0

21 滞納処分のために捜索した場所または物 必須 1 0 0 0 0

22 捜索調書（謄本）受領署名欄 立会人 必須 1 0 0 0 0 必須 ・項目の意味が分かりません。謄本であるなら本体と同じ内容であるべきで両方とも立会人を記載する必要があ
るという意味でしょうか。（H市）
【回答】項目が具備されるた意図については不明。事務局想定は、H市同様、同じ項目を具備すべきという考
え。
・動産の差押に同じ（H市）
【提案】No35＃36,37と同様

23 捜索を受けた者 必須 1 0 0 1 0 確認中 ・捜索は場所が分かれば問題ないと考えます。（H市）
【確認】＃２１があれば、本項目は不要ということか（H市）
・基本的に捜索を受けたものとは滞納者であり、第三者の居所等の捜索であっても、その場所を記載すればそ
の居所の管理者が誰であるかは必要ないと考えます。（H市）
【提案】本項目については、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

242 242 公売公告兼見積価額公告 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書番号 ・公告に文書番号を付番するかは自治体の判断
によると考えられるため、オプションと想定します。

オプション 2 0 0 3 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・当市では併記している。（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・よろしいかと思います。公告なので公告番号（政策法務課などの庁舎全体で管理する部門で発番）が必
要なのは明らかですが、公売にかかる一連の文書において本帳票だけ文書番号（納税課など滞納整理部門
で発番）を記載しない理由もないことから、当市では併記しています。他の自治体クラウド構成でも運用が分
かれていたのですが併記する形で調整しました。（I市）

・公告番号を記載しています。（B市）
【回答】公告番号は＃２に記載

2 公告番号 必須 2 0 0 0 0

3 公告日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要のない自治体もあるためオプションが適当と考えます。（豊橋市も不要）（H市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 公告文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 公売参加申込開始日時 U社では#8、#9が"参加申込期間"という一枠に
まとまっていた

・公売への参加申込期間を公開する必要性は高
いと考えられるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

・期間で可。（J市）
【事務局】＃８，９をひとまとめにしても、分離してもよいと、最終的な仕様書に記載する想定

9 公売参加申込終了日時 U社では#8、#9が"参加申込期間"という一枠に
まとまっていた

同上 必須 6 0 0 1 0

10 公売参加申込場所 ・公売参加可能かの適格チェックの場と想定してお
りますが、記載は一般的でしょうか。
・判断できないため、一旦オプションと定義します
が、ご意見をお願い致します。

オプション 1 0 1 5 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・参加場所については不要と判断（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】必須という意見がないため、不要とする。

11 公売開始日時 必須 2 0 0 0 0

12 公売締切日時 必須 2 0 0 0 0

13 公売場所 必須 2 0 0 0 0

14 公売方法 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名公売公告兼見積価額公告

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 開札日時 必須 2 0 0 0 0

16 開札場所 ・公売場所と開札場所は、同一のように思えます
が、記載の必要はあるのでしょうか。
・・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。	

オプション 5 0 1 2 0 必須 ・記載なし。（J市）
・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・公売方法により必須事項（C市）
・期間入札の場合、入札場所と改札場所が異なる可能性はあります。（H市）
・公売場所と開札場所が異なる場合はあり得る。たとえば、三鷹市では東京都合同公売に参加し、期間入札・
入札は郵送のみの形式で行っているが、この場合公売場所は三鷹市、開札場所は東京都となっている。（I
市）
【提案】期間入札等の場合、開札場所と公売場所が異なることがありうること、国税徴収法基本通達による
と、入札の方法により公売する場合は、必須とされていることから、本項目は必須とする。

17 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

19 買受代金納付期限 U社では枠内に、日時のほかに「ただし地方税法第
19条の7第1項ただし書その他の法律に基づき滞
納処分の続行の停止があった場合を除く」と記載あ
り

必須 2 0 0 0 0

20 買受代金納付場所 ・買受代金を納付し、売却決定となることから、＃
17「売却決定日時」とほぼ同一と考え、不要と想
定しています。

不要 1 0 2 5 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

・＃18の間違いと思いますが、代金の納付は納付書払い等の場合もあり、売却決定場所と同じになるとは限りま
せん。（H市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

21 公売保証金額 R社ではテキストではなく、金額が記載されている 必須 2 0 0 0 0

22 公売保証金納付日時 ・公売保証金の納付は、公売日に入場と同時に
納付されるのが一般的と考え、記載の必要性が低
いことから、オプションと想定しています。

オプション 4 0 1 3 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・記載なし。（J市）

・公売方法により必須事項（C市）
・インターネット公売の場合は入札とは別に保証金を納付しますので別に必要です。（H市）
【提案】ネット公売の場合は必要となるため、本項目を必須とする。

・項目は公売保証金提供期間（I市）
【提案】項目名は、公売保証金提供期間に修正する。

23 公売保証納付場所 ・事業者への配慮として記載されていてもよいと思
いますが、必須とは言えないため、オプションと想定
します。

オプション 2 0 0 6 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・指定口座への振り込みに限っているので不要（I市）
・記載なし。（J市）

・公売方法により必須事項（C市）
・公売補償金は、最終的に売却代金に充てらることから売却代金と同等の扱いが適当と考えます。（H市）
【確認】不要多数だが、公売保証金は売却代金に充てられることを考慮すると、不要とも言えないため、オプ
ションとするので良いか。
・オプションでよい（C市）
・記載していず不要と思われるが、オプションで可です（E市）
・オプション対応でお願いします。（I市）
【提案】オプションとする。

24 公売財産及び見積価額 R社ではテキストではなく、金額が記載されている 必須 2 0 0 0 0

25 買受人の資格その他要件 必須 2 0 0 0 0

26 公売財産上の質権者抵当権者等の権
利の内容の申し出について

・公売公告として記載の必要はあるでしょうか。ご
意見をお願い致します。
・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。	

オプション 6 0 1 1 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・未確認の債務確認のため本項目は必須（C市）
・その他公売の条件として別紙にて記載（E市）
・例えば破産等でも債権者は届け出るよう官報に記載されることから、権利者に呼びかけすることは適切な事務
処理と考えます。（H市）
・現在記載はないが、国税徴収法に記載あり。（J市）
【提案】必須が多数であり、国税徴収法に記載があることなどからも、本項目は必須とする。

27 その他の事項 U社:入札の注意点が記載
R社：本項目の他、別紙、公売公告にて、入札の
注意点を記載

必須 2 0 0 0 0

28 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

別紙のとおり U社では項目名が”公売財産の表示”となっている
S社は別紙で公売財産一覧表に記載がある。

必須 2 0 0 0 0

29 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。



30 公売財産_数量 ・＃28があれば不要と思われる。 不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

244 244 公売通知書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 2 0 0 0 0

2 カスタマーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 1 3 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 公売財産の所有者 住所又は所在地 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 2 0 0 0 0

12 氏名又は名称 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 2 0 0 0 0

13 公売方法 必須 2 0 0 0 0

14 公売財産及び見積価額 必須 2 0 0 0 0

15 公売入札日時 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名公売通知書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売開札日 U社、R社では開札日だけでなく時間も記載されて
いる

必須 2 0 0 0 0

17 公売場所 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

20 買受代金納付期限 必須 2 0 0 0 0

21 買受代金納付場所 ・買受代金を納付し、売却決定となることから、＃
18「売却決定日時」とほぼ同一と考え、不要と想
定しています。

不要 3 0 1 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・代金の納付は納付書払い等の場合もあり、売却決定場所と同じになるとは限りません。（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 公売保証金額 U社、R社ではテキストではなく、金額が記載されて
いる
S社は、詳細は、別紙公売財産一覧表のとおり

必須 2 0 0 0 0

23 買受人の資格その他要件 必須 2 0 0 0 0

24 その他 S社は公売公告へ誘導、R社は記載なし ・公売公告への誘導は必須とは言えず、＃27「備
考」でも充足できると考え、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄あり。（J市）
【提案】項目名称を「ただし書き」に修正し、オプションとする。※No.167#16と同様
【事務局】名称は「備考」に修正し、オプションとする。
【事務局】新規に「詳細は公売公告を確認してください」の項目を、オプションとして追加する。

25 公売に係る市税の額 U社では項目名が”公売に係る徴収金”となってい
る
また、別紙に記載の旨がある
R社では項目名が”公売に係る徴収金合計”となっ
ている
また、内訳は別紙に記載の旨がある
S社は、詳細は、別紙公売財産一覧表のとおり

必須 2 0 0 0 0

26 滞納処分費 U社では別紙に記載の旨
R社では項目名が”上記以外の滞納金額”となって
いる

必須 2 0 0 0 0

27 備考 R社ではただし書き。裏面について説明が記載され
ている

・備考欄であるため、オプションと想定しています。 オプション 2 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・その他項目が無いということであれば、必須（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

28 教示文 通知自体の処分性ではなく、通知に関わる処分に
対して審査請求が可能となるもの

・滞納者への教示文は必要性が高いと考え、必須
と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・通知に関して処分性がない。（J市）
【確認】他の構成員において、J市意見のとおり通知に処分性がない場合、教示文は必須とはならないと思わ
れるが、オプションとしてよいか。
・通知自体の処分性ではなく、通知に関わる処分に対して審査請求が可能なため必須と想定。（C市）
・当市では教示文を記載しているためオプションで可です（E市）
・教示文の文面にもよるが、適切な文面での教示文は必須と考えています。確かに、平成16年11月30日
裁決や「租税徴収処分と不服申立ての実務」（二訂版295頁）のとおり、公売通知には処分性はないので
すが、公売公告（自体の）処分の取消しは可能なので、その教示をしています（「公売事務の手引き」参考
様式１公売関係参考様式一覧参照）。すなわち、単に「この処分に不服がある場合には」との書き出しでは
なく、「この財産の公売手続きにつきましては、①公売広告又は②最高価申込者の決定並びに…」などと文面
をかえて掲載しています。このように種類を変えての記載が難しければ、本項目は不要としても、せめて別紙対
応が必要かと思われます。（I市）
【提案】通知自体の処分性ではなく、通知に関わる処分に対して審査請求が可能なため、必須とする。

29 売却区分番号 ・売却区分番号は、公売財産ごとに付番される番
号という理解でよいでしょうか。その理解でよけれ
ば、必須とは言えないように思るため、オプションと想
定しますが、ご意見をお願い致します。

オプション 4 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・公売広告に記載される事項のため、必須と判断（C市）
・事務局見解のとおり公売財産ごとに付番される番号だが、記載があった方がよい。（通常、別紙公売財産目
録に記載。）（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

30 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

別紙のとおり U社では項目名が”公売財産の表示”となっている
S社は別紙で公売財産一覧表に記載がある。

必須 2 0 1 0 0 不要 ・＃14に含まれると考えます。（H市）
【事務局】＃１４の公売財産と同義に思えるため、統合する。



31 参加申込期間 ・公売公告に記載されていればよい内容であるた
め、不要と想定しています。

不要 2 0 0 5 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
・入札期間の項目は必要（I市）
【提案】国税徴収法96条の規定により必要であるため、必須とする。（No242参加公売申込日時が該
当）

32 公売保証金受付期間 同上 不要 3 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
【提案】国税徴収法96条の規定により必要であるため、必須とする。（No242公売保証金受付日時が該
当）

33 配当を受ける者の権利の申出 ※使途不明 1 0 0 5 0 不要 ・必要ないと考えます。（A市）
・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
・滞納者用には不要。（J市）
【提案】公売公告に記載無く、不要多数のため、不要とする。

34 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

35 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

36 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

37 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

38 公売財産_数量 ・＃28「公売財産の名称、性質数量及び所在」で
判断可能と思われるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

39 詳細は公売公告を確認してください オプション 【事務局】＃２４の対応とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

246 246 公売通知書兼債権現在額申立催告書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 必須 ・当市では別で取り扱っているため兼ねるものは使用していない（E市）
【事務局】要否については、WT用比較表を参照
・了解しました（E市）

2 カスタマーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

5 照会日 必須 1 0 0 0 0 必須 ・名称は通知日ではないでしょうか（H市）
【提案】通知日に修正する。

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 公売財産の所有者 住所又は所在地 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 1 0 0 0 0

12 氏名又は名称 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 1 0 0 0 0

13 公売方法 ・ネット公売かどうかの判別のため、必要性が高いと
思われるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・期間入札か期日入札かの判別でも必要（I市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

14 公売財産及び見積価額 必須 1 0 0 0 0

15 公売入札日時 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名公売通知書兼債権現在額申立催告書※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売開札日 U社では開札日だけでなく時間も記載されている 必須 1 0 0 0 0

17 公売場所 必須 1 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 1 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 1 0 0 0 0

20 買受代金納付期限 必須 1 0 0 0 0

21 買受代金納付場所 ・買受代金を納付し、売却決定となることから、＃
18「売却決定日時」とほぼ同一と考え、不要と想
定しています。

不要 2 0 1 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・公売公告に同じ（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 公売保証金額 必須 1 0 0 0 0

23 買受人の資格その他要件 詳細は、別紙のとおり 必須 1 0 0 0 0

24 その他 S社は公売公告へ誘導、R社は記載なし ・公売公告への誘導は必須とは言えず、＃27「備
考」でも充足できると考え、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。
【事務局】No.4#21のとおり備考に統合するため、本項目を不要とする。
【事務局】S社の公売公告への誘導については、本帳票に記載が必須とは言えないため項目化は行わない。

25 滞納処分費 R社では項目名が”上記以外の滞納金額”となって
いる

必須 2 0 0 0 0 必須 ・滞納者用に同じ（H市）
【提案】No.244同様、必須とする。

26 債権現在額申立書の提出についての催
告

・権利者宛ての公売通知書は、債権現在額の申
立てが含まれるため、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

27 備考 ・備考欄であるため、オプションと想定しています。 オプション 1 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・その他項目が無いということであれば、必須（C市）
【提案】＃２４を不要とするため、必須とする。

28 売却区分番号 ・売却区分番号は、公売財産ごとに付番される番
号という理解でよいでしょうか。その理解でよけれ
ば、必須とは言えないように思るため、オプションと想
定しますが、ご意見をお願い致します。

オプション 4 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・公売広告に記載される事項のため、必須と判断（C市）
・事務局見解のとおり公売財産ごとに付番される番号だが、記載があった方がよい。（通常、別紙公売財産目
録に記載。）（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

29 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

別紙のとおり U社では項目名が”公売財産の表示”となっている
S社は別紙で公売財産一覧表に記載がある。

必須 1 0 0 0 0

30 公売に係る徴収金 U社では別紙に記載の旨 ※使途不明 2 0 3 2 0 不要 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・権利者にはなくても良い項目と判断（C市）

・＃14に含まれると考えます。（H市）
・要は滞納明細です（I市）
【提案】＃１４見積金額に含まれるという意見、滞納明細と同義という意見があり、＃１４で包含できると思
われるため、本項目を削除する。

31 参加申込期間 ・公売公告に記載されれば足りるため、不要と想定
しています

不要 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
・前述の通り、入札期間（I市）
【提案】No.244#31と同様、必須とする



32 公売保証金受付期間 ・公売公告に記載されれば足りるため、不要と想定
しています

不要 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
・公売保証金提供期間（I市）
【提案】No.244#32と同様、必須とする

33 配当を受ける者の権利の申出 ・公売公告に記載されれば足りるため、不要と想定
しています

不要 2 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・国税徴収法９６条にて同法９５条と同様の内容に掲げる事項を記載とあるため、必須（C市）
・#26があれば不要か。（J市）
【提案】＃２６と同様のため、不要とする。

34 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

35 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

36 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

37 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

38 公売財産_数量 ・＃28「公売財産の名称、性質数量及び所在」で
判断可能と思われるため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

247 247 最高価申込者の決定※公告用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書番号 ・公告に文書番号を付番するかは自治体の判断
によると考えられるため、オプションとする。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

2 公告番号 必須 2 0 0 0 0

3 公告日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要のない自治体もあるためオプションが適当と考えます。（豊橋市も不要）（H市）
・電子公印不要（I市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 公告文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 売却区分番号 必須 2 0 0 1 0 確認中 ・どの公売か判断する情報がないため不要と考えます。（H市）
【確認】どの公売か判断する情報がない、とは、どのような趣旨か。本項目は国税においても同様の用語が使
用されており、必要性が高いと思われるが、意見を伺いたい。（H市）

9 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

10 最高価申込価格 必須 2 0 0 0 0

11 最高価申込者の氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

12 最高価申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

13 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

14 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

15 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者の決定※公告用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

17 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

18 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

248 248 最高価申込者の決定※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 必須 2 0 0 0 0 オプション ・公売通知と同様オプションでは（H市）
【確認】公告は必須記載/通知はオプション記載として問題ないか。
・当市では記載している。オプションで可です（E市）
【提案】本帳票（通知）では、オプションとする。

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

・最高価申込者の決定公告には滞納者情報は不要、滞納者本人へ送付するための情報として、滞納者の住
所・市名は必要です。（B市）
【確認】最高価申込者の決定公告でなく、公売公告を想定していた。
滞納者本人へ送付するための情報というのは、＃１宛先では不足するか（B市）
・滞納者本人へ送付するための情報というのは、＃１宛先で充足できます。現在、当市で使用している様式で
は公売財産の所有書住所・市名欄があり、＃11、＃12がこれに該当すると思われるため必要です。（B
市）
【提案】B市意見を鑑み、必須とする。

12 氏名又は名称 同上 オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・同上（B市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１１と同様

13 売却区分番号 必須 2 0 0 1 0 確認中 ・どの公売か判断する情報がないため不要と考えます。（H市）
【事務局】No.247#8と同様

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者の決定※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 最高価申込価格 必須 2 0 0 0 0

16 最高価申込者の氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

17 最高価申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

20 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

21 ただし書き S社社では、「最高価申込者が上記換価財産を
取得するのは、売却決定をしたのち代金を納付し
たときです。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

22 代金納付期限 ・滞納者宛ての通知に記載する必要性は低いと思
われるため、不要と想定しています。

不要 2 0 0 5 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）

・代金納付期限前までに完納すれば公売は中止となるため、必須（C市）
・公売の成立のリミットの情報のため（H市）
【提案】完納による公売中止の目途を示すため、必須という意見があり、必須とする。

23 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

27 教示文 ・最高価申込者の決定に教示文は不要と思われ
ます。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

249 249 最高価申込者の決定※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【提案】No248と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 必須 2 0 0 0 0 オプション ・公売通知と同様オプションでは（H市）
【確認】公告は必須記載/通知はオプション記載として問題ないか。
【提案】No248#4と同様に、オプションとする。

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【確認】No.248＃１１では滞納者本人に通知する場合は本項目が必要との意見をいただいたが、権利者
には不要という理解でよいか。（B市）
【提案】No,248,249の回答次第で、必須/オプションを決定する。
【提案】No248＃11,12と同様、必須とする。

12 氏名又は名称 同上 オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１１と同様

13 売却区分番号 必須 2 0 0 1 0 確認中 ・どの公売か判断する情報がないため不要と考えます。（H市）
【事務局】No.247#8と同様

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

15 最高価申込価格 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者の決定※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 最高価申込者 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

17 最高価申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

20 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

21 ただし書き S社社では、「最高価申込者が上記換価財産を
取得するのは、売却決定をしたのち代金を納付し
たときです。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

22 代金納付期限 ・権利者宛ての通知に記載する必要性は低いと思
われるため、不要と想定しています。

不要 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。（No.248は滞納者宛てであるため、納付期限を示す必要があるが、
それ以外は不要と想定。）

23 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

27 教示文 ・最高価申込者の決定に教示文は不要と思われ
ます。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

250 250 最高価申込者の決定※最高価申込者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 確認中 ・国税徴収法第106条第２項から、本帳票は最高価申込者には不要では？（I市）
【回答】WT用比較表で対応
【提案】必須の取り扱いを想定
【提案】No248と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 1 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 1 2 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【確認】公告は必須記載/通知はオプション記載として問題ないか。
・当市では記載している。オプションで可です（E市）
【提案】No248#4と同様に、オプションとする。

5 照会日 必須 1 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 最高価申込者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 0 0 0 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.249#11と同様

12 氏名又は名称 同上 オプション 0 0 0 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１１と同様

13 売却区分番号 必須 1 0 0 1 0 確認中 ・どの公売か判断する情報がないため不要と考えます。（H市）
【事務局】No.247#8と同様

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

15 最高価申込価格 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者の決定※最高価申込者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 最高価申込者の氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

17 最高価申込者の決定日 必須 1 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 1 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 1 0 0 0 0

20 買受代金の納付期限 ・最高価申込者宛ての通知であり、記載してもよい
事項と思われるため、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・売却決定日と代金納付日については公売広告に記載すれば同日以外の日も設定可能なため、必須。（C
市）
【確認】趣旨を確認。原則、買受代金の納付期限＝売却決定日であるが、例外もあるため（例外：買受人
が次順位買受申込者である場合は、売却決定日から起算して７日を経過した日でも可など）必ずしも売却
決定日ではないことから、買受代金の納付期限の記載は必須という趣旨か（C市）

21 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 1 0 0 0 0 必須

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

23 担当者 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 3 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

26 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

251 251 次順位買受申込者の決定※公告用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書番号 ・公告に文書番号を付番するかは自治体の判断
によると考えられるため、オプションとする。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・項目は全て最高価に同じ（H市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

2 公告番号 必須 2 0 0 0 0

3 公告日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 公告文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

9 公売財産の名称、性質数量及び所在公売財産上の賃借権等の権利の内容その他R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

10 次順位買受申込価格 必須 2 0 0 0 0

11 次順位買受申込者申込者の氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

12 次順位買受申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

13 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

14 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

15 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名次順位買受申込者の決定※公告用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

17 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

18 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

252 252 次順位買受申込者の決定※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 ・項目は全て最高価に同じ（H市）
【事務局】No.248と同一項目とするが、＃２６教示文は個別対応とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

5 照会日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 2 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・最高価申込者の決定公告には滞納者情報は不要、滞納者本人へ送付するための情報として、滞納者の住
所・市名は必要です。（B市）
・事務局と同意見（C市）

12 氏名又は名称 同上 オプション 2 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・同上（B市）
・事務局と同意見（C市）

13 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

15 次順位買受申込価格 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名次順位買受申込者の決定※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 次順位買受申込者申込者 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

17 次順位買受申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

20 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

21 ただし書き S社社は、「次順位申込者が上記換価財産を取
得するのは、売却決定をしたのち代金を納付したと
きです。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 3 1 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 教示文 ・次順位買受申込者の決定に教示文は不要と思
われます。

不要 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

27 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 代金納付期限 0 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

253 253 次順位買受申込者の決定※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 ・項目は全て最高価に同じ（H市）
【事務局】No.249と同一項目とするが、＃２６教示文については個別対応とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 氏名又は名称 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 2 0 0 0 0

15 次順位買受申込価格 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名次順位買受申込者の決定※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 次順位買受申込者申込者の氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

17 次順位買受申込者の決定日 必須 2 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 2 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 2 0 0 0 0

20 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 2 0 0 0 0

21 ただし書き S社社は、「次順位申込者が上記換価財産を取
得するのは、売却決定をしたのち代金を納付したと
きです。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 教示文 ・次順位買受申込者の決定に教示文は不要と思
われます。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

27 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 5 1 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

28 代金納付期限 0 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

254 254 次順位買受申込者の決定※次順位申込者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て最高価に同じ（H市）
【事務局】No.250と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

5 通知日 必須 1 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印不要（I市）

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 次順位買受者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 氏名又は名称 同上 オプション 1 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 売却区分番号 必須 1 0 0 0 0

14 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

R社では別紙に記載の旨 必須 1 0 0 0 0

15 次順位買受申込価格 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名次順位買受申込者の決定※次順位申込者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 次順位買受申込者申込者の氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

17 次順位買受申込者の決定日 必須 1 0 0 0 0

18 売却決定日時 必須 1 0 0 0 0

19 売却決定場所 必須 1 0 0 0 0

20 備考 R社では項目名が"その他"となっている 必須 1 0 0 0 0

21 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 3 1 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 買受代金の納付期限 ・最高価申込者宛ての通知であり、記載してもよい
事項と思われるため、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 3 1 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

255 255 売却決定通知書※最高価申込者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 公告番号 ・公告番号で公告内容と対応付けすることでどの
公売で行われたかがわかるため、必須と想定してお
ります。

必須 4 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・公売通知と同様オプションでは（公売公告と最高価決定の公告のどちらかも判別できない）（H市）
・記載なし。（J市）
【確認】公告は必須記載/通知はオプション記載として問題ないか。
・オプションでよい。（C市）
・当市では記載している。オプションで可です（E市）
【提案】本項目はオプションとする。

4 文書番号 必須 2 0 0 0 0

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 最高価申込者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 買受人 住所又は所在地 必須 2 0 1 0 0 確認中 ・本人に通知する帳票のため（H市）
【確認】「買受人の氏名、住所又は居所」について記載されなければならないものと想定しているが、送付先と
同一であるため不要であるという趣旨か（H市）

12 氏名又は名称 必須 2 0 1 0 0 確認中 ・本人に通知する帳票のため（H市）
【事務局】＃１１と同様

13 滞納者 住所又は所在地 必須 2 0 0 0 0

氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名売却決定通知書※最高価申込者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 売却区分番号 ・売却区分番号を付番するのが一般的であるた
め、必須と想定しています。

必須 7 0 0 1 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

・どの公売か判断する情報がないため不要と考えます。（H市）
【確認】公告番号があればどの公売か判断できるということか。

・ただし、別紙の通りとして、公売財産明細書に譲っている。（I市）
【提案】最高価申込者の決定等、各関連帳票における売却区分番号は必須を想定しており、本帳票も必須と
したい。なお、別紙に記載されても問題はない想定。

16 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

U社では項目名が”売却財産の表示”となっている
R社では項目名が”売却した財産”となっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 2 0 0 0 0

17 売却決定日 ・売却決定日は#19と同日であるため、記載は必
須ではないことから、不要と想定しております。

不要 2 0 1 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・売却決定日と代金納付日については公売広告に記載すれば同日ではないように取扱できるため、必須。
※インターネット公売のシステムでも代金納付日は別途選択可（C市）
・納付日と決定日が同じとは限らないため必要です。（時間まで指定します。）（H市）
・#19と同一ではないが不要（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】＃１９と同一ではないという意見があるが、同一でなくとも不要/同一でないため必要　と意見が分か
れているため、オプションとする。

18 売却価格 必須 2 0 0 0 0

19 買受代金の納付日 必須 2 0 0 0 0

20 備考 必須 2 0 0 0 0

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
といたします。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

24 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要といたします。

必須 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

256 256 売却決定通知書※次順位申込者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・次順位者へ売却決定した事由がないため帳票が無く確認できず（E市）
・項目は全て最高価と同様です（H市）
【事務局】No.255と同一の項目とする。
・了解しました（E市）

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 3 0 0 1 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

3 公告番号 ・公告番号で公告内容と対応付けすることでどの
公売で行われたかがわかるため、必須と想定してお
ります。

必須 3 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

4 文書番号 必須 1 0 0 0 0

5 通知日 必須 1 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 4 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 最高価申込者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 買受人 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

12 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

14 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

15 売却区分番号 ・売却区分番号を付番するのが一般的であるた
め、必須と想定しています。

必須 4 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名売却決定通知書※次順位申込者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売財産の名称、性質数量及び所在公売財産上の賃借権等の権利の内容その他U社では項目名が”売却財産の表示”となっている
R社では項目名が”売却した財産”となっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

17 売却決定日 ・売却決定日は#21と同日であるため、記載は必
須ではないことから、不要と想定しております。

不要 1 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・売却決定日と代金納付日については公売広告に記載すれば同日以外の日も設定可能なため、必須。
※インターネット公売のシステムでも代金納付日は別途選択可（C市）

18 売却決定場所 ・No.242_公売公告兼見積価額公告で記載さ
れるため、不要と想定しています。（No.255_売
却決定通知書※最高価申込者用に、本項目が
なく、統一性を欠く懸念もあります）

不要 0 0 1 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 売却価格 必須 1 0 0 0 0

20 買受代金納付期限 ・#21で充足するため、不要と想定しています。
（No.255_売却決定通知書※最高価申込者
用に、本項目がなく、統一性を欠く懸念もありま
す）

不要 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・売却決定日と代金納付日については公売広告に記載すれば同日以外の日も設定可能なため、必須。
※インターネット公売のシステムでも代金納付日は別途選択可（C市）

21 買受代金の納付日 必須 1 0 0 0 0

22 備考 必須 1 0 0 0 0

23 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
といたします。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

25 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 2 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要といたします。

必須 1 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

259 259 売却決定通知書※第三債務者等用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 必須 ・差押財産が電子記録債権や振替社債が該当するが実務での絶対数が皆無に近いため帳票は作成していな
い。
その他、国税徴収法第122条の公売実績はない。（電話加入権について現在は差押していないため公売もな
し）（E市）
【事務局】要否についてはWT用比較表にて対応
了解しました（E市）
【提案】No256と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 3 0 0 1 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 公告番号 ・公告番号で公告内容と対応付けすることでどの
公売で行われたかがわかるため、必須と想定してお
ります。

必須 3 0 0 1 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.255#3で確認中

4 文書番号 必須 1 0 0 0 0

5 通知日 必須 1 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 4 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 最高価申込者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・送付先ではあくまで第三債務者に対してなので必須。
※そもそも売却決定通知に関しては最高価申込者以外に送らないのではないか？（C市）
【回答】不動産等については（買受人が買受代金を納付したときに）買受人に対して交付するものと思われる
が（国徴118）、債権又は電話加入権、無体財産権等を換価した場合は、第三債務者に対して交付する
ものとされている（国徴122）認識。
【提案】送付先と最高価申込者は異なるので、必須とする。

11 買受人 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

12 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

14 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名売却決定通知書※第三債務者等用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 売却区分番号 ・売却区分番号を付番するのが一般的であるた
め、必須と想定しています。

必須 4 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

16 公売財産の名称、性質数量及び所在公売財産上の賃借権等の権利の内容その他U社では項目名が”売却財産の表示”となっている
R社では項目名が”売却した財産”となっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

17 売却決定日 ・売却決定日は#19と同日であるため、記載は必
須ではないことから、不要と想定しております。

不要 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・売却決定日と代金納付日については公売広告に記載すれば同日以外の日も設定可能なため、必須。
※インターネット公売のシステムでも代金納付日は別途選択可（C市）
【提案】No.255#17と同様とする

18 売却価格 必須 1 0 0 0 0

19 買受代金の納付日 必須 1 0 0 0 0

20 備考 必須 1 0 0 0 0

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
といたします。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 2 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

24 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要といたします。

必須 1 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

261 261 売却決定取消通知書※買受人 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 必須 ・事例がないため帳票は作成していない（E市）
【事務局】要否についてはWT用比較表にて対応
了解しました（E市）
【提案】本帳票は必須とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 1 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 公告番号 ・公告番号で公告内容と対応付けすることでどの
公売で行われたかがわかるため、必須と想定してお
ります。

必須 3 0 0 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.255#3で確認中

4 文書番号 必須 1 0 0 0 0

5 通知日 必須 1 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

10 買受人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・そうなのだが、記載している。#11（I市）
【回答】送付先と、欄を設けた住所・氏名情報は両立するベンダが多い認識だが、S社はさらに独立して買受
人名を記載しており、不要と想定。

11 買受人 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

12 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

14 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

15 売却区分番号 ・売却区分番号を付番するのが一般的であるた
め、必須と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙公売財産目録で対応（I市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名売却決定取消通知書※買受人

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

U社では項目名が”売却決定取消をする財産”と
なっている

必須 1 0 0 0 0

17 売却決定日 ・売却決定取消のため、詳細を記載する必要性が
高くないと考えられるため、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 0 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 売却価額 同上 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

19 買受代金納付日 同上 オプション 0 0 0 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

20 決定を取消す理由 ・取消事由は必要性が高いと思われるため、必須
と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

21 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

22 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 2 0 0 2 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

23 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

24 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
といたします。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

25 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

26 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要といたします。

必須 1 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・必要・不要どちらが事務局方針か不明だが、おそらく不要（C市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

264 264 最高価申込者決定の取消通知書※滞納者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 1 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市
【提案】No.255#3で確認中

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 納税者・納税代理人 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 最高価申込者 住所又は所在地 ・記載してもしなくてもよい事項と思われるため、オプ
ションと想定しています。

オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

12 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 氏名又は名称 同上 オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

15 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者決定の取消通知書※滞納者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売財産の名称、性質数量及び所在
公売財産上の賃借権等の権利の内容
その他

U社では項目名が”決定の取消をする財産（名
称、性質、所在）”となっている
R社では別紙に記載の旨

必須 2 0 0 0 0

17 最高価申込者決定を取消す理由 必須 2 0 0 0 0

18 備考 必須 2 0 0 0 0

19 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

20 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

21 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

22 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

23 ただし書き R社では裏面について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

24 教示文 ・最高価申込者の決定に教示文は不要と思われ
ます。

不要 1 1 0 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不服がある場合については申出可能なため、必須項目と思われる（C市）
・取り消しの場合は必要と考える（E市）
【確認】滞納者が最高価申込決定の取消に不服申し立てするケースがあるということか。（C市）

25 最高価申込価格 ・最高価申込が取り消されたことさえわかればよく、
必須の記載項目とは言えないと考えられるため、オ
プションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

26 最高価申込者の決定年月日 U社,R社では時刻も記載されている 同上 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

265 265 最高価申込者決定の取消通知書※権利者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【提案】No264と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 1 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市
【提案】No.255#3で確認中

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 最高価申込者 住所又は所在地 ・記載してもしなくてもよい事項と思われるため、オプ
ションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

12 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 氏名又は名称 同上 オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

15 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者決定の取消通知書※権利者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売財産の名称、性質数量及び所在公売財産上の賃借権等の権利の内容その他U社では項目名が”決定の取消をする財産（名
称、性質、所在）”となっている
R社では別紙に記載の旨

必須 2 0 0 0 0

17 最高価申込者決定を取消す理由 必須 2 0 0 0 0

18 備考 必須 2 0 0 0 0

19 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

20 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

21 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

22 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

23 ただし書き R社では裏面について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

24 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.4#22のとおり、不要とする。

25 最高価申込価格 ・最高価申込が取り消されたことさえわかればよく、
必須の記載項目とは言えないと考えられるため、オ
プションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

26 最高価申込者の決定年月日 U社,R社では時刻も記載されている 同上 オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

266 266 最高価申込者決定の取消通知書※最高価申込者用 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【提案】No264と同一項目とする。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 公告番号 ・対応する公告を明示するためと想定されますが、
必須とは言えないと考え、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 1 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市
【提案】No.255#3で確認中

5 通知日 必須 2 0 0 0 0

6 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

7 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

8 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

9 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

10 最高価申込者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 最高価申込者 住所又は所在地 ・記載してもしなくてもよい事項と思われるため、オプ
ションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

12 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

13 滞納者 住所又は所在地 ・滞納者情報は公告から確認すればよく、本帳票
には必須とは言えないため、オプションと想定してい
ます。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 氏名又は名称 同上 オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

15 売却区分番号 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名最高価申込者決定の取消通知書※最高価申込者用

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 公売財産の名称、性質数量及び所在公売財産上の賃借権等の権利の内容その他U社では項目名が”決定の取消をする財産（名
称、性質、所在）”となっている
R社では別紙に記載の旨

必須 2 0 0 0 0

17 最高価申込者決定を取消す理由 必須 2 0 0 0 0

18 備考 必須 2 0 0 0 0

19 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

20 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

21 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・無くとも通知としては有効と考えられるため、オプションでも可と判断（C市）

22 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 0 0 0 4 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

23 ただし書き R社では裏面について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・備考欄があるのならば不要（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

24 教示文 ・No.5_配当計算書※権利者＃21「教示文」に
従い、オプションと想定します。

オプション 1 1 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・不服がある場合については申出可能なため、必須項目（C市）
【提案】処分性あり―申立て権利ありであり、必須とする

25 最高価申込価格 ・最高価申込が取り消されたことさえわかればよく、
必須の記載項目とは言えないと考えられるため、オ
プションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

26 最高価申込者の決定年月日 U社,R社では時刻も記載されている 同上 オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 表見出し 公売事項　平成30年8月31日　（公
売広告第　123　号）

・必要性の高い項目と言えないため、不要と想定し
ています。

不要 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須
282 282 延滞金減免決定通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可

オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 申請者 住（居）所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

9 氏名又は住所 必須 1 0 0 0 0

10 決定事由 U社では項目名が”申請事由”となっている 必須 1 0 0 0 0

11 滞納金額 明細は、別紙明細のとおり 必須 1 0 0 0 0

12 合計 ・別紙の未納明細に遷移させれば、記載は必須で
はないため、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・合計だけでも１枚目で知りたい（I市）
【提案】合計だけでも一枚目で確認できることが有用という意見があるため、必須とする。

13 滞納者 住所 ・延滞金減免において、滞納者と申請者が異なる
場合があるのでしょうか。（委任者等があり得るで
しょうか。）
・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。	

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・納税管理人による申請もあります。（B市）
・事務局と同意見。なお、委任者はまずない。（C市）
・破産時の弁護士が申請者の場合等あり（F市）
【提案】納税管理人や破産時の弁護士の場合が考えられるため、必須とする。

14 氏名 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・同上（B市）
・事務局と同意見。なお、委任者はまずない。（C市）
【事務局】＃１３と同様

15 詳細 4/12震災被害 ・#10「決定事由」でも対応できると思われるため、
オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・#10「決定事由」は、根拠法令に当たるもので、詳細事項の記載も必要と考えます。（B市）
・事務局と同意見（C市）
・決定事由で対応可（F市）
【提案】詳細事項の記載が必要という意見があるため、オプションとする。

事務局見解

税目
帳票N
帳票名延滞金減免決定通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 延滞基準日 ・S社は、別紙未納明細書にて記載 ・別紙に遷移して記載されても問題ないため、オプ
ションと想定しています。

オプション 0 0 2 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙明細で対応可（F市）
・免除の理由に記載。（J市）
【提案】免除決定の理由（＃１５）での記載でも問題なく、別紙未納明細でも記載される想定の項目であ
るため、必要性は高くないと考え、オプションとする。

17 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

21 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

283 283 徴収猶予申請書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 申請文書本文 S社社は、「地方税法第１５条の規定により、下
記のとおり徴収猶予の申請をします。」と記載

・＃11「該当条項」にも記載されますが、本文が記
載されるのは自然と考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・本文は必要と考えます（F市）
・条文は記載なし。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

4 申請日付 必須 1 0 0 0 0

5 申請者 住(居)所又は所在地 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

6 氏名又は名称 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

7 徴収猶予を受けようとする金額 別紙未納明細書のとおり 必須 1 0 0 0 0

8 合計 必須 1 0 0 0 0

9 徴税猶予を受けようとする期間 必須 1 0 0 0 0

10 納付(納入)すべき徴収金 明細については、別紙納付（納入）す
べき徴収金明細書のとおり

633「未納明細書（非徴収猶予対象分）」参照 ・＃７「徴収猶予を受けようとする金額」と、未納
明細を突き合せればわかるため、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 3 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙のとおりと記載。（J市）
【事務局】NO.307#10と同様、必須とする

11 該当条項 必須 1 0 0 0 0

12 徴収猶予を必要とする理由 必須 1 0 0 0 0

13 納付計画 R社では項目名が”徴収猶予金額の納付計画”と
なっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

14 担保提供 必須 1 0 0 0 0

15 備考 全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと言
い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】＃１６を不要とするため、本項目を必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名徴収猶予申請書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社では、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分
費」に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【事務局】No.167#16と同様、不要とする。
【事務局】S社記載の、「記載された額の計算日にかかる注意書き」については、新規に項目化し、オプションと
する。

17 納税義務者 職業 ・交渉経過上で記録されればよい内容と見受けら
れるため、オプションと想定しています。

オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・聞き取りで代用可（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 電話 同上 オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No1#34と同様

20 1 0 0 0 0 不要 ・追加
申請者に連絡することが考えられるため、項目に「電話番号」を追加してほしい（C市）
【確認】＃１８の納税義務者の電話番号欄とは異なるか。なお、＃１８は聞き取りでよいため不要と想定。
（C市）
・郵送での申請もあるため電話番号が記入できた方が好ましいが、不要するならそれで構いません。（C市）

21 記載された額の計算日にかかる注意書き オプション 【事務局】＃１６のとおり



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

284 284 徴収猶予期間延長申請書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 申請文書本文 ・根拠法令などが記載 ・＃11「該当条項」にも記載されますが、本文が記
載されるのは自然と考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・条文は記載なし。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

4 申請日付 必須 1 0 0 0 0

5 申請者 住(居)所又は所在地 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

6 氏名又は名称 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

7 延長を受けようとする金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

632「未納明細書（徴収猶予対象分）参照 必須 1 0 0 0 0

8 合計 必須 1 0 0 0 0

9 延長を受けようとする期間 必須 1 0 0 0 0

10 該当条項 ・延長申請書への記載は必須ではないと考えられ
るため、オプションと想定しています。

オプション 1 0 2 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

11 猶予期間内に、納付（納入）することができないやむを得ない理由 R社では項目名が”期間延長の理由”となっている 必須 1 0 0 0 0

12 納付計画 R社では項目名が”徴収猶予金額の納付計画”と
なっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

13 担保提供 ・期間延長にも、担保提供は必須でしょうか。
・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。なお、本市では記載有。（C市）
・オプションでよいと思われる。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 備考 全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと言
い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】＃１５を不要とするため、本項目を必須とする。

15 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社では、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分
費」に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名徴収猶予期間延長申請書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納税義務者 職業 ・交渉経過上で記録されればよい内容と見受けら
れるため、オプションと想定しています。

オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・聞き取りで代用可（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 電話 同上 オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No1#34と同様

19 1 0 0 0 0 不要 ・追加
申請者に連絡することが考えられるため、項目に「電話番号」を追加してほしい（C市）
【提案】No283#20で確認中
・郵送での申請もあるため電話番号が記入できた方が好ましいが、不要するならそれで構いません。（C市）
【提案】No283#20のとおり、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

289 289 徴収猶予の許可通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 申請者 住所又は所在地 ・猶予申請への回答に、申請者情報を記載する
必要性は高くないと考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 2 0 1 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・申請者情報の記載は不要と考えます（F市）
・記載なし。（J市）

・申請者は税理士であることはありますが、許可書自体は納税義務者に交付します。（H市）
【確認】税理士が申請する場合、宛先は納税義務者/本項目は税理士の情報が記載されると思われるが、そ
れでも必要性は低いということか（H市）

9 氏名又は名称 同上 オプション 2 0 1 4 0 確認中 【事務局】＃８と同様

10 納付義務者 住所又は所在地 ・延滞金減免において、滞納者と申請者が異なる
場合があるのでしょうか。（委任者等があり得るで
しょうか。）
・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。	

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。異なる場合はほぼない。（C市）
・委任者等はあり得ると考えます（F市）
・納税者住所を記載。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

11 氏名又は名称 同上 オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。異なる場合はほぼない。（C市）
・納税者氏名を記載。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

12 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

U社では項目名が”猶予額”となっている
R社では大分類が”徴収猶予を受けようとする金
額”となっている

必須 1 0 0 0 0 必須 ・滞納ではなく未納です。（H市）
・滞納金額ではなく、徴収猶予金額。（J市）
【提案】文言の規定はない認識のため、「猶予額」に修正する。
・了解しました（E市）
・提案に同意します（F市）

13 合計 R社では大分類が”徴収猶予を受けようとする金
額”となっている

・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】合計額は、他の帳票でも必須記載が想定されるため、必須とする。

・別紙の通りと記載。（J市）
【回答】＃１２で、別紙への遷移を記載

14 滞納処分費 R社では大分類が”徴収猶予を受けようとする金
額”となっている

同上 オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【事務局】＃１３と同様

事務局見解

税目

帳票N
帳票名徴収猶予の許可通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 猶予期間 必須 1 0 0 0 0

16 納付計画 詳細は、別紙納付計画書のとおり ・納付計画は必要の記載も必要と考えられるた
め、必須と想定しています。

必須 5 0 0 2 0 必須 ・別紙として問題ないと思われるため、本項では不要で問題ないと考えます。（A市）
【回答】”詳細は、別紙納付計画書のとおり”の記載などでもよいと想定

・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

17 徴収猶予金額の納付計画 合計 ・合計の記載は、別紙でも構わないため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１３と同様

18 該当条項 ・該当条項は必要性が高いと考えられるため、必
須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 担保 ・担保の記載は必要性が高いと考えられるため、必
須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 申請日 ・申請日の使途が不明であり、必須と言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

・許可書にいつの申請の許可なのか記載する必要があります。本文に記載するか下記の申請の許可と記載する
かの問題と思われます。（H市）
【提案】＃２４猶予事由詳細の本文中の記載でも事足りるため、オプションとし、ベンダの実装に委ねることと
する。

21 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

22 教示文 ・滞納者宛ての教示文は必要性が高いと考えられ
るため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
・不利益処分ではないため不要と考えます。（H市）
【提案】不利益処分でないため不要であるものの、必須とする団体があるため、オプションとする。

23 猶予事由 ・書いた方が滞納者にとって理解しやすいですが、
必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

24 猶予事由詳細 同上 オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

25 備考 R社では備考欄に合計額（税額＋督促手数料
＋延滞金）が記載されている

・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄あり。（J市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

26 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

27 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

28 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

290 290 徴収猶予取消通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・納税者住所を記載。（J市）
【事務局】No.289＃１０が必須のため、必須とする。

9 氏名又は名称 同上 必須 7 0 0 0 0 必須 【事務局】＃８と同様

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

R社では大分類が"徴収猶予を取り消した金額"と
なっている

必須 1 0 0 0 0 必須 ・289＃12に同様（滞納とは限りません）（H市）
【提案】項目を「猶予額」に修正する。

11 合計 R社では大分類が"徴収猶予を取り消した金額"と
なっている

・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙の通りと記載。（J市）
【事務局】No289#13と同様

12 徴収猶予決定日 R社では項目名が”猶予申請日”となっている 必須 1 0 0 0 0 必須 ・決定日を本文と分けて項目表示するなら許可の文書番号も必須と考えます。（H市）
【確認】他の構成員においても、同様の意見か。
・同意見（B市）
・本市では文書番号の記載ないが、あっても構わない。（C市）
・本文中に取消対象申請を同定する情報が不足する場合は必要と考えます（F市）
【提案】必要という意見が多いため、猶予許可の文書番号を必須とする。

13 取消事由 必須 1 0 0 0 0 必須 ・弁明の概要欄も必要（I市）
【提案】＃１４，１５の活用で対応を想定

14 備考 R社では備考欄に合計額（税額＋督促手数料
＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0

15 ただし書き
「記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名徴収猶予取消通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0

17 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

18 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 徴収猶予を取り消した期間 ・記載の必要性は低いと考え、オプションと想定して
います。

オプション 1 0 0 5 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・徴収猶予取消年月日を記載。（J市）
【確認】徴収猶予取消年月日は、通知日とほぼ同一に思えるが、具備の必要はあるか（J市）
【提案】必要なければ、必要な意見無として不要とする。
・追記。オプション可ですが、現状猶予取消日の記載あり。通知日と異なる可能性もあります。（Ｃ市）
・了解しました（E市）
・居所不明などで、送付先調査や公示送達などにより、再発送における通知日と取消年月日が異なることは
ある得ると考えます。（H市）
・通知日とは別になる可能性はあるが、＃20の記載があれば同じ意味なので必要はない。（J市）
【提案】本項目を必須とし、項目名を、「徴収猶予取消年月日」に修正する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

291 291 徴収猶予の不許可通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・納税者住所を記載。（J市）
【事務局】No.289＃１０が必須のため、必須とする。

9 氏名又は名称 同上 必須 6 0 0 0 0

10 滞納金額 明細は、別紙明細のとおり R社では明細の枠はあるが「別紙のとおり」と記載さ
れておりすべての欄が空欄になっている。

必須 1 0 0 0 0 確認中 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】＃１１にて反映
・了解しました（E市）

・未納（H市）
【事務局】No289#12と同様

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 1 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙の通りと記載。（J市）
【事務局】No289#13と同様

12 滞納処分費 同上 オプション 1 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙の通りと記載。（J市）
【事務局】No289#14と同様

13 不許可事由 R社では項目名が”徴収猶予不許可の理由”と
なっている

必須 1 0 0 0 0

14 申請日 R社では項目名が”猶予申請日”となっている 必須 1 0 0 0 0 オプション ・289＃20と同様と考えます。（H市）
【提案】No289#20と同様の対応とする、

15 注意事項備考 必須 1 0 0 1 0 必須 ・用途不明です（H市）
【提案】ベンダサンプルでは注意事項となっているが、「備考」として残せば問題ないように思えるため、備考に
修正して、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名徴収猶予の不許可通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0

17 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

18 徴収猶予を受けようとした期間 ・受けようとした期間を記載しなくても、納付義務
者情報と申請日で特定可能と思われるため、不要
と想定しています。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 担当者 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

21 電話 ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

300 300 職権による換価猶予許可通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】No.289＃１０が必須のため、必須とする。

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 0 0

10 滞納金額 ※明細については、別紙未納明細書の
とおり

U社では項目名が”猶予金額”となっている
R社では大分類が"換価猶予を受けようとする金額
"となっている

必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【回答】＃１１にて反映

11 合計 R社では大分類が"換価猶予を受けようとする金額
"となっている

・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙の通りと記載。（J市）
【事務局】No289#13と同様

12 滞納処分費 同上 オプション 2 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙の通りと記載。（J市）
【事務局】No289#14と同様

13 猶予期間 必須 1 0 0 0 0

14 該当条項 必須 1 0 0 0 0

15 担保 ・職権による換価の猶予で担保にとることは少ない
と考えられるが、条例次第でありうるとも思えるの
で、オプションと想定します。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・徴収の猶予にそろえるべきと考えます（H市）
【提案】No.289＃19に従い、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名職権による換価猶予許可通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納付計画 詳細は、別紙納付計画書のとおり ・本帳票は許可通知さえできればよく、納付計画の
記載は他帳票で可能であるため、必須とは言えな
いことから、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・小分類の記載があればよいと考える（E市）
・徴収の猶予にそろえるべきと考えます（H市）
・構わないが、許可通知書に欄はほしい（I市）
【提案】No.289＃16に従い、必須とする。

17 換価猶予金額の納付計画 合計 同上 オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.289＃17に従い、必須とする。

18 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

19 教示文 ・滞納者宛ての教示文は必要性が高いと考えられ
るため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・不利益処分でないため不要と考えます。（H市）
【事務局】No.289#22と同様

20 備考 R社では備考欄に合計額（税額＋督促手数料
＋延滞金）が記載されている

・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

21 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

301 301 職権による換価猶予取消通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て徴収猶予の帳票に同じ（H市）
【事務局】No.290と同一項目とする（項目名の一部は、徴収猶予→職権による換価猶予に修正）

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 0 0

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

R社では大分類が”換価猶予を取り消した金額”と
なっている

必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

11 合計 R社では大分類が”換価猶予を取り消した金額”と
なっている

・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 換価の猶予決定日 R社では項目名が”猶予申請日”となっている 必須 1 0 0 0 0

13 取消事由 必須 1 0 0 0 0

14 備考 R社では備考欄に合計額（税額＋督促手数料
＋延滞金）が記載されている

必須 1 0 0 0 0

15 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載
R社では裏面について説明が記載されている

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名職権による換価猶予取消通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0

17 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 換価猶予を取り消した期間 ・記載の必要性は低いと考え、オプションと想定して
います。

オプション 0 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションでよろしいかと思います。当市の帳票にも欄はございません。（I市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

307 307 申請による換価猶予申請書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 申請文書本文 ・＃11「該当条項」にも記載されますが、本文が記
載されるのは自然と考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】No.283#2と同様

3 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

4 申請日付 必須 1 0 0 0 0

5 申請者 住(居)所又は所在地 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

6 氏名又は名称 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0 必須 ・申請者と納税義務者との関係という項目もある。（I市）
【確認】必要性はあるものの申請書に記載せずとも交渉経過等で問題ないと思えるが、新規に「申請者と納
税義務者との関係」という項目を作成する必要性は高いか。
・交渉経過で代用可能と考えます（F市）
・必要性は高くない。当市の条例施行規則の様式の改正が必要になるが。（I市）
【提案】「申請者と納税義務者との関係」について、追加はしない想定

7 徴収猶予を受けようとする金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

632「未納明細書（徴収猶予対象分）を参照
R社では大分類の項目名が”換価猶予を受けよう
とする金額”となっている

必須 1 0 0 0 0 必須 ・換価の猶予を受けようとする金額（I市）
【事務局】換価の猶予を受けようとする金額に修正する。

8 合計 R社では大分類の項目名が”換価猶予を受けよう
とする金額”となっている

必須 1 0 0 0 0

9 換価の猶予を受けようとする期間 必須 1 0 0 0 0

10 納付(納入)すべき徴収金 明細については、別紙納付（納入）す
べき徴収金明細書のとおり

633「未納明細書（非徴収猶予対象分）を参
照

・＃７「徴収猶予を受けようとする金額」と、未納
明細を突き合せればわかるため、オプションと想定し
ています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙未納明細のとおりで構わないが、かかる記載をするためにも当該項目は必要。納付等すべき徴収金＝未
納明細、このうち、#7が換価の猶予を受けようとする金額。（I市）
【提案】必要性が高いとする意見があるため、必須として定義する。

11 該当条項 必須 1 0 0 0 0

12 徴収金を一時に納付（納入）すること
により事業の継続または生活の維持が困
難となる事情の詳細

必須 1 0 0 0 0

13 納付計画 R社では項目名が”換価猶予金額の納付計画”と
なっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

14 担保提供 必須 1 0 0 0 0

15 担保を提供できない理由 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名申請による換価猶予申請書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

必須 2 0 0 2 0 必須 ・必須項目ではないと考えます。（A市）
・必要・OPどちらが事務局方針か不明だが、オプションで可。（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

17 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社では、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分
費」に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

18 納税義務者 職業 ・交渉経過上で記録されればよい内容と見受けら
れるため、オプションと想定しています。

オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 電話 同上 オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

・#6（I市）
【確認】＃６の意見”申請者と納税義務者との関係”に記載されるという趣旨か（I市）
【提案】必要性が高い場合は、オプションを検討する。
・#6の申請者にかかる氏名又は名称と同様に扱うという意味です。当市の様式では記載がありますが、改正
すればよいので、オプションでよいかと思います。（I市）
【提案】必須という意見がないため＃６と同様、不要とする。

20 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

308 308 申請による換価猶予期間延長申請書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0 必須 ・307換価猶予申請書と併用かっこ書きで記載している（E市）
【回答】ベンダサンプルを見る限り項目に差があるため、構成員からコメントをいただく

2 申請文書本文 根拠条文などを記載 ・＃10「該当条項」にも記載されますが、本文が記
載されるのは自然と考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】No.283#2と同様

3 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

4 申請日付 必須 1 0 0 0 0

5 申請者 住(居)所又は所在地 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

6 氏名又は名称 R社では大分類の項目名が”納税義務者”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

7 延長を受けようとする金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

632「未納明細書（徴収猶予対象分）を参照 必須 1 0 0 0 0

8 合計 必須 1 0 0 0 0

9 延長を受けようとする期間 必須 1 0 0 0 0

10 該当条項 ・延長申請書への記載は必須ではないと考えられ
るため、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

11 猶予期間内に、納付（納入）することができないやむを得ない理由 R社では項目名が”期間延長の理由”となっている 必須 1 0 0 0 0

12 納付計画 R社では項目名が”換価猶予金額の納付計画”と
なっている
また、別紙に記載の旨がある

必須 1 0 0 0 0

13 担保提供 ・期間延長にも、担保提供は必須でしょうか。
・なお、事務局においては、一旦オプションとして想
定しております。

オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 備考 全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと言
い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

15 ただし書き
記載された額の計算日にかかる注意書
き

S社社では、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分
費」に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】No.283#16と同様、項目名称を「記載された額の計算日にかかる注意書き」に修正し、オプションと
する。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名申請による換価猶予期間延長申請書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納税義務者 職業 ・交渉経過上で記録されればよい内容と見受けら
れるため、オプションと想定しています。

オプション 0 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

17 電話 同上 オプション 0 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、本市では記載有。（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

309 309 未納明細（申請による換価猶予対象分） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 滞納者 住所 必須 1 0 0 0 0

3 氏名 必須 1 0 0 0 0

4 科目 R社では項目名が”税目”となっている 必須 1 0 0 0 0

5 賦課年度 R社では項目名が”賦課相当”となっている 必須 1 0 0 0 0

6 相当年度 必須 1 0 0 0 0

7 期別 必須 1 0 0 0 0

8 未納額 必須 1 0 0 0 0

9 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

10 延滞金 必須 1 0 0 0 0

11 合計金額（#8，9，10の各合計） 必須 1 0 0 0 0

12 納期限 必須 1 0 0 0 0

13 法定納期限等 必須 1 0 0 0 0

14 合計（総合計） 必須 1 0 0 0 0

15 調査日 R社では項目名が”現在日”となっている 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名未納明細（申請による換価猶予対象分）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 必須 1 0 0 0 0

17 科目凡例 S社社は、「普徴：住民税（普徴）・・・」等の凡
例を記載

・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No1#34と同様

19 世帯番号 ・明細に記載する必要はないと考え、不要と想定し
ています。

不要 0 0 3 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 通知書番号 必須 1 0 0 0 0

21 ただし書き R社では金額の計算について説明が記載されてい
る

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

313 313 申請による換価猶予の許可通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て申請による徴収猶予の帳票に同じ（H市）
・地方税法第15条の６の２第３項で、第15条の２の２が準用され、シートNO,289と同一でよい。（I市）
【提案】No.289と同一項目とする。

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 0 0

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

U社では項目名が”猶予金額”となっている 必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 滞納処分費 同上 オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 猶予期間 必須 1 0 0 0 0

14 納付計画 詳細は、別紙納付計画書のとおり ・納付計画は必要の記載も必要と考えられるた
め、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・必須項目ではないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 換価猶予金額の納付計画 ※使途不明 0 0 0 4 0 ・必須項目ではないと考えます。（A市）
・本市に記載なし（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名申請による換価猶予の許可通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 該当条項 ・該当条項は必要性が高いと考えられるため、必
須と想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 担保 ・担保の記載は必要性が高いと考えられるため、必
須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 申請日 ・申請日の使途が不明であり、必須と言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 ただし書き S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 教示文 ・滞納者宛ての教示文は必要性が高いと考えられ
るため、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

22 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

23 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

314 314 申請による換価猶予取消通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て申請による徴収猶予の帳票に同じ（H市）
・地方税法第15条の６の３第２項により、法第15条の３第３項が準用され、シート290と同一でよいと思われ
る。（I市）
【提案】No.290と同一項目を具備するほか、＃３のとおり、「徴収猶予を取り消した期間」を新規に項目追
加する。

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0 ・追記。オプション可ですが、現状猶予取消日の記載あり。通知日と異なる可能性もあります。（Ｃ市）
【回答】No290＃２０と同様、「徴収猶予を取り消した期間」を新規に項目追加する。

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 0 0

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 換価の猶予決定日 ・決定日を示すのは必須ではないと考えられるた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションで良いと考えます（F市）

13 取消事由 必須 1 0 0 0 0

14 備考 必須 1 0 0 0 0

15 ただし書き S社社は、「ただし、「延滞金」及び「滞納処分費」
に掲げた金額はこの調書作成の日までのもので
す。」と記載

・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名申請による換価猶予取消通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0

17 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 3 0 2 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 3 0 1 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

315 315 申請による換価猶予の不許可通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 0 0 ・項目は全て申請による徴収猶予の帳票に同じ（H市）
・地方税法第15条の６の２第３項で、第15条の２の２が準用され、シートNO,291と同一でよい。（I市）
【提案】No.291と同一項目とする。

2 カスタマ―バーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0

4 通知日 必須 1 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

6 通知書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知書本文テキスト 必須 1 0 0 0 0

8 納付義務者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 0 0

10 滞納金額 明細は、別紙明細のとおり R社では明細の枠はあるが「別紙のとおり」と記載さ
れておりすべての欄が空欄になっている。

必須 1 0 0 0 0 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 滞納処分費 同上 オプション 2 0 1 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

13 不許可事由 必須 1 0 0 0 0

14 申請日 必須 1 0 0 0 0

15 注意事項 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名申請による換価猶予の不許可通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 教示文 必須 1 0 0 0 0

17 公印 No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 換価猶予を受けようとした期間 ・受けようとした期間を記載しなくても、納付義務
者情報と申請日で特定可能と思われるため、必須
とは言えないことから、オプションと想定しています。

オプション 0 0 2 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

20 担当者 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

21 電話 ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

330 330 滞納処分の停止通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 滞納者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・宛先と同一で構わない、あるいは滞納明細に掲載されていればよい（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 1 0

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【事務局】＃１１で反映

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙のとおりと記載。（J市）
【提案】合計額が必要という意見もあるため、本項目は必須とする。

12 執行停止理由 ・#17「停止要件」だけで十分と思われるが、詳細
な説明を記載する場合に備えて、オプションと想定
しています。

オプション 1 0 3 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

・テキストにて、地方税法の根拠条文を記載。（J市）
【回答】＃１７で根拠条文は記載される想定

13 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

15 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名滞納処分の停止通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

17 停止要件 地方税法第１５条の７第１項第１号
（財産なし）

必須 1 0 0 0 0 必須 ・小分類の意味が分かりません（H市）
【回答】サンプルに記載の例を示しており、各根拠法令が記載される想定
→１号だけでなく1号、２号、３号の記載をするということでしょうか？
【回答】ご認識のとおり
【事務局】備考欄に地方税法の根拠法令が記載される旨追記し、分類からは元気才を削除する。

18 決定日 ・停止は、停止通知の到達から始まると考えるた
め、決定日は項目として使用できないと考えられる
ことから、不要と想定しています。

不要 2 0 0 5 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

・停止は、自治体の決定によるものなので、決定日の表示は必要と考えます。（B市）
・執行停止は停止の決議をしたときから始まります。到達は有効になるかどうかの条件です。再発送により送付日
と決定日が異なる場合があるため必須と考えます。（H市）
・当市の帳票（税条例施行規則にも様式の定め有）には、執行停止日が記載されている。（I市）
【提案停止は自治体の決定によるものであるため、必須として定義する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

331 331 滞納処分の停止解除通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 必須 ・そもそも、停止の取消しであって解除ではない（I市）
【提案】WT用比較表の帳票名称を、”滞納処分の停止取消通知書”修正する。

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 滞納者 住所又は所在地 ・納税義務者情報は、対象を特定するために必要
と思われるため（≠宛先）、必須と想定していま
す。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

9 氏名又は名称 同上 必須 5 0 0 1 0

10 滞納金額 明細については、別紙未納明細書のとお
り

必須 1 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）
【事務局】＃１１で反映

11 合計 ・別紙明細に記載されるのであればよいため、本帳
票ではオプションと想定しています。

オプション 3 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙のとおりと記載。（J市）
【提案】合計額が必要という意見もあるため、本項目は必須とする。

12 滞納処分費 同上 オプション 2 0 1 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙のとおりと記載。（J市）
【事務局】＃１１と同様、必須とする。

13 執行停止解除理由 必須 1 0 0 0 0

14 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

15 教示文 ・滞納者宛ての教示文は必要性が高いと考えられ
るため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名滞納処分の停止解除通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

17 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

18 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 停止時の取消要件 ・記載が必須とは言えないと考えられるため、オプ
ションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃１３に統合されると考えます。（H市）
・どの箇所の事なのか不明…（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】＃１３で充足できるため、本項目は不要とする。

20 取消日 ・停止は、停止通知の到達から始まると考えるた
め、取消日は項目として使用できないと考えられる
ことから、不要と想定しています。

不要 2 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・停止取消は、自治体の決定によるものなので、取消日の表示は必要と考えます。（B市）
・事務局と同意見（C市）
・取消は決定日から始まります。到達は有効かどうかの基準です。（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】必須とする意見が多いため、必須として定義する。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

334 334 競売続行決定通知書※政令12条 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 必須 ・334の※政令9条と共用（E市）
【回答】条文以外同内容と認識している。
・了解しました（E市）

・すみません、当市では帳票を用意しておりません。（I市）

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 通知日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

9 滞納者 住所又は所在地 必須 2 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

11 事件番号 必須 2 0 0 0 0

12 差押財産 必須 2 0 0 0 0

13 差押日 ・本帳票は、競売が続行することを通知できればよ
いため、必須とは言えないことから、オプションと想定
しています。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

14 続行決定日 同上 オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・続行決定通知に必要な情報です。（H市）
・記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
→続行決定を知らせる通知であるのにいつ続行決定したかを知らせないのは不適切ではないかと考えます。
（H市）
【提案】続行決定通知の主となる項目であるため、必須とする。

15 続行決定のあった裁判所の名称 ・＃11「事件番号」があれば、本情報は必須とは
言えないと考えられるため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事件番号は裁判所毎に付番され裁判所がなければ事件を特定できません。（H市）
・執行裁判所欄に記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
→上記でも述べましたがこの項目がなければ事件を特定できないため必須とすべきと考えます。（H市）
【提案】続行決定通知の主となる項目であるため、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名競売続行決定通知書※政令12条

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 必須 2 0 0 0 0

17 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

18 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 滞納額 内訳は別紙に記載 ・滞納額を示す必要性は高いでしょうか。
・一旦オプションと想定しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 5 0 オプション ・滞納額＝徴収金のため必要と考えます。（B市）

・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市帳票に記載ないがため。ただし、他市の状況次第。（C市）
・必要事項ではないと考える（E市）
・記載なし。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

335 335 競売続行決定通知書※政令9条 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 ・334の※政令12条と共用（E市）
・項目は政令12条と全て同じ（H市）
・すみません、当市では帳票を備えておりません。（I市）
【事務局】No,334と同項目を具備する想定
・了解しました（E市）

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 通知日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 通知文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 権利者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 0 0 2 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

9 滞納者 住所又は所在地 必須 2 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 2 0 0 0 0

11 事件番号 必須 2 0 0 0 0

12 差押財産 必須 2 0 0 0 0

13 差押日 ・本帳票は、競売が続行することを通知できればよ
いため、必須とは言えないことから、オプションと想定
しています。

オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）

14 続行決定日 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

15 続行決定のあった裁判所の名称 ・＃11「事件番号」があれば、本情報は必須とは
言えないと考えられるため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・執行裁判所欄に記載あり。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名競売続行決定通知書※政令9条

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 必須 2 0 0 0 0

17 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

18 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 滞納額 内訳は別紙に記載 ・滞納額を示す必要性は高いでしょうか。
・一旦オプションと想定しますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・滞納額＝徴収金のため必要と考えます。（B市）
・本市帳票に記載ないがため。ただし、他市の状況次第。（C市）
・必要事項ではないと考える（E市）
・記載なし。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

336 336 求意見等に対する回答書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 裁判所（執行機関） ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

9 債権者 住所 ・＃11「債務者件所有者」があれば、本項目は必
須とは言えないため、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 4 0

10 氏名 同上 オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・具備するのが好ましいと考えます（F市）
・記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

11 債務者兼所有者
滞納者

住所 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 1 0 0 0 0 必須 ・債務者と所有者は別のことがあり表示項目としては所有者（＝滞納者）でよい（H市）
【確認】項目名を所有者に修正してよいか
・滞納者が望ましい。また、帳票名は回答書ではないでしょうか。（B市）
・恐らく所有者でよい。（C市）
・「滞納者」としているが、所有者でも問題ないと思います。（E市）
・修正してよい。（F市）
【提案】滞納者とする意見が多いため、項目名を滞納者とする。
【提案】帳票名称を「回答書」に修正する。

12 氏名 U社、R社では大分類が”滞納者”となっている 必須 1 0 0 0 0

13 事件番号 必須 1 0 0 0 0

14 意見内容 必須 1 0 0 0 0

15 差押年月日 ・本帳票は求意見への回答ができればよく、この項
目は必須ではないと考えられるため、オプションと想
定しています。

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションで良いと考えます（F市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名求意見等に対する回答書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 差押財産 R社では別紙に記載の旨 同上 オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

17 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・欄なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

19 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

20 TEL R社では内線も記載されている ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

355 355 相続による納付義務承継通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 通知日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 通知文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 通知文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 滞納者 ・送付先の記載で充足すると考えます。 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・被承継者住所氏名等の記載があれば不要（B市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

9 被相続人 住所又は所在地 必須 1 0 0 0 0

10 氏名又は名称 必須 1 0 0 0 0

11 納付（納入）すべき金額 詳細は、別紙明細書のとおり 必須 1 0 0 0 0

12 備考 必須 1 0 0 0 0

13 教示文 ・滞納者宛ての教示文は必要性が高いと考えられ
るため、必須と想定しています。

必須 7 0 1 0 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

・承継（相続）は自動的に発生するもので、承継通知は行政処分の通知ではなくただのサービスであるから。
（H市）
【確認】教示文を記載している構成員において、記載の理由を伺う。
【提案】必要性がない場合は、不要を検討する。
・不要（B市）
・本市の現行帳票でも教示分の掲載はないため、不要でよい。（C市）
・了解しました（E市）
・元々システム上の書式に記載されている以上の理由はない。無くても良い。（F市）
・H市指摘の通り不要。（J市）
【提案】不要とする。

14 連絡先 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名相続による納付義務承継通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 担当 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

16 TEL ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 1 1 0 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

17 用紙区分 ・No.1_充当通知書＃33「用紙区分」に伴い、不
要と想定しています。

不要 1 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・No.1充当通知書＃３３の意見のとおり（F市）
・項目の意味不明。（J市）
【事務局】帳票タイトル等で判別可能であり、不要という意見もあることから、本項目は全帳票で不要として定
義する。
【提案】No1#33のとおりオプションとする。

18 納付すべき額（承継金額） 必須 1 0 0 0 0 必須 ・明細は延滞金の計算で通常のものでは対応できない点に注意（H市）

19 納付期限 ・納期限は記載した方が相続人が理解しやすいた
め、必須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

・納期限と混同する恐れがあるので指定期限等に表現を変えた方がよいと考えます。（H市）
【事務局】催告等で記載の納付期限を示す項目名は、全て”指定期限”に修正する

20 納付場所 ・納付場所を指定する必要性が低いと考えられ、
不要と想定しています。

不要 2 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 滞納金額 小計 ・滞納者の未納明細と同一の情報であり、添付す
ればよいことから必須とは言えず、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 2 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・承継分に限った金額であり、延滞金の計算も特殊で滞納者の未納明細とは同一ではありません。（H市）
【回答】計算内容は変わるが、帳票上の項目は変わらないと想定している
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 滞納処分費（法律による金額） 同上 オプション 2 0 2 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

23 合計 同上 オプション 3 0 2 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

24 備考 R社では備考欄に小計の合計額（税額＋督促
手数料＋延滞金）が記載されている

・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・注意事項として記載。（J市）
【事務局】R社の小計の合計額はNo131＃１１のとおり項目化を不要とすることから、本備考欄についても
不要とする。

25 ただし書き R社では裏面について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

374 374 金融機関の預貯金等の調査証 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 ・本帳票は持参する性質のものであり、宛先は必
須ではないことから、オプションと想定しています。

オプション 4 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・調査先金融機関に関しては現在記載しているため（F市）
・郵送、持参のいずれも宛先は記載している。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

2 文書番号 ・公印があれば文書番号が付番されるのは自然と
思えるため、必須と想定しています。

必須 3 0 1 3 0 オプション ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現状文書番号の付番をせず、別に公印使用の管理をして対応している（F市）
・記載あり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

3 調査日 必須 1 1 0 0 0 必須 ・手書き想定です。（H市）

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 調査証タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 調査証本文 必須 1 0 0 0 0

8 根拠法令 ・根拠法令は必要であるように思われます。
・必須といたしますが、ご意見をお願い致します。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市でも記載有。（C市）
・滞納税目ごとに根拠法令が異なり、システムで判定して印字する必要があります。（H市）
・回答してくれない（I市）
・照会文のテキストに根拠法令を記載。（J市）
【提案】必須多数（記載がないと回答してくれない）のため、必須とする。

9 住所 R社では住所が2つ記載されている
(特に項目名の記載はないが、それぞれ現住所と
前住所を示しているとも考えられる)

必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・銀行の保持する住所に一致する住所を記載する
ため必要性が高いですが、必須とは言えないため、
オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・よろしいかと思います。（I市）
・参考事項欄に記載。（J市）
・登録住所が前住所とは限らない（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

11 氏名 フリガナ 必須 1 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0 必須 ・※通称名も含む（H市）

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・登録氏名と相違する可能性があるなら必須と考えます（F市）
・同上（I市）
・参考事項欄に記載。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

14 漢字（名称） 同上 オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・参考事項欄に記載。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

15 生年月日 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名金融機関の預貯金等の調査証

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 ・個人を特定するために、必須の情報と思われるた
め、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・LGBTの観点からも不要（I市）
・参考事項欄に記載。（J市）
【提案】I市意見と、「だれもが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがない
ような社会を目指す」との記載があること（男女共同参画基本計画から抜粋）を踏まえ、オプションとして定
義する。

17 預貯金等の種類 ・口座情報の詳細ですが、調査証に記載が必要な
事項とは言えないと考えられ（必要であれば、照会
文書を持参すればよい）、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事前に郵送による調査で判明していても、記載しない。回答文を持参することはある。（I市）
・現在のシステムでは記載あり。（調査書と回答書をほぼ同じ様式としているため。）（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 口座番号 同上 オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは記載あり。（調査書と回答書をほぼ同じ様式としているため。）（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 現在残高 同上 オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは記載あり。（調査書と回答書をほぼ同じ様式としているため。）（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 最終移動日若しくは満期日 同上 オプション 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在のシステムでは記載あり。（調査書と回答書をほぼ同じ様式としているため。）（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 相殺適状にある債権の有無、債権種別
及び金額

同上 オプション 0 0 1 5 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・このあたりがわからないので、直接臨店するのでは？（I市）
【確認】照会文書でも回答してもらえるようにすれば問題ないか（I市）
・問題ない（F,I市）
【提案】照会文書側の帳票項目については追記修正しない方針とするため、本帳票上で、本項目を必須とす
る。

22 金融機関登録住所 同上 オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

・違っている場合は（I市）
【回答】金融機関登録住所と自治体が把握する住所が異なっていても、それ以外の情報で同一人物と認定で
きれば調査自体は可能と想定

23 その他参考事項 同上 オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・参考事項欄に記載。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

24 ●旧住所等● 同上 オプション 2 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・参考事項欄に記載。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

25 連絡先 自治体名 必須 1 0 0 0 0 pending

26 課名 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

27 電話 ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 1 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

28 担当者名 必須 1 0 0 0 0 pending

29 1 0 0 0 0 ・外国人の場合に本名が必要になります。（H市）
【回答】＃１２名称で対応可能と想定

30 1 0 0 0 0 ・中国人、韓国人は本名（漢字）の他に英語表記の氏名の口座を所有していることがあります。（H市）
【回答】＃１２名称で対応可能と想定



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

381 381 対象者名簿 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0 必須 ・金融機関の調査証に記載項目が全て必要です。（H市）
【回答】全ての照会文書に添付される対象者名簿とする想定であるため、個別の財産に係る記載はしない想
定
・了解しました（E市）

2 項番 必須 1 0 0 0 0

3 氏名・名称 必須 1 0 0 0 0

4 フリガナ 必須 1 0 0 0 0

5 生年月日 必須 1 0 0 0 0

6 住所 必須 1 0 0 0 0

7 性別 ・個人の特定のための必須情報と思われるため、必
須と想定します。

必須 6 0 0 0 1 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・LGBTに対する理解が広まっている流れに反するのではないでしょうか。また、性別も記載していないと回答してく
れない機関を存じ上げないので、個人の特定のために必須ともいえないと個人的には考えております。（I市）
【提案】I市意見と、「だれもが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがない
ような社会を目指す」との記載があること（男女共同参画基本計画から抜粋）を踏まえ、オプションとして定
義する。

8 該当有無 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・有無は必要と考える（E市）
・かかる帳票を、調査票を発行した担当者が手控えとして利用するのであれば不要であるが、回答書の一部
（別紙）としても利用するのであれば、必須となるかと思います。（I市）
【回答】回答書の一部として手交する想定
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

・回答書に口座の有無欄あり。（J市）
【回答】全ての照会文書に添付される対象者名簿とする想定であるため、個別の財産に係る記載は市内想定

9 備考 同上 オプション 2 1 0 3 0

10 宛名番号 各対象者ごとの宛名番号 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・照会先からの問い合わせ対応時にあると効率的なため（F市）
・照会書及び回答書に記載あり。（J市）
【提案】No1#34と同様

11 照会日 ・照会文書に記載されていればよいため、オプション
と想定します。

オプション 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・どの照会に対する回答か明記されている。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

12 回答希望日 同上 オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名対象者名簿

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

394 394 担保債権額について(照会） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 照会日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・以下、照会ものについては電子公印が必須です。（I市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納税目ごとに根拠法令が異なり、システムで判定して印字する必要があります。（H市）
・照会文のテキストに根拠法令を記載。（J市）

9 住所 U社では項目名が"現住所"となっている 必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 3 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・調査財産を指定しているので不要です（H市）
・記載あり。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている ・読み方不明で照会が不調となることも考慮し、振
り仮名は必須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・調査財産を指定しているので不要です（H市）
・旧氏名も入力可能。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 2 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・調査財産を指定しているので不要です（H市）
・旧氏名も入力可能。（J市）

15 生年月日 ・本人特定のために必要な項目であり、必須と想
定しています。

必須 6 1 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名担保債権額について(照会）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 同上 必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

17 差押財産 差押財産については、別紙物件目録の
とおり

必須 1 0 0 0 0

18 差押財産上にある権利 権利名 必須 1 0 0 0 0

19 債権の極度額 ・極度額を把握する必要性は高いでしょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 3 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・確実に必要とは言い切れないが、本市でも記載有のため、あった方が好ましい。（C市）
・根抵当権：極度額は登記簿に記載されている（E市）
・オプションが妥当（F市）
・権利設定者に提示する必要はありません。（H市）
・必要性はさほど高くないが、普通は調べる。（I市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

20 差押の通知を受けた時の元本債権額 ・差押をせずとも本調査が行われることはありうると
思われるので、オプションと想定しています。

オプション 3 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・調査時の状況に応じて文面を変更可能。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

21 債務者：住所 ・金融機関が把握している住所を照会する意義は
あると思われるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・登記簿で確認（E市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

22 債務者：氏名 ・本項目の趣旨は、関係者を把握できる可能性が
あるということでしょうか？
・オプションといたしますが、ご意見をお願い致しま
す。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・＃２１が必須ならば、こちらも必須でもよい気がする。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・＃21と同様必須です。なお、金融機関は不動産の所有者ではなく債務者で管理している場合も多いため必
要となります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

23 弁済期限 〇 1 0 0 0 0

24 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・欄なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

25 設定日 ・抵当権などを、金融機関などが設定した日を示し
ていると考えられる。必須とは言えないため、オプショ
ンと想定しています。

オプション 3 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・登記簿を見れば分かります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

26 受付日 ・金融機関が受け付けた日を示していると思われま
すが、必須とは言えないため、オプションと想定して
います。

オプション 3 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・登記簿を見れば分かります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

27 受付番号 ・上記の番号を指していますが、必須とは言えない
と考えられるため、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・登記簿を見れば分かります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

28 管轄法務局 ・法務局は住所から調べがつくため必須情報ではな
いと考えられ、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・オプションが妥当（F市）
・不動産の所在地から明らかです。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



29 貸付年月日 ・貸付年月日とは、受付日と異なるでしょうか。
　また、異なるとして、どのような必要性があるでしょ
うか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・登記簿を見れば分かります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

30 約定利息 ・記載内容が不明です。利息〇％　を示していたと
して、必要な情報でしょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載なしのため、必要性が低いか。（C市）
・登記簿で確認（E市）
・オプションが妥当（F市）
・登記簿を見れば分かります。（H市）
・調査対象を明確にするため、不動産登記事項を記載。（J市）
【提案】登記簿上でも確認できる内容であること、オプションでよいとする意見が多いことから、本項目はオプ
ションとする。
・了解しました（E市）

31 債権内容 債権額：当初額 必須 1 0 0 0 0

32 債権額：現在額（元本） 必須 1 0 0 0 0

33 債権額：現在額（利息） ・利息を滞納整理に用いるケースは少ないと思われ
るため、オプションと想定しています。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・オプションが妥当（F市）
・換価の判断に権利者の債権状況の把握が必要です。（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

34 債権額：現在額（遅延損害金） ・遅延損害金を滞納整理に用いるケースは少ない
と思われるため、オプションと想定しています。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・換価の判断に権利者の債権状況の把握が必要です。（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

35 債権額：現在額（その他） ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 3 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・オプションが妥当（F市）
・想定できません（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】その他の項目の例が想定できないため、オプションとする。

36 弁済期日 ・弁済期日を滞納整理に用いるケースは少ないと
思われるため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・オプションが妥当（F市）
・換価の判断に権利者の債権状況の把握が必要です。（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

37 弁済方法（元利均等払い　・　元金均
等払い）

・弁済方法を滞納整理に用いるケースは少ないと
思われるため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。本市では記載有。（C市）
・オプションが妥当（F市）
・換価の判断に権利者の債権状況の把握が必要です。（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

38 履行期日 ・履行期日を滞納整理に用いるケースは少ないと
思われるため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・換価の判断に権利者の債権状況の把握が必要です。（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

39 弁済する口座：金融機関名 ・抵当権設定した金融機関と別の金融機関口座
に振り込むことは考えにくいため、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・権利者は金融機関とは限りません（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】権利者は金融機関とは限らないものの、必要とする構成員が少ないため、オプションとする

40 弁済する口座：預金種別 同上 オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・権利者は金融機関とは限りません（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】権利者は金融機関とは限らないものの、必要とする構成員が少ないため、オプションとする

41 弁済する口座：口座番号 同上 オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・権利者は金融機関とは限りません（H市）
・債権総額の把握に必要。（J市）
【提案】権利者は金融機関とは限らないものの、必要とする構成員が少ないため、オプションとする

42 添付書類名 ・添付書類名は、添付書類を確認すれば済むた
め、不要と想定しています。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

43 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



44 連絡先 自治体名 必須 1 0 0 0 0 pending

45 課名 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

46 電話 必須 1 0 0 0 0 pending

47 担当者名 必須 1 0 0 0 0 pending

48 備考 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

49 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須の意見があるため、照会文書については、一律回答期限を必須として定義する。

50 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。

51 権利者 ・照会先の銀行名を記載してもらう欄と考えられま
すが、照会先と同一であるため、不要と想定してい
ます。

不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

396 396 電話加入権・質権原簿について(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 照会日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

6 照会文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 住所 必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 氏名 フリガナ ・読み方不明で照会が不調となることも考慮し、振
り仮名は必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・よろしいかと思います。（I市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 生年月日 ・本人特定のために必要な項目であり、必須と想
定しています。

必須 5 1 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名電話加入権・質権原簿について(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 同上 必須 4 1 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

17 照会対象電話 項番 ・R社は、複数の番号を照会するため項番が必要 ・複数の番号を照会する場合は必要であるため、
オプションと想定しています。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

18 電話 ・電話を把握している場合は記載する必要があると
思われるため、必須と想定しています。（把握して
いない場合は”不明”と記載できればよいか）

必須 4 1 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 調査事項（閲覧を希望する項目を○で囲む） ※使途不明 0 0 0 2 0 不要 ・利用していません。（A市）
・本市には記載なし（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 電話加入権原簿 種類 U社：電話加入権　・　ISDN利用権D64　・　着
信用　・　加入ライト
S社：単独・共同・着信
R社：名称・性質・所在・その他　として記載

必須 2 0 0 0 0

21 契約の有無（解除済みの場合はその日
付）

・契約がない事実さえわかればよいと考えられるた
め、契約の有無のみでよいと思われます。本項目は
必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 加入者名 必須 1 0 0 0 0

23 設置場所 R社：名称・性質・所在・その他　として記載 必須 1 0 0 0 0

24 住所 R社：名称・性質・所在・その他　として記載 必須 1 0 0 0 0

25 差押登録の有無（有の場合は以下の
項目を記入）

・他機関の差押情報は必須と思われるため、必須
と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

26 差押情報：日付 同上 必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

27 差押情報：登録番号 同上 必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

28 差押情報：種類 ※使途不明 0 0 0 3 0 不要 ・利用していません。（A市）
・本市には記載なし（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

29 差押情報：執行機関名 ・他機関の差押情報は必須と思われるため、必須
と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

30 質権原簿 質権設定の有無（有の場合は以下の
項目を記入）

・使途不明
・必要であれば、使途や仕様頻度を併せてご回答
ください。
・一旦不要といたします。（不要となる場合、帳票
名称も併せて変更する想定です。）

不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
・現状電話に質権が設定されていることはほぼ無いと思われる。仮に調査するとしても質権の有無程度で十分。
そもそも電話加入権の調査自体することが稀。（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

31 質権情報：受付日 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



32 質権情報：受付番号 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

33 質権情報：質権者：住所 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

34 質権情報：質権者：氏名 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

35 質権情報：債務者：住所 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

36 質権情報：債務者：氏名 同上 不要 0 0 0 4 0 不要 ・利用していません。（A市）
・使途不明・頻度ほぼないが、本市には記載あり。他市の状況次第。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

37 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・利用していません。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

38 連絡先 自治体名 必須 1 0 0 0 0 pending

39 課名 必須 1 0 0 0 0 pending

40 電話 R社では内線も記載されている 必須 1 0 0 0 0 pending

41 担当者名 必須 1 0 0 0 0 pending

42 回答期限 0 0 0 0 0 必須 【提案】No.394#49と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

399 399 実態調査について(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 照会日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須と想定しています。

必須 7 1 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・基本的に法20⑪で問題ないので本文記載でも問題ありません。（H市）
・特に地方税法20条の11（I市）
・照会文のテキストに根拠法令を記載。（J市）

9 住所 必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要に応じて入力可能。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 1 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・旧氏名も入力可能。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・旧氏名も入力可能。（J市）

15 生年月日 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名実態調査について(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 1 0 0 0 0

17 居住調査 住民登録の有無※住民票の添付必要
（住所相違の場合含む）

R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

18 居住状況 ・他自治体においても居住状況が未判明であれ
ば、執行停止の材料ともなりえるため、必要性が高
いと考えられ、必須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 連絡先 ・＃38で電話を確認できるため、不要と想定してい
ます。

不要 2 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
【事務局】No426にそろえるため、本項目を必須とする。

・#38の電話は法務局の電話番号では…（I市）
【回答】S社は財産としての電話番号（加入権）、R社は法務局の電話番号であるため、R社の〇を削除
・了解しました（I市）

20 転出先（転出の場合） R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

21 転出日（転出の場合） ・滞納整理の使途について、必須の情報とは言え
ないため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・転出先情報と一対で必要な情報です。（B市）
・必須ではないが、調査継続の利便性のため、あった方が好ましい。（C市）
・S社のとおりテキストで良いのでは（F市）
・そういう問題ではないかと（I市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 戸籍調査 本籍地 R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

23 筆頭者 R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 1 0 0 1 0 必須 ・照会先に戸籍があるとは限りません。本籍地に再度戸籍請求するのが適当です。（H市）

24 戸籍附票最終住所 ・戸籍附票を取得すれば判明するため、不要と考
えます。

不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・S社のとおりテキストで良いのでは
戸籍取得の手間と相手側の戸籍発行の手間が少なくなる
項目があったとしても回答されないことも多々ある（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

25 生活状況調査 職業 ・勤務先から把握できるため、不要と想定していま
す。

不要 4 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・勤務先不明の場合に必要な情報です。（B市）
・事務局と同意見（C市）
・勤務先不明のことが多く、実態調査により把握することもあるため必須（F市）
・必ずしもそうとはいいがたいのでは（I市）
・資料添付にて回答あれば不要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

26 扶養家族 S社、R社：※住民票の写しの添付を記載 ・住民票の写しの添付を依頼する一文を記載すれ
ば、必須とは言えないと考えられるため、オプションと
想定しています。

オプション 3 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・扶養家族と住民票上の情報とは相違することが多くあるため必要です。（B市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
・同一世帯以外の扶養者の把握をする必要があります。直近の住民税課税資料の交付を求める文章を記して
代用可能です（H市）
【提案】扶養家族と住民票上の情報とは相違することが多くあるため必要性が高く、必須とする。

27 収入・所得 所得の種類 U社：確定申告 ・ 住民税申告 ・ 給与年金報
告書 ・ 未申告 ・ その他

・勤務先から把握できるため、不要と想定していま
す。

不要 5 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・勤務先不明の場合に必要な情報です。（B市）
・事務局と同意見（C市）
・勤務先不明のことが多く、実態調査により把握することもあるため必須（F市）
・所得は不動産所得等給与に限りません。直近の住民税課税資料の交付を求める文章を記して代用可能です
（H市）
・資料添付にて回答あれば不要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
【事務局】No426と揃えるため、大分類「収入・所得」を記載した

28 年収 必須 1 0 0 0 0

29 勤務先 勤務先：名称 R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No426を揃えるため、小分類から「勤務先」を削除し、大分類に移動

30 勤務先：所在地 R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No426を揃えるため、小分類から「勤務先」を削除し、大分類に移動



31 勤務先：電話
TEL

R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0 【事務局】No426を揃えるため、小分類から「勤務先」を削除し、大分類に移動し、「TEL」に修正

32 生活保護受給の有無※有の場合は開
始日

R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

33 課税の有無（本年度分） ・執行停止の材料等に用いられると思われるため、
必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

34 課税税目 ・他執行機関の課税税目を把握するのは必須とは
言えないと思われます。オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・オプションが妥当（F市）
【提案】事務局見解のとおりオプションとする。

35 貴庁における滞納額 必須 1 0 0 0 0

36 処分状況 必須 1 0 0 0 0

37 財産調査 不動産の有無（有の場合は種類・所在
地など）

R社では大分類の項目名が”財産の種類”となって
いる

必須 1 0 0 0 0

38 電話の有無（有の場合は電話） R社では大分類の項目名が”財産の種類”となって
いる

・電話は滞納整理上必要性が高いと思われるた
め、必須と想定しています。

必須 3 0 0 2 0 オプション ・財産の種類の一部で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】実態調査時、財産の詳細の確認するかどうか意見が分かれているため、オプションとして定義する。

39 生命保険会社加入の有無（有の場合
は会社名）

R社では大分類の項目名が”財産の種類”となって
いる

・他自治体の調査状況を確認するのは一般的で
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・財産の種類の一部で問題ないと考えます。（A市）
・本市は、保険会社及び生命保険料控除を調査項目に入れている。（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
・・他自治体の調査状況を確認するのは一般的である。（F市）
・回答してくれるのか不明ではある（I市）
【提案】実態調査時、財産の詳細の確認するかどうか意見が分かれているため、オプションとして定義する。
・了解しました（E市）

40 預貯金の有無 同上 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・財産の種類の一部で問題ないと考えます。（A市）
・本市は記載有。他県だと、金融機関の把握が困難なため、あった方が好ましい。（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
・・他自治体の調査状況を確認するのは一般的である。（F市）
・同上（I市）
【提案】実態調査時、財産の詳細の確認するかどうか意見が分かれているため、オプションとして定義する。
・了解しました（E市）

41 その他差押可能財産（有の場合は財
産の名称・数量）

・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・財産の種類の一部で問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
・・他自治体の調査状況を確認するのは一般的である。（F市）
・同上（I市）
【提案】実態調査時、財産の詳細の確認するかどうか意見が分かれているため、オプションとして定義する。
・了解しました（E市）

42 その他
必須

U社では項目名が”備考”となっているが、同義と判
断した

必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】分類名を「備考」に統一する

43 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃42（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

44 連絡先 自治体名 必須 1 0 0 0 0 pending



45 課名 必須 1 0 0 0 0 pending

46 電話 R社では内線も記載されている 必須 1 0 0 0 0 pending

47 担当者名 必須 1 0 0 0 0 pending

48 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
【確認】No.394#49と同様

49 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・問い合わせがあった際に迅速に対応するため、あったほうが好ましい。（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

410 410 売掛債権等調査票(照会、回答) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１７は、No.374の決定のとおりとする。※＃３は、一律必須とする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

4 照会日 必須 2 0 0 0 0

5 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

6 公印 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

8 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

9 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須といたします。

必須 7 0 0 0 0

10 住所 必須 2 0 0 0 0

11 前住所 必須 2 0 0 0 0

12 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

13 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

14 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・その他屋号等も入力可能。（J市）

15 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・その他屋号等も入力可能。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名売掛債権等調査票(照会、回答)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 生年月日 必須 2 0 0 0 0

17 性別 必須 2 0 0 0 0

18 取引の有無 S社：現在取引中／取引あったが、現在停止中
／取引なし

必須 2 0 0 0 0

19 受取債権 有無 ・受取債権＝買掛金と思われますが、必須とは言
えないため、オプションと想定します。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・すみません、記載が見当たりませんでした。（I市）
・売掛・貝掛について錯誤が生じやすいため、必須。（J市）
【確認】不要とする構成員において、J市の問題は生じているか。また、どのように解決しているか。
・詳細については差押前に直接出向く又は連絡して確認（E市）
・問題は生じていない。（F市）
【提案】なくとも問題は生じないが、必要という意見があるため、オプションとする。

20 債権額 同上 オプション 1 0 0 4 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・売掛・貝掛について錯誤が生じやすいため、必須。（J市）
【確認】＃１９で確認中

21 支払債務 有無 ・契約書写しの依頼を記載しており、本項目は不
要と思われます。

不要 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・照会先が滞納者に対して有する債務を調査したいので必須。（F市）
・業種によっては契約書をまかないことが多々ある（I市）
・契約書に取引金額まで記載があることはない。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

22 買掛金額 U社：「債務の現在高」で包含しているため、項目
は持っていない

同上 不要 4 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・契約書に取引金額まで記載があることはない。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

23 借入金額 同上 同上 不要 3 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・契約書に取引金額まで記載があることはない。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

24 前受け金額 同上 同上 不要 3 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・契約書に取引金額まで記載があることはない。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

25 その他債務金額 同上 同上 不要 4 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・契約書に取引金額まで記載があることはない。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

26 債務の種類 U社:契約書写しの添付で可能 同上 不要 6 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・契約書写しを添付しない場合を備えて、あったほうが好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・契約書の無い場合も多く、債権の特定に必須です。（H市）
・契約書がないこともある。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

27 支払債務の支払い方法 締切日 ・#28支払期日があれば不要と思われますが、要
不要を断定できないため、一旦オプションといたしま
す。ご意見をお願い致します。

オプション 1 0 2 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載あるため、出来ればあったあった方が好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・請求書締切日と支払日は別。（J市）
【提案】請求書締切日と支払日が別であること、第三債務者側の売掛金の支払の処理の都合上、売掛債権
を差押する場合、債権差押通知書到達〆切日と実際の売掛金支払期日（＃２８）が異なることが多いこ
とから、オプションとする
・了解しました（E市）

28 支払期日 必須 2 0 0 0 0

29 翌支払期日 ・#28支払期日があれば不要と思われますが、要
不要を断定できないため、一旦オプションといたしま
す。ご意見をお願い致します。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・支払日が休日の場合に前日か翌日。（J市）

・３ヶ月分の履歴、今後の取引予定がわかれば不要？（I市）
【確認】新規項目として必要ということか（I市）
【提案】新規項目として必要であれば、他の構成員にも確認し、要不要を決定する
・定期的な売掛金であれば支払期日の記載は可能（E市）
・当市では当該事項の確認（照会）をしておりますが、今回の場合にまで求めるわけではないです（必須で
はない）。（I市）
【提案】定期的な売掛金の場合、＃２８に記載できる（毎月25日等）ことを踏まえ、本項目は不要とする。



30 支払方法 S社：現金／小切手／手形／銀行振り込み
U社:現金／振込／その他

必須 2 0 0 0 0

31 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

32 支店名 必須 2 0 0 0 0

33 種別 必須 2 0 0 0 0

34 口座番号 必須 2 0 0 0 0

35 反対債権 有無 ・必須とは言えない情報と思われるため、オプション
と想定します。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・事前に知れると便利（I市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

36 債権額 ・必須とは言えない情報と思われるため、オプション
と想定します。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

37 先行差押 有無 ・記載されてもよいと思われますが、必須とは言えな
いため、オプションと想定します。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・滞納処分するうえでどう考えても必須です。（H市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

38 その他 S社：※　契約書、請求書などの写しをご恵与くだ
さい。
U社：特約事項、債権譲渡の有無

必須 2 0 0 0 0

39 担当者（回答者） 所属 ・回答者への連絡先は把握しておいた方が良いと
思われるため、必須と想定します。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

40 連絡先 同上 必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

41 氏名 同上 必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

42 注意事項 ※　契約書、請求書などの写しをご恵与ください。 ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

43 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

44 課名 必須 2 0 0 0 0 pending



45 電話 必須 2 0 0 0 0 pending

46 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

47 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】No.394#49と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

411 411 診療報酬の支払いに関する調査(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 1 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・その他屋号等も入力可能。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・その他屋号等も入力可能。（J市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名診療報酬の支払いに関する調査(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 医院名称 ・照会先はすでに判明しているため、不要と想定し
ています。

不要 4 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・照会対象の医院名称を記載しないと特定できない。（F市）
・かかる調査は国保連などに行うものだが、上記滞納者が経営する医院名称などがわからなければ先方が回答で
きないので必要。（I市）
・間違いない債権特定のため必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

18 医院所在地 同上 不要 4 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・同上（I市）
・間違いない債権特定のため必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 診察報酬支払いの有無 ・＃17で有無は判明するため、不要と想定してい
ます。

不要 5 0 1 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃17では判明しない。（F市）
・無の場合は以下回答不要につき必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 最近3か月の報酬額 必須 2 0 0 0 0

21 診察報酬払込金融機関 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

22 預金種別 必須 2 0 0 0 0

23 口座番号 必須 2 0 0 0 0

24 口座名義人 必須 2 0 0 0 0

25 差押え状況 ・差押が競合することがあり得るため、必要な情報
と考えられることから、必須と想定しています。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

26 債権譲渡の有無 ・債権譲渡はレアケースと思われるため、オプションと
想定してます。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・相当数あり。最高裁の判例にも事例有り。（I市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

27 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・参考事項でもいいので、欄はほしい（I市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

28 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

29 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

30 電話 必須 2 0 0 0 0 pending



31 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

32 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 1 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

33 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No.394#49と同様

34 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションと想定し
ています。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

412 412 年金債権等について(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須と想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・日本年金機構から指示あり。（J市）

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・年金の基礎番号で管理（E市）
・住所不一致可能性もあり必須。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・年金の基礎番号で管理（E市）
・氏名不一致可能性もあり必須。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・年金の基礎番号で管理（E市）
・氏名不一致可能性もあり必須。（J市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名年金債権等について(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0

0

0 0

17 年金種別 必須 2 0 0 0 0

18 基礎年金番号 必須 2 0 0 0 0

19 総支給額 必須 2 0 0 0 0

20 所得税額 必須 2 0 0 0 0

21 介護保険金額 必須 2 0 0 0 0

22 後期高齢保険料 ・ベンダ1社のみ記載しており、＃25でも対応できる
ことから、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃25（E市）
・年金機構にて別紙回答されるので、厳密な定義は不要。（I市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

23 国保料 ・ベンダ1社のみ記載しており、＃25でも対応できる
ことから、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃25（E市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

24 住民税額 ・主要な控除項目であり、必要性が高いと思われ
るため、必須と想定しております。

必須 4 0 0 2 0 必須 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃25（E市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

25 その他控除されるもの ・各控除項目を包含できるため、必須と想定してお
ります。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

26 差引支給額 ・計算すればわかる項目であるため、オプションとい
たします。

オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

27 支払い方法（振込金融機関） 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

28 預金種別 ・通常、口座情報として記載されるものであるため、
必須といたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

29 口座番号 必須 2 0 0 0 0

30 口座名義人 ・口座番号があれば、本項目は回答してもされなく
てもよいと考えられるため。オプションといたします。

オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・万が一、名字が変わることを想定し、あった方が好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

31 担保設定の有無 担保設定の有無 R社：差押え及び担保権の有無 必須 2 0 0 0 0



32 担保権種類 ・年金担保貸付については有無が分かれば、別途
照会をかけると考えられるため、オプションと想定して
おります。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

33 通知日 同上 オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

34 差押情報 差押税務官署又は質権者名-住所 U社：※年金等について既に差押等受けていると
きは、その旨記入して下さい。

・差押情報は必須と考えられるため、必須と想定し
ております。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

35 差押税務官署又は質権者名-名称 同上 同上 必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

36 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 1 2 0 オプション ・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。
・了解しました（E市）

37 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

38 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

39 電話 R社では内線も記載されている 必須 2 0 0 0 0 pending

40 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

41 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

42 回答期限 R社では項目名が”回答希望日”になっている ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
・事務局見解のとおり（E市）
【提案】No.394#49と同様
・了解しました（E市）

43 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

417 417 相続放棄・限定承認の申述の有無 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 照会日 必須 1 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 1 0 0 0 0

8 根拠法令 ・照会には根拠法令を示す必要性が高いと考えら
れるため、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査に同じ（H市）

9 住所 R社では大分類の項目名が”被相続人”となってい
る

必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・最後の住所地（死亡地）で裁判所が管理。（E市）
・相続放棄調査に必要ありません。（H市）
・死亡時の住民票除票添付のみ。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている
R社では大分類の項目名が”被相続人”となってい
る

・読み間違いを防ぐため、必須と想定しています。 必須 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・相続放棄調査に必要ありません。（H市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・相続放棄調査に必要ありません。（H市）
・戸籍添付。（J市）

15 生年月日 ・本人特定のために必須情報と考えられるため、必
須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍添付。（J市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名相続放棄・限定承認の申述の有無

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 ・本人特定のために必須情報と考えられるため、必
須と想定しています。

必須 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍添付。（J市）

17 被相続人の死亡の日 ・死亡日は伝える必要性が高いと思われるため、必
須と想定します。

必須 5 1 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

18 先順位者の相続放棄の申述が受理され
た日

・放棄の日付が分かれば、放棄の期限が分かるた
め必要ということでしょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・先順位者の放棄日から次順位者の放棄の期限を見るために必要と思われる。（E市）
・誰がいつ相続放棄したか一覧で回答してもらえるので先順位だけ切り出す必要はありません。（H市）
・記載なし。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
【意見】回答に一覧があれば不要だが、ない場合は必要ではないか？（裁判所の回答が全国一律なの
か？）
【提案】裁判所からの回答が一律でない場合があると想定されるため、本項目は必須とする。

19 相続人 本籍 S社：テキスト入力なので、左記項目をいくつ記載
してもよい
R社では別紙に記載の旨

必須 1 0 0 0 0 オプション ・＃20同様オプションでは？相続人は複雑なのでワード等で作成した別紙で対応することがほとんどです（H
市）
【確認】3社具備だが、＃２０同様に戸籍や住民票の提示で対応可能であるため、オプションでもよいか。
・オプションで良い。（B市）
・残しておいてくれれば、必須でもオプションでもよい。（C市）
・オプションで可　裁判所の照会申請書には、相続人の氏名のみ記載（E市）
【提案】オプション多数のため、オプションとする。

20 氏名 R社：別紙相続人目録に記載 ・相続人情報を提供しなければ照会ができません
が、戸籍や住民票の提示で対応可能であるため、
オプションと想定します。

オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・照会書に記載。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

21 被相続人との続柄 R社：別紙相続人目録に記載 同上 オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・照会書に記載。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 相続放棄・限定承認の回答 相続放棄・限定承認・いずれもなし ・本照会の主目的であり、必須と想定しています。 必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・照会書に記載。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

24 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

25 連絡先 自治体名 必須 1 0 0 0 0 pending

26 課名 必須 1 0 0 0 0 pending

27 電話 R社では内線も記載されている 必須 1 0 0 0 0 pending

28 担当者名 必須 1 0 0 0 0 pending

29 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#11と同様、必須とする。

30 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 2 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。期日がないことを理由に提出の遅延を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】No.394#49と同様



31 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】No.167#16と同様、備考に統合し不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

419 419 家賃の賃貸借契約内容について(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0 ・市長名（F市）

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・氏名不一致可能性もあり必須。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・氏名不一致可能性もあり必須。（J市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名家賃の賃貸借契約内容について(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 契約書記載の賃貸人 住所又は所在地 ・滞納整理に必須の情報とは言えないと思われるた
め、オプションを想定しています。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・これらがわからなければ敷金返還請求権の差押えができません。（I市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

18 氏名又は名称 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 契約書記載の賃借人 住所又は所在地 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 氏名又は名称 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

21 賃貸借契約期間 同上 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 契約書記載の物件の表示 必須 2 0 0 0 0

23 賃料 金額 必須 2 0 0 0 0

24 支払日 ・預金調査で対応可と思われるため、不要と想定
しています。

不要 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。オプションとして残した方が好ましい。（C市）
・財産の特定に必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

25 賃料の支払方法 必須 2 0 0 0 0

26 賃料支払銀行名 必須 2 0 0 0 0

27 賃料支払銀行口座番号 必須 2 0 0 0 0

28 賃料支払銀行支店名 必須 2 0 0 0 0

29 敷金（保証金）差入金額 必須 2 0 0 0 0

30 差押状況 有無 ・何を差押えるのか不明であるため、不要と想定し
ます。

不要 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・家賃債権が差し押さえられているのかを把握するためであれば必要です。（B市）
・本市では記載有。オプションとして残した方が好ましい。（C市）
・他機関の差押の有無は必要と考える（E市）
・敷金返還請求権です。（I市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

31 執行機関名 ・何を差押えるのか不明であるため、不要と想定し
ます。

不要 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・家賃債権が差し押さえられているのかを把握するためであれば必要です。（B市）
・本市では記載有。オプションとして残した方が好ましい。（C市）
・他機関の差押の有無は必要と考える（E市）
・取立に影響するため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）



32 その他 U社では項目名が”備考”となっているが、同義と判
断した

必須 2 0 0 0 0

33 注意事項 S社社は、「※現在、入居中の場合、不動産賃貸
借契約書のコピーを添付してください。」

・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

34 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

35 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

36 電話 必須 2 0 0 0 0 pending

37 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

38 回答期限 ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 5 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。期日がないことを理由に提出の遅延を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No.394#49と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

421 421 携帯電話契約について(照会) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）

11 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり（E市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名携帯電話契約について(照会)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 携帯電話 U社では項目名が"電話"となっている 必須 2 0 0 0 0

18 契約年月日 ・必須の情報とは言えないため、オプションと想定し
ております

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

19 契約者 住所 ・滞納者の家族が契約者の場合もあり、滞納整理
の端緒となりえるため、必要性が高いと判断し、必
須と想定しております。

必須 7 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

20 前住所 ・前住所まで調査するかは必須とは言えず、オプ
ションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

21 氏名フリガナ ・滞納者の家族が契約者の場合もあり、滞納整理
の端緒となりえるため、必要性が高いと判断し、必
須と想定しております。

必須 6 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 氏名 必須 3 0 0 0 0 必須 ・契約者特定のため必須。（J市）

23 生年月日 ・契約者の性別まで把握する必要性は低いと思わ
れるため、オプションといたします。

オプション 2 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

24 性別 ・契約者の性別まで把握する必要性は低いと思わ
れるため、オプションといたします。

オプション 1 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

25 本人確認の方法 ・必須の情報とは言えないため、オプションと想定し
ております

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

26 領収書等の送付先 同上 オプション 2 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

27 支払方法：請求書の場合 請求書送付先 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

28 支払方法：クレジットカードの場合 クレジット会社名 同上 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者特定のため必須。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

29 支払方法：口座振替の場合 金融機関名 U社：料金引き落とし口座としか記載無い 必須 2 0 0 0 0

30 支店名 U社：料金引き落とし口座としか記載無い 必須 2 0 0 0 0

31 口座の種類 U社：料金引き落とし口座としか記載無い 必須 2 0 0 0 0



32 口座名義人 U社：料金引き落とし口座としか記載無い 必須 2 0 0 0 0

33 口座番号 U社：料金引き落とし口座としか記載無い 必須 2 0 0 0 0

34 プリペイド 購入者住所 ・必須の情報とは言えないため、オプションと想定し
ております

オプション 1 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

35 購入者氏名 同上 オプション 1 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

36 その他 U社では項目名が"備考"となっている ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

37 注意事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

38 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

39 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

40 電話 R社では内線も記載されている 必須 2 0 0 0 0 pending

41 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

42 回答期限 R社では項目名が"回答希望日"となっている ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No.394#49と同様

43 調査依頼件数 ・複数対象者の照会を行う場合は、記載の必要が
あるため、オプションと想定しております。

オプション 1 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・別紙調査対象者名簿を提出。（J市）
【提案】対象者名簿で対応可能であり、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

426 426 実態調査回答書(個別回答) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１３は、No.374の決定のとおりとする。

2 回答番号 必須 2 0 0 0 0 ・発送番号でいいか？（F市）
【回答】同義と想定している。

3 回答日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。送付された回答書に記載にて回答。
以下、省略します。（J市）

6 回答文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 回答文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 照会日時 ・照会への回答時、一般的に記載される内容と思
われるため、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 住所 必須 1 0 0 1 0

10 前住所 オプション 【事務局】No399に項目を揃えるため追加

11 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ オプション 【事務局】No399に項目を揃えるため追加

14 漢字（名称） オプション 【事務局】No399に項目を揃えるため追加

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名実態調査回答書(個別回答)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 ・本人特定のために必須情報と考えられるため、必
須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・疑問はある、今後なくなるのではないか。（I市）

17 住民登録関係調査事項
居住調査

住民基本台帳（外国人登録） ・住民登録の有無のほか、死亡情報も把握できる
ため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
【事務局】分類名をNo399に揃え、「居住調査」に修正する。

18 居住状況 ・他自治体においても居住状況が未判明であれ
ば、執行停止の材料ともなりえるため、必要性が高
いと考えられ、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 自宅電話 連絡先 R社では項目名が”所在状況等_連絡先”となって
いる

・連絡先は滞納者情報として必要性が高いと思わ
れるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
【事務局】分類名をNo399に揃え、「連絡先」に修正する。

20 転出（転居）先 U社では大分類の項目名が"居住状況"となってい
る
R社では大分類の項目名が”所在状況等_住民
登録”となっている

必須 2 0 0 0 0

21 確定日 ・必須の項目とは言えないため、オプションと想定し
ています。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。
【事務局】方針案をNo399に揃え、必須とする。

22 本籍地 U社では大分類の項目名が"居住状況"となってい
る
R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 2 0 0 0 0

23 筆頭者名 U社では大分類の項目名が"居住状況"となってい
る
R社では大分類の項目名が”所在状況等”となって
いる

必須 3 0 0 0 0 必須 【事務局】分類名をNo399に揃え、「筆頭者」に修正する。

24 生活状況調査 職業 必須 【事務局】No399に項目を揃えるため追加

25 家族状況 扶養家族 ・家族の状況については住民票等で回答すれば足
りると考えられるため、オプションといたします。

オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・No.399の照会書にこの項目が無い。照会・回答文書について、照会書と回答書の項目が一致しているか
再度確認した方がいいと思われます。（F市）
【提案】項目をNo399と一致させる
【提案】本項目は、No399の「扶養家族」と同一と思われるため、項目名を扶養家族に修正する。

26 所得の種類
収入・所得

所得の種類 ・必須の項目ではないと思われるため、オプションと
想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・利便性とその後の処分を考えると、あった方が好ましい。（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 収入・所得 市県民税課税状況有無 R社では項目名が”課税の有無（本年度分）”と
なっている

必須 2 0 0 0 0

年収 必須 【事務局】分類名をNo399に揃え、大分類「年収」を追加する。

29 生活保護の有無 U社では、所得状況の欄に記載
R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 4 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

30 勤務先 所在地 U社では大分類の項目名が"職業"となっている
R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 2 0 0 0 0

31 名称 U社では大分類の項目名が"職業"となっている
R社では大分類の項目名が”生活状況等”となって
いる

必須 2 0 0 0 0



32 勤務先_TEL 必須 2 0 0 0 0 【事務局】分類名をNo399に揃え、「TEL」に修正する。

33 不動産の有無 有無 U社は、土地と家屋を区別している
S社は、不動産情報の詳細を別紙として記載

・有無は把握する必要があるため、必須と想定して
います。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

34 所在 同上 ・不動産情報の詳細については、必要性が高いと
考えるため、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

35 地番・家屋番号 同上 同上 必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

36 地目 同上 同上 必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

37 地籍・床面積 同上 同上 必須 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

38 評価額 同上 同上 必須 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・名寄せで代用（I市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

39 管轄法務局：所在地 必須 2 0 0 0 0

40 管轄法務局：名称 必須 2 0 0 0 0

41 預貯金の有無 ・他自治体の調査状況を確認するのは一般的で
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載なし（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。（E市）
【事務局】No399と揃えるため、オプションとする。

42 生命保険の有無 ・他自治体の調査状況を確認するのは一般的で
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有で、あった方が好ましい。（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

43 電話加入権 局番 ・電話加入権情報の照会は少ないと思われるた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。（E市）
【事務局】No399と揃えるため、オプションとする。

44 所在地 同上 オプション 0 0 0 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。（E市）
【事務局】No399と揃えるため、オプションとする。

45 当市町村における状況 滞納の有無：市県民税 U社、R社は、課税税目をフリーで記載する形式 ・項目として定義せず、回答時に記載する形式で
も問題ないと考えられるため、オプションといたしま
す。

オプション 3 0 1 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

46 滞納の有無：法人市民税 同上 同上 オプション 3 0 1 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）



47 滞納の有無：固定資産税 同上 同上 オプション 3 0 1 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

48 滞納の有無：軽自動車税 同上 同上 オプション 3 0 1 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

49 滞納の有無：国保税 同上 同上 オプション 3 0 1 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

50 滞納の有無 S社は、滞納の有無（その他） 必須 3 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）

51 納付誓約の有無 ・必須の項目ではないと思われるため、オプションと
想定しています。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

52 滞納額 必須 【事務局】No399に項目を揃えるため追加

53 滞納処分の状況
処分状況

有無 ・#42以下で判断できるため必須とは言えず、オプ
ションと想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市では記載有のため、あった方が好ましい。（C市）
・＃44（E市）
・滞納の有無と処分の有無は全く別物。（F市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました。（E市）
【事務局】分類名をNo399に揃え、大分類「処分状況」に修正する。

54 執行停止の有無とその理由 必須 3 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

55 交付要求の有無とその事件番号 ・回答後に交付要求を行うために必要ということで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 3 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有のため、あった方が好ましい。（C市）
・＃44（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

56 差押の有無とその差押物件 必須 4 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・項目は実態調査の内容に同じ（H市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

57 その他 ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

必須 3 0 0 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

58 納付状況 口座 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・実態調査時にここまでの回答は難しいと考える。回答後に担当が連絡することが多い。（E市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

59 備考 U社では項目名が”その他”となっているが、同義と
判断した

必須 2 0 0 0 0

60 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

61 課名 必須 2 0 0 0 0 pending



62 電話 R社では内線も記載されている 必須 2 0 0 0 0 pending

63 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

64 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

430 430 電気料金支払い状況の調査について（照会、回答） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 文書番号 必須 1 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 必須 2 0 0 0 0

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。
※他照会様式と整合性を図るため記載

オプション 0 0 0 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 0 0 0 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名電気料金支払い状況の調査について（照会、回答）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 該当状況 該当の有無 必須 2 0 0 0 0

18 契約者相違の場合の氏名 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 2 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者相違の場合は現契約者の氏名は回答していただけないと考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。（E市）

19 契約期間 開始日 同上 オプション 4 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約の有無が分かれば開始日までは不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました。（E市）

20 終了日 同上 オプション 4 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約終了であれば”契約なし”の回答で終了日の記載は不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【確認】E市意見のとおり、本項目が埋まるなら契約なしとなるため、不要としてよいか。
・不要としてよい。（B市）
・本市では終了日は問いていないため、不要でよい。（C市）
・J市と同意見。（F市）
・実態調査も兼ねるため終了日は把握したい。（J市）
【提案】居住実態把握に必要という自治体があるため、オプションとする。

21 契約者 住所 同上 オプション 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者の住所は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました。（E市）

22 請求書送付先 同上 オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

23 氏名 同上 オプション 5 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者名は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました。（E市）

24 自宅電話 同上 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

25 職場電話 同上 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

26 携帯電話 同上 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

27 料金自動振替 有無 必須 2 0 0 0 0

28 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

29 支店名 必須 2 0 0 0 0

30 口座種別 必須 2 0 0 0 0



31 口座番号 必須 2 0 0 0 0

32 口座名義人 必須 2 0 0 0 0

33 口座名義人カナ ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 1 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

34 電気料金の支払い状況 滞納有無 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 4 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

35 滞納額 同上 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

36 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

37 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

38 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

39 電話 必須 2 0 0 0 0 pending

40 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending

41 回答期限 必須 2 0 0 0 0 必須 【提案】No.394#49と同様

42 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

433 433 水道料金支払い状況の調査について（照会、回答） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】No.430と同一項目とする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 必須 2 0 0 0 0

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。
※他照会様式と整合性を図るため記載

オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名水道料金支払い状況の調査について（照会、回答）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 該当状況 該当の有無 必須 2 0 0 0 0

18 契約者相違の場合の氏名 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 2 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者相違の場合は現契約者の氏名は回答していただけないと考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

19 契約期間 開始日 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約の有無が分かれば開始日までは不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

20 終了日 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約終了であれば”契約なし”の回答で終了日の記載は不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

21 契約者 住所 同上 オプション 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者の住所は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

22 請求書送付先 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

23 氏名 同上 オプション 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者名は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

24 自宅電話 同上 オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

25 職場電話 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

26 携帯電話 同上 オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

27 料金自動振替 有無 必須 2 0 0 0 0

28 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

29 支店名 必須 2 0 0 0 0

30 口座種別 必須 2 0 0 0 0

31 口座番号 必須 2 0 0 0 0



32 口座名義人 必須 2 0 0 0 0

33 口座名義人カナ ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 1 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

34 水道料金の支払い状況 滞納有無 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

35 滞納額 同上 オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

36 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

37 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0

38 課名 必須 2 0 0 0 0

39 電話 必須 2 0 0 0 0

40 担当者名 必須 2 0 0 0 0

41 回答期限 必須 2 0 0 0 0

42 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

442 442 ガス会社への調査について（照会、回答） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】No.430と同一項目とする。

2 文書番号 必須 2 0 0 0 0

3 照会日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 必須 2 0 0 0 0

6 照会文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 照会文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 氏名 フリガナ 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。
※他照会様式と整合性を図るため記載

オプション 0 0 0 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 0 0 0 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名ガス会社への調査について（照会、回答）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 該当状況 該当の有無 必須 2 0 0 0 0

18 契約者相違の場合の氏名 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約者相違の場合は現契約者の氏名は回答していただけないと考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

19 契約期間 開始日 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約の有無が分かれば開始日までは不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

20 終了日 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・契約終了であれば”契約なし”の回答で終了日の記載は不要と考える（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

21 契約者 住所 同上 オプション 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者の住所は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

22 請求書送付先 同上 オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

23 氏名 同上 オプション 5 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・契約者名は必要（E市）
・居住実態把握に必要。（J市）

24 自宅電話 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

25 職場電話 同上 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

26 携帯電話 同上 オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

27 料金自動振替 有無 必須 2 0 0 0 0

28 金融機関名 必須 2 0 0 0 0

29 支店名 必須 2 0 0 0 0

30 口座種別 必須 2 0 0 0 0

31 口座番号 必須 2 0 0 0 0



32 口座名義人 必須 2 0 0 0 0

33 口座名義人カナ ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見。（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

34 ガス料金の支払い状況 滞納有無 ・滞納整理に使用されることは少ないと考えられる
ため、オプションと想定しております。

オプション 4 0 0 2 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

35 滞納額 同上 オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・居住実態把握に必要。（J市）

36 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

37 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0

38 課名 必須 2 0 0 0 0

39 電話 必須 2 0 0 0 0

40 担当者名 必須 2 0 0 0 0

41 回答期限 必須 2 0 0 0 0

42 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

449 449 住民票の交付について※他自治体宛て プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 2 0 0 0 0 【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。

2 申請番号 必須 2 0 0 0 0

3 申請日 必須 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） 必須 2 0 0 0 0

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 7 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）

6 申請文書書タイトル 必須 2 0 0 0 0

7 申請文書本文 必須 2 0 0 0 0

8 根拠法令 必須 2 0 0 0 0

9 住所 必須 2 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 3 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要に応じて旧住所も入力可能。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 2 0 0 0 0

12 漢字（名称） 必須 2 0 0 0 0

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 2 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要に応じて前氏名も入力可能。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 2 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・必要に応じて前氏名も入力可能。（J市）

15 生年月日 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名住民票の交付について※他自治体宛て

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 2 0 0 0 0

17 住民票記載情報（申請者側で記載） 住所 ・＃9で充足するため、不要と想定しております。 不要 1 0 1 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・把握住所と相違がある場合に回答必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

18 世帯主 ・記載しなくても住民票は交付されると考えられるた
め、オプションと想定しています。

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・住民票交付で可。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 必要者の氏名 S社社に記載の「必要者」について、複数名記載さ
れた住民票内の特定の人物名を申請側が記載
し、その人物分の住民票を請求するものと想定さ
れる。
※世帯分の住民票を請求しない場合は、この項
目が必要になると想定される。

・＃11，12で充足するため、不要と想定しており
ます。

不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 生年月日 ・＃15で充足するため、不要と想定しております。 不要 0 0 1 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 基礎証明事項以外の記載事項 ・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 0 0 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・本籍・筆頭者が記載された住民票がほしい場合がある。（F市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

22 ※書き S社社では、「※貴庁にて発行可能な分すべての
交付をお願いします。」と記載。

・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 1 1 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・住所履歴の調査の際は必要。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

23 注意事項 S社社では、「該当がない場合もその旨ご回答くだ
さい。なお、不明な点等ございましたら、下記までご
連絡ください。」と記載。

・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 1 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・回答がなければ調査結果不明。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

24 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending

25 自治体住所 ・本帳票のみ自治体住所を記載する必要性が高
いとは言えないため、不要と想定しています。

不要 1 0 1 4 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

26 課名 必須 2 0 0 0 0 pending

27 電話 R社では内線も記載されている 必須 2 0 0 0 0 pending

28 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending ・役職も印字させたい。役職が記載されていないだけで回答拒否した自治体あり。（F市）

29 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 0 0 0 5 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃23（E市）
【提案】関連する帳票であるNo453では備考必須の構成員が1団体あるため、オプションとしたが、本帳票も
オプションとする。
・了解しました。（E市）

30 回答期限 R社では項目名が”回答希望日”となっている ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 1 0 0 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No.394#49と同様

31 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・＃23（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。（E市）



32 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・回答受領時に使用。（J市）
【提案】No1#34と同様

33 申請件数（謄本・抄本・除票） U社は、#7で謄本の交付を請求している。
S社は、#7で謄本、除票の交付を請求している。

・#7で、必要な種類を記載し、申請する部数を記
載する必要があるため、必須と想定しています。

必須 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

34 戸籍 本籍 R社は、戸籍交付申請書を兼ねているため ・住民票請求と直接関係ない情報であるため、不
要と想定しております。

不要 2 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・あわせてということか？（I市）
・戸籍と一体。（J市）
【回答】R社は戸籍申請を兼ねているため、本来不要だが出力項目として記載している。
別々に具備する想定のため、不要とする。
・了解しました。（I市）

35 筆頭者 同上 同上 不要 2 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍と一体。（J市）
【回答】R社は戸籍申請を兼ねているため、本来不要だが出力項目として記載している。
別々に具備する想定のため、不要とする。

36 氏名 同上 同上 不要 2 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍と一体。（J市）
【回答】R社は戸籍申請を兼ねているため、本来不要だが出力項目として記載している。
別々に具備する想定のため、不要とする。

37 氏名_生年月日 同上 同上 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍と一体。（J市）
【回答】R社は戸籍申請を兼ねているため、本来不要だが出力項目として記載している。
別々に具備する想定のため、不要とする。

38 氏名_性別 同上 同上 不要 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・戸籍と一体。（J市）
【回答】R社は戸籍申請を兼ねているため、本来不要だが出力項目として記載している。
別々に具備する想定のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

453 453 戸籍等の交付について※他自治体宛て プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 必須 1 0 0 0 0 ・”449 住民票の交付について”と併用（E市）
【事務局】＃１～１６は、No.374の決定のとおりとする。
・了解しました（E市）

2 申請番号 必須 0 0 0 1 0 必須 ・”450 住民票の交付について”と併用（E市）
・何を意味するのか不明。発送番号？（F市）

3 申請日 必須 1 0 0 0 0 ・”451 住民票の交付について”と併用（E市）

4 処分庁名（通知者名） 必須 1 0 0 0 0 ・”452 住民票の交付について”と併用（E市）

5 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”453 住民票の交付について”と併用（E市）
・記載あり。（J市）

6 申請文書書タイトル 必須 1 0 0 0 0 ・”454 住民票の交付について”と併用（E市）

7 申請文書本文 U社,S社:戸籍、除票等を記載している 必須 1 0 0 0 0 ・”455 住民票の交付について”と併用（E市）

8 根拠法令 必須 1 0 0 0 0 ・”456 住民票の交付について”と併用（E市）

9 住所 必須 1 0 0 0 0

10 前住所 ・調査先の保持する住所に一致する住所を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”458 住民票の交付について”と併用（E市）
・必要に応じて旧住所も入力可能。（J市）

11 氏名 フリガナ U社ではフリガナがひらがなで記載されている 必須 1 0 0 0 0 ・”459 住民票の交付について”と併用（E市）

12 漢字（名称） 必須 1 0 0 0 0 ・”460 住民票の交付について”と併用（E市）

13 前氏名 フリガナ ・調査先の保持する氏名に一致する氏名を記載
するため必要性が高いですが、必須とは言えないた
め、オプションと想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”461 住民票の交付について”と併用（E市）
・必要に応じて前氏名も入力可能。（J市）

14 漢字（名称） 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”462 住民票の交付について”と併用（E市）
・必要に応じて前氏名も入力可能。（J市）

15 生年月日 必須 1 0 0 0 0 ・”463 住民票の交付について”と併用（E市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名戸籍等の交付について※他自治体宛て

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 性別 必須 1 0 0 0 0 ・”464 住民票の交付について”と併用（E市）

17 戸籍請求 本籍地 必須 1 0 0 0 0 必須 ・”465 住民票の交付について”と併用（E市）

18 筆頭者 必須 1 0 0 0 0 必須 ・”466 住民票の交付について”と併用（E市）

19 必要者の氏名 必須 1 0 0 0 0 必須 ・”467 住民票の交付について”と併用（E市）

20 生年月日 必須 1 0 0 0 0 必須 ・”468 住民票の交付について”と併用（E市）

21 性別 ・本人特定の重要な情報と考えられるため、必須と
して想定しております。

必須 3 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”469 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

22 発行申請した帳票の必要部数 ・＃38のように、申請した帳票ごとに部数を数えた
ほうが柔軟に対応できるため、本項目は不要と想
定しております。

不要 2 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”470 住民票の交付について”と併用（E市）
・#38？（I市）
【事務局】＃３６の誤り
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

23 発行した帳票種類 同上 不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”471 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

24 注意事項 S社社では、「該当がない場合もその旨ご回答くだ
さい。なお、不明な点等ございましたら、下記までご
連絡ください。」と記載。

・必須とは言えないため、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”472 住民票の交付について”と併用（E市）
・回答がなければ調査結果不明。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

25 連絡先（回答者） 所属 ・発行元の連絡先は、把握しておく必要性が高いと
考え、必須と想定しております。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”473 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

26 連絡先 同上 必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”473 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

27 氏名 同上 必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”473 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）

28 連絡先 自治体名 必須 2 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・”476 住民票の交付について”と併用（E市）

29 自治体住所 ・本帳票のみ自治体住所を記載する必要性が高
いとは言えないため、不要と想定しています。

不要 0 0 1 4 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”477 住民票の交付について”と併用（E市）

30 課名 必須 2 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・”478 住民票の交付について”と併用（E市）

31 電話 R社では内線も記載されている 必須 2 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・”479 住民票の交付について”と併用（E市）



32 担当者名 必須 2 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・”480 住民票の交付について”と併用（E市）
・役職も印字させたい。役職が記載されていないだけで回答拒否した自治体あり。（F市）

33 備考 ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”481 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】No.167#11と同様、オプションとする。
・了解しました（E市）
【提案】備考欄についての整理が変更となったため、No.167#11と同様、必須とする。

34 回答期限 R社では項目名が”回答希望日”となっている ・回答期限は必要性は高いと考えますが、いかがで
しょうか。
・一旦オプションといたしますが、ご意見をお願い致
します。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・本市では記載有。埋もれる可能性を考慮して、あった方が好ましい。（C市）
・”482 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】No.394#49と同様
・了解しました（E市）

35 ただし書き U社では電子公印について説明が記載されている ・備考欄と同義と想定しており、オプションといたしま
す。

オプション 0 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”483 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました（E市）

36 申請件数（謄本・抄本・除票ほか） U社は、#7で謄本の交付を請求している。
S社は、#7で謄本、除票の交付を請求している。

・#7で、必要な種類を記載し、申請する部数を記
載する必要があるため、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・”484 住民票の交付について”と併用（E市）
【提案】必須多数のため、必須とする。
・了解しました（E市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

456 456 登記事項証明書交付申請書(会社法人用)(個別調査) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 商号・名称 必須 1 0 0 0 0

3 本店・主たる事務所 必須 1 0 0 0 0

4 会社法人等番号 必須 1 0 0 0 0

5 請求申請書種類 謄本 ・#9～28の内容のうち、謄本／全部証明／抄本
／閲覧のうち、何れかを選択する項目と想定。
・フリーテキストで請求事項を記載する場合は本項
目を具備し、項目を列挙する場合は#9～28のよ
うに列挙すればよいと考え、ベンダ判断としてオプショ
ンと定義します。

オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・457もそうですが、照会さえできればどのような形でも問題ない。（I市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

6 全部証明 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

7 抄本 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

8 閲覧 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

9 請求事項 全部事項証明書（謄本）_履歴事項
証明書

・フリーテキストで請求事項を記載する場合は
#5~6、29を具備し、項目を列挙する場合は本
項目のように列挙すればよいと考え、ベンダ判断とし
てオプションと定義します。

オプション 3 0 0 1 0

10 全部事項証明書（謄本）_現在事項
証明書

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

11 全部事項証明書（謄本）_閉鎖事項
証明書

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

12 一部事項証明書_履歴事項証明書 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

13 一部事項証明書_現在事項証明書 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

14 一部事項証明書_閉鎖事項証明書 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

15 株式・資本区 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記事項証明書交付申請書(会社法人用)(個別調査)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 目的区 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

17 役員区 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 支配人・代理人区 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

19 その他 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

20 代表者事項証明書 同上 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

21 コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄
本_コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿謄
本

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

22 コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄
本_閉鎖謄本

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄
本_閉鎖役員欄

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

24 コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄
本_その他

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

25 概要記録事項証明書_現在事項証明
書（動産譲渡登記事項概要ファイル）

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

26 概要記録事項証明書_現在事項証明
書（債権譲渡登記事項概要ファイル）

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 概要記録事項証明書_現在事項証明
書（動産譲渡登記事項概要ファイル）

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

28 概要記録事項証明書_現在事項証明
書（債権譲渡登記事項概要ファイル）

同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

29 請求事項 U社：自由記載と想定
（全部謄本／代表者の氏名／役員欄　等が記
載されている。）

・#9～28の内容を、テキストで記載するものと想
定。テキストで項目を自由記載とするか、項目列
挙するかは、ベンダの判断にゆだねることとするため、
オプションと定義します。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

30 申請の目的 ・必須とは言えないため、オプションと想定する。 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

31 手数料 ・発行手数料は免除される旨記載されることが一
般的と考えますが、「公用」の記載があれば、本項
目は不要になるとも考えられます。（公用請求であ
れば、手数料免除されるため）
・オプションとして定義いたしますが、本項目の必要
性について、ご意見をお願い致します。また、「公
用」項目の必要性があれば、併せてご回答をお願
い致します。

オプション 1 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・オプションで問題ないが、当市では手数料の項目には免除される規定の条文を記載している。（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



32 登記所の表示 必須 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）

33 請求年月日 ・＃35と同一と思われるため、充足すると見なし、
不要と想定します。

不要 0 0 2 2 0 不要 ・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

34 申請書本文 必須 1 0 0 0 0

35 申請日 必須 1 0 0 0 0

36 宛先 ・外部帳票のため必要性が高いと思われることか
ら、必須と想定します。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

37 執行機関 必須 1 0 0 0 0

38 照会先記述欄 交付通数 必須 1 0 0 0 0

39 交付枚数 必須 1 0 0 0 0

40 手数料 必須 1 0 0 0 0

41 受付・交付年月日 必須 1 0 0 0 0

42 確認印 同上 オプション 3 0 0 1 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

43 申請人 住所 ・申請元の住所の記載は自然と考えられますが、
必須とは言えないため、オプションと想定します。

オプション 3 0 0 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

44 担当者 ・担当者名記入欄は法務局から連絡する場合に
必要と思われるため、必須と想定します。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

457 457 登記事項証明書交付申請書(不動産)(個別調査） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 謄本 ・＃15～30があれば不要な項目に思えますが、い
かがでしょうか。
・オプションといたしますが、ご意見をお願い致しま
す。

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

3 抄本 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

4 全部証明 同上 オプション 1 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

5 閲覧 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

6 種別 土地／建物 必須 2 0 0 0 0

7 財団／船舶／その他 ・数が少ないと思われるため、オプションと想定しま
す。

オプション 1 0 0 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

8 所在 所在 ・所在の記載は必須と考えますが、#9～11のよう
に細分化する場合は、本項目は具備せず、#9～
11を具備すればよいものと想定します。

必須 4 0 0 1 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#8~11でまとめて印字されれば可。（J市）
【提案】まとめて印字されればよいという意見があるため、本項目を必須とし、9~11を削除する

9 群・市・区 ・細分化することは必須とは言えないため、オプショ
ンと想定します。

オプション 3 0 0 0 0 不要

10 町・村 同上 オプション 3 0 0 0 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#8~11でまとめて印字されれば可。（J市）
【提案】#8と同様

11 丁目・大字・字 同上 オプション 3 0 0 0 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・#8~11でまとめて印字されれば可。（J市）
【提案】#8と同様

12 地番 同上 オプション 3 0 0 0 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】#8と同様

13 家屋番号又は所有者 必須 2 0 0 0 0

14 請求通数 必須 1 0 0 1 0

15 共同担保目録 ・共同担保目録の詳細を記載する必要がある場
合は、本項目は不要となりますが、詳細を記載す
る必要がなければ、本項目のみ具備すればよく、
#16~19は不要と想定します。ご意見をお願い致
します。（R社のような記載だけでもいいのではない
か？という趣旨）
・一旦#15は不要とし、＃16~19は必須といたし
ます。

オプション 2 0 0 1 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・本項目のみ具備。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、本項目を不要とし、＃１６～１９を必須とする
・法務局所定の用紙を利用しているため影響はない。共同担保目録を請求していることが明らかであればいい
と考える。（F市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記事項証明書交付申請書(不動産)(個別調査）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 番号 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１５と同様

17 現に効力を有するもの 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１５と同様

18 全部（抹消を含む 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１５と同様

19 （＿＿）第＿＿＿＿＿号 同上 オプション 2 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】＃１５と同様

20 請求事項 登記事項証明書・謄本＿土地／建物 R社は、土地 必須 1 0 0 0 0

21 上記のうち、現に効力を有する部分のみ 必須 1 0 0 0 0

22 専有部分の登記事項証明書・抄本 必須 1 0 0 0 0

23 上記のうち、現に効力を有する部分のみ 必須 1 0 0 0 0

24 一部事項証明書・抄本 ・利用するケースも少なく、一般的な調査事項では
ないと思われるため、オプションと想定します。

オプション 2 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

25 所有者事項証明書_所有者 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

26 所有者事項証明書_共有者 同上 オプション 3 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿 同上 オプション 2 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

28 合筆・滅失等による閉鎖登記簿・記録 同上 オプション 2 0 0 1 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

29 所有者の住所氏名 ※使途不明 0 0 0 2 0 不要 ・必要性なしと考えます。（A市）
・本市では記載なし（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

30 特定日付時点の登記事項 ※使途不明 0 0 0 2 0 不要 ・必要性なしと考えます。（A市）
・本市では記載なし（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

31 申請の目的 ・記載は必須でないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載あり。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



32 手数料 必須 1 0 0 0 0

33 登記所の表示 ・記載は必須でないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

34 請求年月日 必須 1 0 0 0 0

35 申請書本文 必須 1 0 0 0 0

36 申請者 住所 ・申請元の住所の記載は自然と考えられますが、
必須とは言えないため、オプションと想定します。

オプション 3 0 0 1 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

37 担当者名 ・担当者名記入欄は法務局から連絡する場合に
必要と思われるため、必須と想定します。

必須 5 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

38 宛先 ・外部帳票のため必要性が高いと思われることか
ら、必須と想定します。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

39 執行機関 必須 1 0 0 0 0

40 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 4 0 0 1 0 必須 ・必要性なしと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

41 照会先記述欄 交付通数 必須 1 0 0 0 0

42 交付枚数 ・必要性が高いと思われるため、必須と想定しま
す。

必須 3 0 0 2 0 オプション ・必要性なしと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】意見が分かれているため、オプションとする

43 手数料 同上 必須 4 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

44 受付・交付年月日 必須 1 0 0 0 0

45 確認印 ・記載は必須でないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 2 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

459 459 （差押）登記嘱託書（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 権利者 必須 2 0 0 0 0

5 義務者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 添付書類 必須 2 0 0 0 0

8 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

9 宛先 必須 2 0 0 0 0

10 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

11 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

12 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 1 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・電子公印ではなく、課専用の公印を押印している。（I市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

13 連絡先 必須 2 0 0 0 0

14 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

15 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（差押）登記嘱託書（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

17 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

461 461 (差押)登記原因証明情報（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 当事者 権利者 必須 2 0 0 0 0

3 義務者住所 必須 2 0 0 0 0

4 義務者名 必須 2 0 0 0 0

5 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

6 登記の原因となる事実または法律行為 必須 2 0 0 0 0

7 帳票本文 必須 2 0 0 0 0

8 通知日 必須 2 0 0 0 0

9 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

10 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(差押)登記原因証明情報（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

462 462 （参加差押）登記嘱託書（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 権利者 必須 2 0 0 0 0

5 義務者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 添付書類 必須 2 0 0 0 0

8 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

9 宛先 必須 2 0 0 0 0

10 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

11 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

12 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

13 連絡先 必須 2 0 0 0 0

14 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

15 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（参加差押）登記嘱託書（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

17 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

464 464 (参加差押)登記原因証明情報（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 当事者 権利者 必須 2 0 0 0 0

3 義務者住所 必須 2 0 0 0 0

4 義務者名 必須 2 0 0 0 0

5 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

6 登記の原因となる事実または法律行為 必須 2 0 0 0 0

7 帳票本文 必須 2 0 0 0 0

8 通知日 必須 2 0 0 0 0

9 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

10 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(参加差押)登記原因証明情報（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

465 465 （差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 変更後の事項 必須 2 0 0 0 0

5 被代位者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 代位者 必須 2 0 0 0 0

8 代位原因 必須 2 0 0 0 0

9 添付書類 必須 2 0 0 0 0

10 宛先 必須 2 0 0 0 0

11 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 2 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

17 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

18 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

468 468 （参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 変更後の事項 必須 2 0 0 0 0

5 被代位者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 代位者 必須 2 0 0 0 0

8 代位原因 必須 2 0 0 0 0

9 添付書類 必須 2 0 0 0 0

10 宛先 必須 2 0 0 0 0

11 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 2 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

17 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

18 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

471 471 （差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 1 0 0 0 0

3 原因 必須 1 0 0 0 0

4 変更後の事項 必須 1 0 0 0 0

5 被代位者 住所 必須 1 0 0 0 0

6 氏名 必須 1 0 0 0 0

7 代位者 必須 1 0 0 0 0

8 代位原因 必須 1 0 0 0 0

9 添付書類 必須 1 0 0 0 0

10 宛先 必須 1 0 0 0 0

11 嘱託日付 必須 1 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 1 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 不動産の表示 必須 1 0 0 0 0

17 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

18 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

473 473 （参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 1 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 1 0 0 0 0

3 原因 必須 1 0 0 0 0

4 変更後の事項 必須 1 0 0 0 0

5 被代位者 住所 必須 1 0 0 0 0

6 氏名 必須 1 0 0 0 0

7 代位者 必須 1 0 0 0 0

8 代位原因 必須 1 0 0 0 0

9 添付書類 必須 1 0 0 0 0

10 宛先 必須 1 0 0 0 0

11 嘱託日付 必須 1 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 1 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 1 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

17 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

475 475 （差押）登記嘱託書(所有権移転)(相続) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 相続人 必須 2 0 0 0 0

5 被代位者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 代位者 必須 2 0 0 0 0

8 代位原因 必須 2 0 0 0 0

9 添付書類 必須 2 0 0 0 0

10 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 宛先 必須 2 0 0 0 0

12 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

13 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

14 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

15 連絡先 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（差押）登記嘱託書(所有権移転)(相続)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

17 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

18 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

19 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

484 484 （差押解除）登記嘱託書（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 抹消すべき登記 必須 2 0 0 0 0

5 権利者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 義務者 必須 2 0 0 0 0

8 添付書類 必須 2 0 0 0 0

9 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0

10 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

11 宛先 必須 2 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 2 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（差押解除）登記嘱託書（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

17 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

18 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

487 487 （参加差押解除）登記嘱託書（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 抹消すべき登記 必須 2 0 0 0 0

5 権利者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 義務者 必須 2 0 0 0 0

8 添付書類 必須 2 0 0 0 0

9 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 4 0

10 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

11 宛先 必須 2 0 0 0 0

12 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

13 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

14 連絡先 必須 2 0 0 0 0

15 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名（参加差押解除）登記嘱託書（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

17 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

18 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

486 486 (差押解除)登記原因証明情報 （不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 当事者 権利者 必須 2 0 0 0 0

3 義務者住所 必須 2 0 0 0 0

4 義務者名 必須 2 0 0 0 0

5 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

6 登記の原因となる事実または法律行為 必須 2 0 0 0 0

7 帳票本文 必須 2 0 0 0 0

8 通知日 必須 2 0 0 0 0

9 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

10 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(差押解除)登記原因証明情報 （不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

489 489 (参加差押解除)登記原因証明情報（不動産） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 当事者 権利者 必須 2 0 0 0 0

3 義務者住所 必須 2 0 0 0 0

4 義務者名 必須 2 0 0 0 0

5 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

6 登記の原因となる事実または法律行為 必須 2 0 0 0 0

7 帳票本文 必須 2 0 0 0 0

8 通知日 必須 2 0 0 0 0

9 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

10 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名(参加差押解除)登記原因証明情報（不動産）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

498 498 登記嘱託書（猶予抵当権設定） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 債権額 必須 2 0 0 0 0

5 債務者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 抵当権者 必須 2 0 0 0 0

8 設定者 住所 必須 2 0 0 0 0

9 氏名 必須 2 0 0 0 0

10 添付資料 必須 2 0 0 0 0

11 その他 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

12 宛先 必須 2 0 0 0 0

13 嘱託日 必須 2 0 0 0 0

14 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

15 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記嘱託書（猶予抵当権設定）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 連絡先 必須 2 0 0 0 0

17 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

18 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

19 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

20 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

501 501 登記嘱託書（抵当権設定）（登記抹消） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 抹消すべき登記 必須 2 0 0 0 0

5 権利者 住所 必須 2 0 0 0 0

6 氏名 必須 2 0 0 0 0

7 義務者 必須 2 0 0 0 0

8 添付書類 必須 2 0 0 0 0

9 宛先 必須 2 0 0 0 0

10 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

11 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

12 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は押印。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

13 連絡先 必須 2 0 0 0 0

14 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

15 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記嘱託書（抵当権設定）（登記抹消）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

17 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

505 505 登記嘱託書（公売）(売却決定) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 登記の目的 必須 2 0 0 0 0

3 原因 必須 2 0 0 0 0

4 抹消すべき登記 必須 2 0 0 0 0

5 権利者 ・住所、氏名欄を記載した方が分かりやすいため、
本項目は不要とし、#6,7を採用する想定としま
す。

不要 1 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

・U社505の帳票が見当たりません・・・？（I市）
【回答】185_登記嘱託書(所有権移転）をご参照いただく
・確認したうえで、上記【提案】のとおりでよいかと存じます。（I市）

・登記嘱託書については法務局から書式例が定まっており、その書式に準拠すべきであるため必須と判断（C
市）
【回答】法務局の書式例については根拠法令のある様式でないため、本WTでは根拠として用いない想定

6 住所 必須 2 0 0 0 0

7 氏名 必須 2 0 0 0 0

8 義務者 住所 ・所有者住所、抵当権者住所の記載がありません
が、通常どちらを記載するでしょうか。
・何れか片方の記載だけで充分であれば、#8~13
のうち、必要性の高い項目だけ必須とし、それ以外
をオプションとします。
・また、義務者住所・氏名の要否についても併せて
ご意見をお願い致します。

5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・登記嘱託書については法務局から書式例が定まっており、その書式に準拠すべきであるため必須と判断（C
市）

・義務者＝前所有者（滞納者）、権利者＝新所有者（買受人）であり、双方の住所氏名の記載が必要と
思われます。（B市）
【提案】義務者、権利者情報が必要性が高いという意見があるため、＃１０～１３はオプションとし、８、９
は必須とする。

9 氏名 同上 5 0 0 0 0 必須 【提案】＃８と同様

10 所有者住所 同上 3 0 0 2 0 オプション ・必要性なしと考えます。（A市）
・登記嘱託書については法務局から書式例が定まっており、その書式に準拠すべきであるため必須と判断（C
市）
【提案】＃８と同様

11 所有者氏名 同上 3 0 0 2 0 オプション ・必要性なしと考えます。（A市）
・登記嘱託書については法務局から書式例が定まっており、その書式に準拠すべきであるため必須と判断（C
市）
【提案】＃８と同様

12 抵当権者住所 同上 2 0 0 3 0 オプション ・必要性なしと考えます。（A市）
・差押解除の際に抵当権設定されている物件も多いため、本項目も必須と判断。（C市）
【提案】＃８と同様

13 抵当権者氏名 同上 2 0 0 3 0 オプション ・必要性なしと考えます。（A市）
・差押解除の際に抵当権設定されている物件も多いため、本項目も必須と判断。（C市）
【提案】＃８と同様

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記嘱託書（公売）(売却決定)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



14 添付書類 必須 2 0 0 0 0

15 登録完了証の交付 ・本項目の使途についてご存じでしたらご教示くださ
い。
・3ベンダが具備していないため一旦オプションと想
定します。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・登録完了証の交付を希望する旨を記載しないと交付されないため（B市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】登録完了証の交付を希望する旨を記載しないと交付されないため、必要性が高いと思われ、必須とす
る。

16 登記識別情報通知の交付 同上 オプション 3 0 0 3 0 確認中 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・所有権移転時には新所有者に対し、登記識別情報通知を交付するため本項目は必須（C市）
【確認】所有権移転時に新所有者に対して登記識別情報通知を交付する根拠をご教示いただく（C市）
・換価事務提要第６章１０１（５）移転登記の嘱託買請人の「登記識別情報」の通知希望の有無によっ
て意思表示の必要がある。（C市）
【提案】換価事務提要の記載に則り、本項目は必須とする。

17 嘱託日付 必須 2 0 0 0 0

18 宛先 必須 2 0 0 0 0

19 嘱託者 執行機関名 必須 2 0 0 0 0

20 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

21 連絡先 必須 2 0 0 0 0

22 課税価格 必須 2 0 0 0 0

23 登録免許税 必須 2 0 0 0 0

24 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0

25 備考 法務局送付の際、自治体個別で記載している文
言等に対応する想定

必須 0 0 0 0 0 必須 【提案】既定の文章を自動印字する場合があるため、必須項目として定義する。
・必須とすることは了解しました。（I市）

26 自治体連絡先 pending



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

507 507 登記原因証明情報(不動産売買 担保権解除) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 当事者 権利者 ・住所、氏名欄を記載した方が分かりやすいため、
本項目は不要とし、#3,4を採用する想定としま
す。

不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

3 権利者住所 必須 2 0 0 0 0

4 権利者氏名 必須 2 0 0 0 0

5 義務者住所 必須 2 0 0 0 0

6 義務者氏名 必須 2 0 0 0 0

7 差押権者 ※使途不明 0 0 0 2 1 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・要否不明も、他市の状況による。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

8 不動産の表示 必須 2 0 0 0 0 ・「※詳細は別紙のとおり」と表示させ、物件目録を別に出力している。（F市）

9 抹消の対象となる登記 必須 2 0 0 0 0

10 登記の原因となる事実又は法律行為 必須 2 0 0 0 0

11 帳票本文 必須 2 0 0 0 0

12 通知日 必須 2 0 0 0 0

13 執行機関名 必須 2 0 0 0 0 ・市長名（F市）

14 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同様（C市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名登記原因証明情報(不動産売買 担保権解除)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

519 519 延滞金減免申請書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 宛先（申請先自治体名） 必須 3 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
・市長あて（F市）

3 帳票本文 ・本文がなければ、申請書の趣旨が伝えられないた
め、必須と考えます。

必須 6 0 1 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 文書番号 ・市民からの申請書に文書番号を付番するのはど
のような運用か想定できないため、不要と想定致し
ます。

不要 1 0 0 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・申請書と減免決定の決裁書を兼ねているため必要としている。
No.138の決定通知書で決済の対応ができれば問題なし。（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

5 申請日 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

6 申請者 住所 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

7 氏名 必須 1 1 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
・氏名は空欄で打ち出して記入する。（F市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

8 印 必須 2 0 0 0 0 pending ・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

9 職業 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 0 0 0 5 0 不要 【提案】不要多数のため、不要とする。

10 電話 同上 オプション 2 0 0 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

11 滞納者 住所 ・申請者と滞納者が異なる場合が考えられますが、
必要性は高くないと考え、オプションと想定します。

オプション 2 1 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

12 氏名 同上 オプション 2 1 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・事務局見解のとおり。（J市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

13 申請理由 必須 3 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

14 詳細 U社：申請理由の詳細記述欄（単に2枠目と考
えてよい）

・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

15 滞納金額明細 明細 全社、別紙未納明細に遷移 必須 2 0 0 0 0 必須 ・各期別ごとの表記部分には”別紙明細書のとおり”でよいと考えるが、合計等は表紙に記載があった方がよいと考
える。（E市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名延滞金減免申請書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 合計 必須 2 0 0 0 0

17 延滞金基準日 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

18 備考 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

19 連絡先 所属 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 3 0 0 2 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・申請書に連絡先は不要。（J市）

20 担当者名 ・No.1_充当通知書＃25「担当者」に伴い、必須
といたします。

必須 3 0 0 2 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・申請書に連絡先は不要。（J市）

21 電話 ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 3 0 0 2 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・申請書に連絡先は不要。（J市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

521 521 納付誓約書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 文書本文 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

3 誓約日 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

4 処分庁名（通知者名） 必須 3 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

5 誓約者 住所 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

6 氏名
署名欄

必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）
・#13のように署名させたほうがいいのでは。（I市）
【回答】＃１５署名は不要想定
・＃11で印を必須としているが、押印よりも署名が必要と考えます。（当市では、署名があれば押印不要の
帳票としています。）（B市）
【提案】＃１５署名欄が必要との意見があることから、誓約者、納付義務者ともに「氏名欄」→「署名欄」に修
正し、必須とする

7 誓約者 印 R社では項目名が”納税義務者（特別徴収義務
者）”となっている

必須 2 0 1 0 0 pending ・事務局と同意見（C市）

8 電話 必須 2 0 0 0 0 必須 ・事務局と同意見（C市）

9 勤務先 ・納付誓約に必須とは言えないため、オプションと想
定しております。

オプション 0 0 2 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

10 勤務先電話 同上 オプション 0 0 2 5 0 扶養 【事務局】同上

11 納付計画内訳 ※詳細は、別紙納付計画明細書のとお
り

・No.523_納付計画明細書に遷移するため、必
須と想定しております。

必須 6 0 1 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

12 納付義務者 住所 ・誓約者と納税義務者が異なる場合（家族や実
使用者等）が考えられるため、オプションと想定しま
す。

オプション 3 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・誓約者と義務者が違う場合で納付誓約書を取ったことがない。（E市）
・誓約者と納税義務者が異なるとしても、納税義務者の情報を省くのは適当ではない。（F市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

13 氏名
署名欄

同上 オプション 3 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・誓約者と義務者が違う場合で納付誓約書を取ったことがない。（E市）
・誓約者と納税義務者が異なるとしても、納税義務者の情報を省くのは適当ではない。（F市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）
【事務局】＃６のとおり、項目名を「氏名」→「署名欄」に修正

14 印 同上 オプション 2 0 1 3 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・誓約者と義務者が違う場合で納付誓約書を取ったことがない。（E市）
・誓約者と納税義務者が異なるとしても、納税義務者の情報を省くのは適当ではない。（F市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。
・了解しました（E市）

15 署名欄（誓約者） 誓約者の署名 ・#13氏名があるなら不要と考えます。 不要 2 0 1 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・他市の状況による。本市は分納誓約書として有。（C市）
・誓約者の署名又は押印（J市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名納付誓約書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 未納税額 【平成30年　8月31日　現在】 ・未納税額は納付計画とは別であり、必要であって
も未納明細書を発行すればよい内容であるため、
不要と想定しております。

不要 2 0 2 3 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・No.523未納明細書と併せて出力できるなら以下の項目は不要（F市）
・未納明細書にかかれている、別紙未納明細書の通りとするためにも必要では？（I市）
【提案】本項目については、別紙未納明細への遷移を記載する必要があるため必須とし、以下の項目を不要
とする。

17 本税 同上 不要 1 0 2 3 0 不要 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

18 督促手数料 同上 不要 1 0 2 3 0 不要 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

19 延滞金 同上 不要 1 0 2 3 0 不要 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

20 合計 同上 不要 1 0 2 3 0 不要 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

21 未納税額の内訳 別紙のとおり 同上 不要 1 0 2 3 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

22 分納誓約申立書 別紙１のとおり ・分納誓約は申し立てる性質のものではないため、
不要と想定しております。

不要 0 0 2 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】＃１６と同様

23 分納誓約期間 ・No.523_納付計画明細書で記載するため、不
要といたします。

不要 0 0 2 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

24 分割回数 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

25 納付期日及び納付金額 別紙２のとおり 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

26 分納誓約条件 H27. 4.25 「不履行の場合には、年金を差し押える。」等の条
件を記載可能

同上 不要 0 0 1 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・他市の状況による。本市は本市は分納誓約書に分納理由として有。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
・おっしゃる通り、ケースによっては「不履行の場合には、年金を差し押える。」などの条件を記載することもあり
ます。フリー入力ができればベストか。（I市）
【提案】本項目をオプションとする。

27 科目 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

28 年度 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

29 年分 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・他市の状況による。本市は本市は分納誓約書に有。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

30 通知書番号 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・他市の状況による。本市は本市は分納誓約書に有。（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



31 税額等 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

32 合計 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

33 申請理由 ・納付計画に申請は不要であるため、不要と想定
しております。

不要 0 0 2 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

34 回 ・No.522納付計画書に記載される内容であるた
め、不要と想定しております。

不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

35 納付年月日 同上 不要 0 0 2 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

36 備考 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

37 残金 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

38 納付方法 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

39 延滞金基準日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

40 次回来庁日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

41 次回再申請来庁日 同上 不要 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

42 備考 同上 不要 0 0 1 4 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
【提案】不要多数のため、不要とする。
【提案】＃２６のとおり、必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

522 522 納付計画書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 ・郵送することも考えられるため、オプションとする。 オプション 4 0 1 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

2 文書番号 オプション 1 0 0 1 0 不要 ・印字する、しないの選択（E市）
・現状では印字されているが使っていない。（F市）
【確認】公印を不要とする想定であり、本項目も不要でよいか
・問題なし（E市）
・不要でよい（F市）
・当市は不要（I市）
【提案】本項目は不要とする。

3 通知日 オプション 2 0 0 0 0

4 処分庁名（通知者名） オプション 2 0 0 0 0

5 公印 オプション 0 0 0 2 0 不要 ・使っていない（F市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

6 通知文書本文 オプション 2 0 0 0 0

7 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

8 誓約者 住所 必須 1 0 0 1 0 必須 ・富士市では記載していないが、あっても構わない。（F市）

9 氏名 必須 1 0 0 1 0

10 納付義務者 住所 ・誓約者と納税義務者が異なる場合（家族や実
使用者等）が考えられるため、オプションと想定しま
す。

オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・誓約者と納税義務者が異なるとしても、納税義務者の情報を省くのは適当ではない。（F市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

11 氏名 同上 オプション 3 0 0 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・誓約者と納税義務者が異なるとしても、納税義務者の情報を省くのは適当ではない。（F市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

12 電話 ・必須とは言えないため、オプションと想定しておりま
す。

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

13 納付計画 回数 S社社は、「第〇回」を示している 必須 2 0 0 0 0

14 納付予定日 U社では項目名が”納付年月日”となっている 必須 2 0 0 0 0

15 曜日 ・必須とは言えないため、オプションと想定しておりま
す。

オプション 0 0 0 6 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名納付計画書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納付予定額 U社では項目名が”納付額”となっている 必須 2 0 0 0 0

17 納付月日 ・実際の納付日が入力されると思われるが、必要
性の高い項目とは言えないため。オプションと想定し
ております。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・納付した日ということか？それを計画の時点で記載できるのか？（I市）
【回答】納付した日を指していると思われる。計画時点では当然できないため、再発行時に数値が埋まると想
定。
【提案】不要多数のため、不要とする。
・了解しました。再発行を求める奇特な滞納者に出会ったことがないので不要だと思います。（I市）

18 取扱者 ・必須とは言えないため、オプションと想定しておりま
す。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

19 納付方法 ・必須とは言えないため、オプションと想定しておりま
す。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

20 納付書枚数 ・必須とは言えないため、オプションと想定しておりま
す。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

21 納付予定残額 ・記載の納付計画終了後の残額、各回納付後の
残額等を想定しています。必須とは言えないため、
オプションと想定しております。

オプション 1 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

22 次回来庁日 ・来庁でない納付計画策定も考えられることから、
オプションと想定しております。

オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・あれば便利（I市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

23 次回再申請来庁日 同上 オプション 0 0 1 4 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

24 備考 全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと言
い切れないので、オプションといたします。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

25 未納明細 科目 ・未納明細は納付計画に必須とは言えず、別途未
納明細を出力できればよいため、不要と想定しま
す。

不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

26 年度 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

27 年分 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

28 通知書番号 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

29 税額等 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

30 督促料 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

31 延滞金 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



32 合計 同上 不要 0 0 1 5 0 不要 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

523 523 納付計画明細書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛名 オプション 2 0 0 0 0

2 文書タイトル 必須 2 0 0 0 0

3 発行日 オプション 2 0 0 0 0

4 住所 必須 2 0 0 0 0

5 氏名 必須 2 0 0 0 0

6 回数 オプション 1 0 0 1 0

7 科目 S社社は、「第〇回」を示している 必須 2 0 0 0 0 ・S社が「第〇回」と記載してるのは、納付計画書。（F市）

8 賦課年度 必須 2 0 0 0 0

9 相当年度 必須 2 0 0 0 0

10 期月 必須 2 0 0 0 0

11 通知書番号 必須 2 0 0 0 0

12 金額 必須 2 0 0 0 0

13 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

14 延滞金 必須 2 0 0 0 0

15 期別合計額 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名納付計画明細書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納付期日 必須 2 0 0 0 0

17 備考
（期別ごとの備考）

オプション 2 0 0 0 0

18 合計 金額 必須 2 0 0 0 0

19 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

20 延滞金 必須 2 0 0 0 0

21 総合計額 必須 2 0 0 0 0

22 備考（帳票全体の備考） ・全社具備しておらず、本帳票に必要性が高いと
言い切れないので、オプションといたします。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 科目略称 ・ オプション 3 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・略称を使うのであれば（I市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

24 宛名番号 オプション 2 0 0 0 0 必須 【提案】No1#34と同様

25 延滞金基準計算日 オプション 2 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

533 533 不在者連絡票 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 1 0 0 1 0 必須 ・臨戸して不在票を差し入れるので住所はいるのか？郵送する？（I市）
【確認】3ベンダ具備だが、使途がないのであれば不要とする。各構成員において、送付先を具備する必要性
を伺う。
・→送付先は不要（B市）
・臨戸で使用する帳票なので、恐らく送付先は不要。（C市）
・業務上使用はしていないが、使用を検討する際、開封前に住所・氏名を確認してもらう意味で印字は必要
ではないか？（E市）
・不要と考える。なお、この帳票を使用する予定はない。（F市）
【提案】窓あき封筒に封入し、開封前に住所氏名を確認してもらう必要があるという意見があるため、必須と
する。

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 1 0 不要 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。
【提案】本帳票は郵送で送付するケースがないので、カスタマーバーコードは不要とする

3 文書番号 必須 1 0 0 0 0 不要 ・印字する、しないの選択。差し置き文書を想定しているため、採番が難しいと考える。（E市）
【回答】印字される想定であり、選択は現状考慮していない。
【確認】3ベンダ具備だが、使途がないのであれば不要とする。各構成員において、送付先を具備する必要性
を伺う。
・文書番号は不要（B市）
・本市では文書番号の記載はない。（C市）
・業務上使用はしていないが、使用を検討する際、開封前に住所・氏名を確認してもらう意味で印字は必要
ではないか？（E市）
【提案】業務上使用がなく不要多数のため、不要とする。

4 催告日 必須 1 0 0 0 0

5 自治体 住所 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 4 0 0 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

6 所属 同上 必須 5 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

7 電話 R社では内線についても記載されている ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

8 納付相談連絡先 ・＃5,6,7で充足するが、別途相談窓口を設ける
場合も考えております。
・オプションとするが、不要としてもよいと考えます。

オプション 1 0 2 3 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 催告書タイトル 必須 1 0 0 0 0

10 催告書本文 ・本文については、帳票の使途に沿っていればよい
こととする。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

・本文はマスタ管理するなど修正できるようにすること。（E市）
【回答】機能側で定義済みである。
・了解しました（E市）

11 指定期限 ・催告書に指定期限は一般的に掲載されると考
え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 0 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

12 住所 ・滞納者情報は送付先と異なる情報があり得ます
が、封筒に指定送付先を記載して対応可能であ
るため、不要と想定します。（送付先は、あくまで
滞納者情報と同一であった方が良いとの考えに基
づきます。）

不要 1 0 3 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

13 氏名 同上 不要 1 0 3 1 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

14 滞納明細 科目 R社では項目名が”税目”となっている 必須 1 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名不在者連絡票

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 賦課年度 U社では項目名が”年度”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 1 0 0 0 0

16 相当年度 U社では項目名が”年度分”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 1 0 0 0 0

17 期別（月） 必須 1 0 0 0 0

18 通知書番号 ・通知書番号は税目特定に必要な項目と思われ
るため、必須と想定しております。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 未納額 U社では項目名が”納付すべき額”となっている 必須 1 0 0 0 0

20 督促手数料 必須 1 0 0 0 0

21 延滞金 必須 1 0 0 0 0

22 各項目の合計金額 必須 1 0 0 0 0

23 納期限 ・納期限は賦課年度、総当年度、期別等に対応
するため、必要性が高く、必須と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 必須 ・賦課年度、総当年度、期別等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

24 備考
特例基準割合に関する説明書き

S社社は、「延滞金は、納期限翌日から納付
（入）の日まで14.6％以内（納期限の翌日か
ら１ヶ月の日まで7.3％以内）の割合で計算した
金額が加算されます。」と記載

必須 1 0 0 0 0 オプション 【事務局】S社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名を「特例基準割合に関する説明書き」に
修正し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、＃２９で具備する。

25 合計 S社社は、※No.16.17.18.19それぞれの合計
額

必須 1 0 0 0 0

26 調査日 ・消込が確定したタイミングと見受けられますが、必
須とは言えないと判断し、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 1 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

・いつ現在は必要。〇月〇日時点の収納反映などの記載をただし書き欄にすればいいのでは？（E市）
【回答】ただし書きへの記載はフリーテキストで自由に編集可能
・了解しました（E市）

27 延滞金計算日 U社,R社では金額の計算について説明が記載され
ている

必須 1 0 0 0 0

28 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 2 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

29 ただし書き
備考

必須 1 0 0 0 0 必須 【事務局】「ただし書き」→「備考」に修正する。

30 処分庁名（通知者名） ・催告書に処分庁名を記載するのは必須とは言え
ないため、オプションと想定しています。（処分庁＝
自治体であるため）
・徴税吏員名で出力する場合も加味する場合も
鑑み、オプションといたします。（テキスト入力可
能）

オプション 2 0 0 2 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。



31 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 4 0 1 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・差し置きするかしないかは訪問結果しだい、公印は押印できない。（E市）
・記載あり。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。
・了解しました（E市）

32 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 4 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・相手方から連絡があった場合、本人特定に使用する必須。（E市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

535 535 催告書（差押え言及有） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 2 0 0 0 0

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0 不要 ・印字する、しないの選択（E市）
【回答】印字される想定であり、選択は現状考慮していない
・【意見】「号外」の対応が可能にしていただきたい。訪問により本人所在が確認できればポスト投函等もあり
得る。投函できない可能性もあるため文書番号を事前に附番できない、（E市）
【確認】No533#3で文書番号を不要とする想定だが、不要としてよいか

4 催告日 必須 2 0 0 0 0

5 自治体 住所 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 5 0 0 1 0 pending ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

6 所属 同上 必須 6 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

7 電話 R社では内線についても記載されている ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 pending ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

8 納付相談連絡先 ・＃4,5,6,7で充足するため、不要とする。 不要 0 0 2 4 0 pending ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 催告書タイトル 必須 2 0 0 0 0

10 催告書本文 ・本文については、帳票の使途に沿っていればよい
こととする。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

11 指定期限 ・催告書に指定期限は一般的に掲載されると考
え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

12 住所 ・滞納者情報は送付先と異なる情報があり得ます
が、封筒に指定送付先を記載して対応可能であ
るため、不要と想定します。（送付先は、あくまで
滞納者情報と同一であった方が良いとの考えに基
づきます。）

不要 2 0 2 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納者情報のことなのか送付先住所のことなのかわからない。
滞納者情報のことなら住民票上の住所は記載された方がいい。（F市）
【回答】滞納者情報を想定している。
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

13 氏名 同上 不要 2 0 2 2 0 オプション ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

14 滞納明細 科目 R社では項目名が”税目”となっている 必須 2 0 0 0 0

15 賦課年度 U社では項目名が”年度”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名催告書（差押え言及有）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 相当年度 U社では項目名が”年度分”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

17 期別（月） 必須 2 0 0 0 0

18 通知書番号 ・通知書番号は税目特定に必要な項目と思われ
るため、必須と想定しております。

必須 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

19 未納額 U社では項目名が”納付すべき額”となっている 必須 2 0 0 0 0

20 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

21 延滞金 必須 2 0 0 0 0

22 各項目の合計金額 必須 2 0 0 0 0

23 納期限 ・納期限は賦課年度、総当年度、期別等に対応
するため、必要性が高く、必須と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 必須 ・賦課年度、総当年度、期別等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

24 備考
特例基準割合に関する説明書き

S社社は、「延滞金は、納期限翌日から納付
（入）の日まで14.6％以内（納期限の翌日か
ら１ヶ月の日まで7.3％以内）の割合で計算した
金額が加算されます。」と記載

必須 2 0 0 0 0 オプション 【事務局】S社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名を「特例基準割合に関する説明書き」に
修正し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、＃２９で具備する。

25 合計 S社社は、※No.16.17.18.19それぞれの合計
額

必須 2 0 0 0 0

26 調査日 ・消込が確定したタイミングと見受けられますが、必
須とは言えないと判断し、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

27 延滞金計算日 U社,R社では金額の計算について説明が記載され
ている

必須 2 0 0 0 0

28 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必要/不要のいずれの意見もあるため、オプションとする。

29 ただし書き
備考

必須 2 0 0 0 0 必須 【事務局】「ただし書き」→「備考」に修正する。

30 処分庁名（通知者名） ・催告書に処分庁名を記載するのは必須とは言え
ないため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

31 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・富士市では使用していない。（F市）
・担当者が出す催告書もあり、公印は必須ではありません。（H市）
・記載あり。（J市）
【事務局】公印の印字は、共通要件上で自治体ごとに印字の有無を選択できる記載のため、出力項目対比
表上は一律必須とする。



32 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 5 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
【提案】No1#34と同様



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

536 536 分納不履行通知書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 2 0 0 0 0 ・535の催告書に同じ（H市）
【提案】本文が異なるだけであり、項目はNo.535と同一

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0 ・印字する、しないの選択（E市）

4 催告日 必須 2 0 0 0 0

5 自治体 住所 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

6 所属 同上 必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

7 電話 R社では内線についても記載されている ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

8 納付相談連絡先 ・＃4,5,6,7で充足するため、不要とする。 不要 0 0 3 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 催告書タイトル 必須 2 0 0 0 0

10 催告書本文 ・本文については、帳票の使途に沿っていればよい
こととする。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 指定期限 ・催告書に指定期限は一般的に掲載されると考
え、必須と想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 住所 ・滞納者情報は送付先と異なる情報があり得ます
が、封筒に指定送付先を記載して対応可能であ
るため、不要と想定します。（送付先は、あくまで
滞納者情報と同一であった方が良いとの考えに基
づきます。）

不要 2 0 2 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納者情報のことなのか送付先住所のことなのかわからない。
滞納者情報のことなら住民票上の住所は記載された方がいい。（F市）

13 氏名 同上 不要 2 0 2 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 滞納明細 科目 R社では項目名が”税目”となっている 必須 2 0 0 0 0

15 賦課年度 U社では項目名が”年度”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名分納不履行通知書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 相当年度 U社では項目名が”年度分”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

17 期別（月） 必須 2 0 0 0 0

18 通知書番号 ・通知書番号は税目特定に必要な項目と思われ
るため、必須と想定しております。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 未納額 U社では項目名が”納付すべき額”となっている 必須 2 0 0 0 0

20 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

21 延滞金 必須 2 0 0 0 0

22 各項目の合計金額 必須 2 0 0 0 0

23 納期限 ・納期限は賦課年度、総当年度、期別等に対応
するため、必要性が高く、必須と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・賦課年度、総当年度、期別等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 備考 S社社は、「延滞金は、納期限翌日から納付
（入）の日まで14.6％以内（納期限の翌日か
ら１ヶ月の日まで7.3％以内）の割合で計算した
金額が加算されます。」と記載

必須 2 0 0 0 0

25 合計 S社社は、※No.16.17.18.19それぞれの合計
額

必須 2 0 0 0 0

26 調査日 ・消込が確定したタイミングと見受けられますが、必
須とは言えないと判断し、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 延滞金計算日 U社,R社では金額の計算について説明が記載され
ている

必須 2 0 0 0 0

28 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 ただし書き 必須 2 0 0 0 0

30 処分庁名（通知者名） ・催告書に処分庁名を記載するのは必須とは言え
ないため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・富士市では使用していない。（F市）
・記載あり。（J市）



32 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 4 0 0 1 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

538 538 差押予告書 プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 2 0 0 0 0 ・535の催告書に同じ（H市）
【提案】本文が異なるだけであり、項目はNo.535と同一

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0 ・印字する、しないの選択（E市）

4 催告日 必須 2 0 0 0 0

5 自治体 住所 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

6 所属 同上 必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

7 電話 R社では内線についても記載されている ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

8 納付相談連絡先 ・＃5,6,7で充足するため、不要とする。 不要 0 0 3 3 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 催告書タイトル 必須 2 0 0 0 0

10 催告書本文 ・本文については、帳票の使途に沿っていればよい
こととする。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

11 指定期限 ・催告書に指定期限は一般的に掲載されると考
え、必須と想定しています。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

12 住所 ・滞納者情報は送付先と異なる情報があり得ます
が、封筒に指定送付先を記載して対応可能であ
るため、不要と想定します。（送付先は、あくまで
滞納者情報と同一であった方が良いとの考えに基
づきます。）

不要 2 0 2 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・滞納者情報のことなのか送付先住所のことなのかわからない。
滞納者情報のことなら住民票上の住所は記載された方がいい。（F市）

13 氏名 同上 不要 2 0 2 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

14 滞納明細 科目 R社では項目名が”税目”となっている 必須 2 0 0 0 0

15 賦課年度 U社では項目名が”年度”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押予告書

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 相当年度 U社では項目名が”年度分”となっている
R社では＃13～#14が”賦課相当”という一つの
項目になっている

必須 2 0 0 0 0

17 期別（月） 必須 2 0 0 0 0

18 通知書番号 ・通知書番号は税目特定に必要な項目と思われ
るため、必須と想定しております。

必須 6 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

19 未納額 U社では項目名が”納付すべき額”となっている 必須 2 0 0 0 0

20 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

21 延滞金 必須 2 0 0 0 0

22 各項目の合計金額 必須 2 0 0 0 0

23 納期限 ・納期限は賦課年度、総当年度、期別等に対応
するため、必要性が高く、必須と想定しています。

必須 5 0 1 0 0 ・賦課年度、総当年度、期別等で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

24 備考 S社社は、「延滞金は、納期限翌日から納付
（入）の日まで14.6％以内（納期限の翌日か
ら１ヶ月の日まで7.3％以内）の割合で計算した
金額が加算されます。」と記載

必須 2 0 0 0 0

25 合計 S社社は、※No.16.17.18.19それぞれの合計
額

必須 2 0 0 0 0

26 調査日 ・消込が確定したタイミングと見受けられますが、必
須とは言えないと判断し、オプションと想定していま
す。

オプション 2 0 0 3 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

27 延滞金計算日 U社,R社では金額の計算について説明が記載され
ている

必須 2 0 0 0 0

28 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

29 ただし書き 必須 2 0 0 0 0

30 処分庁名（通知者名） ・催告書に処分庁名を記載するのは必須とは言え
ないため、オプションと想定しています。

オプション 4 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

31 公印 ・No.1_充当通知書＃23「公印」に伴い、必須と
想定しています。

必須 5 0 0 1 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・富士市では使っていない。印鑑廃止の流れもあり不要でいいのでは？（F市）
・記載あり。（J市）



32 宛名番号 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 5 0 0 0 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

539 539 差押不動産の公売について（予告） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 送付先 必須 2 0 0 0 0 ・535の催告書に同じ（H市）
【提案】本文が異なるだけであり、項目はNo.535と同一とする

2 カスタマーバーコード ・No.1_充当通知書＃2「カスタマーバーコード」に
伴い、必須といたします。

必須 4 0 0 2 0 ・カスタマーバーコードは、大量発送時に割引が適用になりますが、それ以外では適用対象外となるため、本帳票
では対応不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在使用はないが、具備されていれば助かる。（J市）

3 文書番号 必須 2 0 0 0 0

4 催告日 必須 2 0 0 0 0

5 自治体 住所 ・No.1_充当通知書＃24「連絡先」に伴い、必須
といたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

6 所属 同上 必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

7 電話 ・No.1_充当通知書＃26「電話」に伴い、必須と
いたします。

必須 5 0 0 1 0 ・必須項目ではないので、オプションで問題ないと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・現在は担当課、担当者、電話番号を記載。（J市）

8 処分庁名（通知者名） ・ オプション 3 0 0 2 0 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

9 公印 オプション 1 0 0 1 0

10 催告書タイトル 必須 2 0 0 0 0

11 催告書本文 必須 2 0 0 0 0

12 未納明細 未納明細を別紙に添付 必須 2 0 0 0 0

13 小計 ・詳細は未納明細で記載されていればよいため、オ
プションと想定しております。

オプション 0 0 0 6 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・小計（E市）

14 滞納処分費 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

15 合計 同上 オプション 1 0 0 4 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

事務局見解

税目

帳票N
帳票名差押不動産の公売について（予告）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 納付（納入）期日 必須 2 0 0 0 0

17 納付（納入）場所 ・納入場所を指示する必要性は高くないと考えられ
るため、オプションと想定しております。

オプション 0 0 0 5 0 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

18 差押財産 必須 2 0 0 0 0

19 備考 必須 2 0 0 0 0

20 調査日 1 0 0 0 0

21 延滞金計算日 U社、本文中で記述 必須 2 0 0 0 0

22 科目凡例 ・科目の略称を記載している場合、凡例があると分
かりやすいですが、必須とは言えないため、オプション
と想定しています。

オプション 1 0 0 0 0 ・事務局と同意見（C市）

23 ただし書き 必須 1 0 0 0 0

24 処分庁名（通知者名） 0 0 0 0 0

25 公印 0 0 0 0 0

26 あなたの滞納額 通知書番号 0 0 0 0 0

27 宛名番号 0 0 0 0 0



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

548 548 債権現在額申立書(返送用) プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 宛先 ・返送用帳票は、催告書に同封すると想定される
ため、本項目はオプションを想定します。

オプション 1 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・本市では使用していない。（F市）
・副本運用していないので回答保留（I市）
・事例がなく不明。
以下、省略します。（J市）
【事務局】本帳票は私債権・公債権を分けない方針のため、ベンダの中で私債権・公債権を分けていない帳
票を具備するS社サンプルを基に項目を記載

2 カスタマーバーコード 同上 オプション 0 0 0 3 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【事務局】印字を避ける特段の事情がないため、カスタマーバーコードについては必須とする。

3 帳票タイトル 必須 1 0 0 0 0

4 宛先（執行機関名） 必須 1 0 0 0 0

5 記入日 必須 1 0 0 0 0

6 住所 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 1 0 0 2 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）

7 氏名 必須 1 0 0 0 0

8 印 必須 1 0 0 0 0 pending

9 帳票本文 必須 1 0 0 0 0

10 滞納者 住所 必須 1 0 0 0 0

11 氏名 必須 1 0 0 0 0

12 差押財産 必須 1 0 0 0 0

13 差押財産上にある権利 権利の表示_権利名 U社、R社:私債権用 ・帳票WTにて、公債権、私債権を使い分けていな
いとご意見を頂戴しております。＃15～25は私債
権用、＃26~38は公租公課用と見受けられます
が、構成員において、どちらの項目を記載すべきか
ご意見をお願い致します。あるいは、新規に項目が
必要という場合も、ご意見をいただければと思いま
す。

2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

14 権利の表示_債権極度額 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

事務局見解

税目

帳票N
帳票名債権現在額申立書(返送用)

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



15 権利の表示_差押時の債権額 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

16 債務者_住所 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

17 債務者_氏名 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

18 弁済期限 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

19 設定年月日 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

20 債権現在額 元本 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

21 利息 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

22 注意事項 S社：利息、損害金についての特約を記載
R社：利息の計算について記載

同上 1 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。

23 添付書類 U社、R社:私債権用 同上 2 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・本市のシステムに返送用の様式が設定ないため不明。（C市）
【提案】私債権・公債権に関わらず申立ての必要がある項目と思われるため、必須とする。



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
・方針案について

06_滞納管理 目次へ 必須：システム出力が必須

559 559 未納明細（単独出力） プレプリント可：印字は必須だが、システム出力でなくとも可
オプション：印字は任意
不要/対象外：帳票への印字の必要がない/システム印字項目ではない

表示項目
#

1 帳票タイトル 必須 2 0 0 0 0

2 滞納者 住所 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・住（居）所欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

3 氏名 同上 オプション 6 0 0 0 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・氏名・名称欄あり。記載あり。（J市）
【提案】必須多数のため、必須とする。

4 宛名番号 同上 オプション 5 0 0 1 0 必須 ・必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・氏名・名称欄に（）書きで、記載あり。（J市）
【提案】No1#34と同様

5 世帯番号 同上 オプション 1 0 0 5 0 不要 ・宛名番号で判別可能なため、本項目は不要と考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
【提案】不要多数のため、不要とする。

6 科目 必須 2 0 0 0 0

7 賦課年度 必須 2 0 0 0 0

8 相当年度 必須 2 0 0 0 0

9 通知書番号 必須 2 0 0 0 0

10 期月 必須 2 0 0 0 0

11 未納額 必須 2 0 0 0 0

12 督促手数料 必須 2 0 0 0 0

13 延滞金 必須 2 0 0 0 0

14 期別ごとの合計金額 必須 2 0 0 0 0

15 納期限 必須 2 0 0 0 0

事務局見解

税目

帳票N
帳票名未納明細（単独出力）

備考

構成員意見集約結果

大分類 小分類
①：必須
（システム
印字）

②：必須
（プレプリ

ント）

③：不要
（他項目
で代替）

④：不要
（必要性

なし）

⑤：不要
（印字す
べきではな
い項目）

方針案
方針案

第4回WT論点



16 法定納期限等 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 1 2 0 必須 ・事務局見解の通りと考えます。
ただし、交付要求調書別紙として使用する未納明細の場合、本項目は必須と考えます。（A市）
・事務局と同意見も、あった方が好ましい。（C市）
・交付要求など必要な場面では出せなければ問題あり（I市）
・記載なし。（J市）
【提案】交付要求時のケースを踏まえて、必須とする。
・ここは、シート002における#13内のH市様のご意見と重なるところ。（I市）

17 備考
車両番号

軽自動車の場合に出力 必須 2 0 0 0 0 必須 ・納期未到来分の区別（E市）
【事務局】U社記載の納税義務者名については、必要性が高くないと思われるため、項目化しない。
【事務局】車両番号については、No2#18と同様に、本項目を車両番号に修正する。

18 各合計 未納額 必須 2 0 0 0 0 必須 ・当市では印字されていないが必要と考える。（E市）

19 督促手数料 必須 2 0 0 0 0 必須 ・当市では手数料は掛かっていないが、欄は必要と考える。（E市）

20 延滞金 必須 2 0 0 0 0

21 総合計 必須 2 0 0 0 0

22 消込調査日 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 4 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

23 延滞金計算日 必須 2 0 0 0 0

24 備考２ U社,S社：特例基準割合等の説明 必須 2 0 0 0 0 必須 ・項目17と違い欄外の備考欄と想定する。マスタ管理等により任意に文章設定ができること。（E市）
【回答】最終的な仕様書にて、＃１７との差異を示す
・了解しました（E市）
【事務局】S社、U社の特例基準割合に関する説明書きについては、項目名「特例基準割合に関する説明書
き」を追加し、オプションとする。
【事務局】備考欄については、＃２９で具備する。（備考欄→備考に修正）

25 特例基準割合に関する説明書き オプション 【事務局】＃２４のとおり

26 略称凡例 ・必須とは言えないため、オプションと想定します。 オプション 2 0 0 3 0 オプション ・事務局見解の通りと考えます。（A市）
・事務局と同意見（C市）
・記載なし。（J市）
【提案】事務局見解のとおり、オプションとする。

27 法定納期限等 不動産の滞納処分時に出力 必須 【事務局】比較表No14のとおり



税目 要否選択肢 帳票有無
01_個人住民税 ①：必須（システム印字） 帳票あり
02_法人住民税 ②：必須（プレプリント）
03_軽自動車税 ③：不要（他項目で代替）
04_固定資産税 ④：不要（必要性なし）
05_収納管理 ⑤：不要（印字すべきではない項目）
06_滞納管理


	目次
	001_充当通知書
	002_充当通知書明細（充当金額の明細）
	002_充当通知書明細（充当後の未納明細）
	004_配当計算書（謄本）※滞納者用
	005_配当計算書※権利者用
	008_差押書（不動産）※滞納者用
	009_差押通知書（不動産）※権利者用
	012_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用
	013_差押書（不動産）※交付要求29条執行機関用（返送用）
	016_差押調書（謄本）（債権）※滞納者用
	017_差押調書（債権）※権利者用
	018_債権差押通知書（債権）※第三債務者用
	019_債権差押通知書（債権）※第三債務者（返送）用
	020_債権差押通知書（債権）※交付要求36条執行機関用
	024_差押調書（電話加入権）※滞納者用
	025_差押調書（電話加入権）※権利者用
	026_差押調書（電話加入権）※NTT用
	027_差押調書（電話加入権）※NTT用返送用
	035_差押調書（動産）※滞納者用
	036_差押調書（動産）※権利者用
	037_差押調書（動産）※立会人用１
	042_差押書（自動車）※滞納者用
	043_差押通知書（自動車）※権利者用
	044_差押通知書（謄本）※陸運局用
	046_参加差押通知書（不動産）※滞納者用　
	047_参加差押通知書（不動産）※権利者用
	049_参加差押調書（不動産）※執行機関用
	050_参加差押通知書（不動産）※執行機関（返送）用　
	052_参加差押通知書（電話加入権）※滞納者用
	053_参加差押通知書（電話加入権）※権利者用　
	054_参加差押通知書（電話加入権）※NTT用
	055_参加差押通知書（電話加入権）※NTT（返送）用
	056_参加差押通知書（電話加入権）※執行機関用
	057_参加差押通知書（電話加入権）※執行機関返送用
	060_参加差押通知書（動産）※滞納者用
	061_参加差押通知書（動産）※権利者用
	062_参加差押書（動産）※執行機関用
	063_参加差押書（動産）※執行機関（返送）用
	066_参加差押通知書（自動車）※滞納者用
	067_参加差押通知書（自動車）※権利者用
	068_参加差押通知書（自動車）※陸運局用
	070_参加差押通知書（自動車）※執行機関用
	071_参加差押通知書（自動車）※執行機関（返送）用
	073_差押解除通知書（不動産）※滞納者用
	074_差押解除通知書（不動産）※権利者用
	076_差押解除通知書（不動産）※交付要求29条執行機関用
	079_差押解除通知書（債権）※滞納者用
	080_差押解除通知書（債権）※権利者用
	081_差押解除通知書（債権）※第三債務者用
	083_差押解除通知書（債権）※交付要求36条執行機関用
	086_差押解除通知書（電話加入権）※滞納者用
	087_差押解除通知書（電話加入権）※権利者用
	088_差押解除通知書（電話加入権）※NTT用
	096_差押解除通知書（動産）※滞納者用
	097_差押解除通知書（動産）※権利者用
	102_差押解除通知書（自動車）※滞納者用
	103_差押解除通知書（自動車）※権利者用
	104_差押解除通知書（自動車）※陸運局用
	106_参加差押解除通知書（不動産）※滞納者用
	107_参加差押解除通知書（不動産）※権利者用
	109_参加差押解除通知書（不動産）※執行機関用
	112_参加差押解除通知書(電話加入産)※滞納者用
	113_参加差押解除通知書(電話加入産)※権利者用
	114_参加差押解除通知書(電話加入産)※NTT用
	116_参加差押解除通知書(電話加入産)※執行機関用
	119_参加差押解除通知書（動産）※滞納者用
	120_参加差押解除通知書（動産）※権利者用
	121_参加差押解除通知書（動産）※執行機関用
	125_参加差押解除通知書（自動車）※滞納者用
	126_参加差押解除通知書（自動車）※権利者用
	127_参加差押解除通知書（自動車）※陸運局用
	129_参加差押解除通知書（自動車）※執行機関用
	131_(82)交付要求通知書※滞納者用
	132_(82)交付要求通知書※権利者用
	133_(82)交付要求通知書（不動産）※執行機関用
	134_(82)交付要求通知書※執行機関（返送）用
	143_(10)交付要求通知書※滞納者用
	144_(10)交付要求通知書※権利者用
	145_(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関用
	146_(10)交付要求通知書（不動産）※執行機関（返送）用
	167_交付要求通知書(財団債権)※滞納者用
	168_交付要求通知書(財団債権)※破産管財人用
	169_交付要求通知書(財団債権)※破産管財人（返送）用
	170_交付要求通知書(破産債権)※滞納者用
	171_交付要求通知書(破産債権)※裁判所用
	172_交付要求通知書(破産債権)※裁判所（返送）用
	175_未納明細（優先的破産債権）
	176_未納明細（劣後的破産債権）
	177_未納明細（財団債権）
	178_交付要求解除通知書※滞納者用
	179_交付要求解除通知書※権利者用
	180_交付要求解除通知書※執行機関用
	188_交付要求解除通知書（財団債権）※滞納者用
	189_交付要求解除通知書（財団債権）※破産管財人用
	191_交付要求解除通知書（破産債権）※滞納者用
	192_交付要求解除通知書（破産債権）※裁判所用
	194_債権現在額申立書
	199_捜索調書※滞納者用
	242_公売公告兼見積価額公告
	244_公売通知書※滞納者用
	246_公売通知書兼債権現在額申立催告書※権利者用
	247_最高価申込者の決定※公告用
	248_最高価申込者の決定※滞納者用
	249_最高価申込者の決定※権利者用
	250_最高価申込者の決定※最高価申込者用
	251_次順位買受申込者の決定※公告用
	252_次順位買受申込者の決定※滞納者用
	253_次順位買受申込者の決定※権利者用
	254_次順位買受申込者の決定※次順位申込者用
	255_売却決定通知書※最高価申込者用
	256_売却決定通知書※次順位申込者用
	259_売却決定通知書※第三債務者等用
	261_売却決定取消通知書※買受人
	264_最高価申込者決定の取消通知書※滞納者用
	265_最高価申込者決定の取消通知書※権利者用
	266_最高価申込者決定の取消通知書※最高価申込者用
	282_延滞金減免決定通知書
	283_徴収猶予申請書
	284_徴収猶予期間延長申請書
	289_徴収猶予の許可通知書
	290_徴収猶予取消通知書
	291_徴収猶予の不許可通知書
	300_職権による換価猶予許可通知書
	301_職権による換価猶予取消通知書
	307_申請による換価猶予申請書
	308_申請による換価猶予期間延長申請書
	309_未納明細（申請による換価猶予対象分）
	313_申請による換価猶予の許可通知書
	314_申請による換価猶予取消通知書
	315_申請による換価猶予の不許可通知書
	330_滞納処分の停止通知書
	331_滞納処分の停止解除通知書
	334_競売続行決定通知書※政令12条
	335_競売続行決定通知書※政令9条
	336_求意見等に対する回答書
	355_相続による納付義務承継通知書
	374_金融機関の預貯金等の調査証
	381_対象者名簿
	394_担保債権額について(照会）
	396_電話加入権・質権原簿について(照会)
	399_実態調査について(照会)
	410_売掛債権等調査票(照会、回答)
	411_診療報酬の支払いに関する調査(照会)
	412_年金債権等について(照会)
	417_相続放棄・限定承認の申述の有無
	419_家賃の賃貸借契約内容について(照会)
	421_携帯電話契約について(照会)
	426_実態調査回答書(個別回答)
	430_電気料金支払い状況の調査について（照会、回答）
	433_水道料金支払い状況の調査について（照会、回答）
	442_ガス会社への調査について（照会、回答）
	449_住民票の交付について※他自治体宛て
	453_戸籍等の交付について※他自治体宛て
	456_登記事項証明書交付申請書(会社法人用)(個別調査)
	457_登記事項証明書交付申請書(不動産)(個別調査）
	459_（差押）登記嘱託書（不動産）
	461_(差押)登記原因証明情報（不動産）
	462_（参加差押）登記嘱託書（不動産）
	464_(参加差押)登記原因証明情報（不動産）
	465_（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)
	468_（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示変更)
	471_（差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)
	473_（参加差押）登記嘱託書(所有権登記名義人表示更正)
	475_（差押）登記嘱託書(所有権移転)(相続)
	484_（差押解除）登記嘱託書（不動産）
	487_（参加差押解除）登記嘱託書（不動産）
	486_(差押解除)登記原因証明情報 （不動産）
	489_(参加差押解除)登記原因証明情報（不動産）
	498_登記嘱託書（猶予抵当権設定）
	501_登記嘱託書（抵当権設定）（登記抹消）
	505_登記嘱託書（公売）(売却決定)
	507_登記原因証明情報(不動産売買 担保権解除)
	519_延滞金減免申請書
	521_納付誓約書
	522_納付計画書
	523_納付計画明細書
	533_不在者連絡票
	535_催告書（差押え言及有）
	536_分納不履行通知書
	538_差押予告書
	539_差押不動産の公売について（予告）
	548_債権現在額申立書(返送用)
	559_未納明細（単独出力）
	プルダウンリスト

